


 

 

はじめに 

 

 

当協会では各海外事務所を通じ、海外の地方自治制度や地方行政に関わる各個

別政策等を調査研究し、その結果を各種刊行物を通して日本の各地方公共団体や

地方自治関係者に紹介している。英国の地方自治制度についても、約２年前の平成

12 年８月に刊行した「英国の地方自治」で紹介している。 

しかし、英国の地方自治制度は1997年のブレア労働党政権の成立後、より良い地

域社会の創出に向け、日々刻々と変化しているのが現状である。特に、この2002年５

月を期限にして、地方自治体の内部構造改革が断行され、従来の議会中心の委員

会制度から一部直接公選首長制度を組み入れた新しい執行制度へと移り変わって

いる。また、日本でも既に幅広く実施されつつある PFI 制度やベスト・バリュー制度に

代表される行政評価制度等も、その導入から英国では数年がたち、新たな段階を迎

えようとしている。 

こうした中、今回は当協会ロンドン事務所を通して行った既存調査を基盤に、日々

変化している最新の情報をできるだけ組み入れることにより、前書をより詳細な形にし

た「英国の地方自治」を発行することになった。その結果、本書は全体で 300 頁を超

える膨大なものとなったが、内容についてはもちろんできうる限り正確を期した。また、

本書の完成には、最新の情報をその日の内に入手できるインターネットを中心とした

情報技術の発達が不可欠だったことを強調したい。 

最後に、本書が、前書同様、各地方公共団体や地方自治関係者によってご活用

いただけることを心から祈念している。 
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第１章 地方自治体の構造と法律上の位置づけ 

 

第１節 地方自治体の構造 

英国の地方自治体は現在、「2000 年地方自治法（Local Government Act 2000）」に基づき取り

組まれている構造改革により、その内部組織の構造が大きく変化を遂げようとしている。以下、従

来の構造形態も含め、４つの構造形態を紹介する。 

 

１ 「委員会」制度 

英国の地方自治体の従来からの形態で、議会（Council）と議会を補佐し行政事務を執行する

事務組識から構成される。 

現在の内部構造改革に伴い同形態を採用できるのは、人口85,000 人未満の地方自治体と公

選首長制採用（後述）にかかる住民投票において提案が否決された地方自治体である。但し、

従来の委員会制度を「2000年地方自治法」の趣旨に沿って改善する必要がある。 

 

【図表１－１－１ 「委員会」制度モデル】 

　議会

　・最高意思決定機関
　・重要事項に関する決定

（リーダー)　（２）
　・地方自治体全体と

　しての日々の意思決定

事務局

　・行政事務の執行
　・議員への助言、支援

（１）所管するサービス提供に関する意思決定を行う。記載例は最も一般的なもの。
（２）地方自治体運営の中枢管理機能を担い、、予算配分や重要政策の決定はここで行われ

リーダーがこの委員会の委員長に就くことが多い。なお名称は地方自治体により異なる。
（３）所管サービス分野に関する行政事務の執行、各サービス委員会への助言、支援を実施。

本会議(議長）

福祉担当部局
（３）

住宅担当部局
（３）

教育委員会 福祉委員会 住宅委員会政策資源委員会
（１） （１） （１）

（３）
教育担当部局 事務総長

 

 

議会は、地域住民から直接選挙により選出される議員によって構成され、地方自治体におけ

る最高の意思決定機関である。また同時に、議会は執行機関でもあり、行政分野又は地域別に

委員会もしくは補助委員会を設置して行政の執行にあたり、最終的な責任を負う。 

議長（Chairman又はMayer）は議員の互選により選出され、議事進行を取り仕切るとともに対外

的に地方自治体を代表する。しかし実質的な政治的権限を有しておらず、議会多数党の議員に

より互選されるリーダー（Leader）がその権限を有しており、施策の決定や運営に大きな影響力を



 

 2 

持っている。 

委員会には、個別の法律によって設置が義務付けられる法定委員会（Statutory Committee）と

本会議（Full Council）によって適宜設置される任意委員会がある。但し、法定委員会については

現在「2000年地方自治法」の施行に伴い、社会サービス委員会（social service committee）の法

的設置義務がなくなり、一つも存在しない。1また、1970 年代以降は、当該地方自治体の業務全

般の調整を主に司る政策資源委員会が設置されており、政策の決定や予算の作成において本

会議への助言を行っている。なお、リーダーの多くは、同委員会の委員長を務めている。また、

委員会の構成員であるが、通常、全ての議員がいずれかの委員会に席を有することとされており、

1 人が２、３の委員会に席を有することも稀ではない。また例外的に、議員以外の人物が委員会

に席を有することも可能であるが、当該委員会が助言的機関でない場合は、発言権等は認めら

れるものの、投票権は認められていない。 

これに対し、事務部局は、常勤の職員である事務総長（Chief Executive）により統括され、議会

やその委員会の指示により行政事務を執行する。また、事務部局全般にわたる統合・調整を図る

ため、主要部局長により構成される主要部局長行政管理チーム（Chief Officer Management 

Team）が設置されている地方自治体が多い。 

なお議会若しくは委員会が有している権限及び義務（カウンシル・タックスの税額決定権と内

部監査官からの報告書の考慮義務を除く）は、その判断で委員会や事務局に委譲することが可

能である。これに対し、権限等の委譲を受けた者は、定期的に議会若しくは委員会にその業務

結果を報告しなければならない。 

  

このように、英国の地方自治体では、行政府は議会の指揮・監督の下、その活動を補佐する

議会統治型であり、日本のように議会と行政府が相互に独立し、行政府のトップが選挙で選出さ

れる大統領型とは大きく異なっていた。しかしながら、従来の委員会中心の議会制度は、会議に

多大な時間を費やす等の非効率性や誰が議会を運営し、実質的な決定をしているのかが判りに

くい等の透明性の欠如が批判されてきた。この批判に対し、政府は、「2000 年地方自治法」で従

来型の議会全体で行ってきた政策決定とその評価に係る責任の所在を、政策決定に責任を持

つエグゼクティブ（内閣構成議員）と政策評価を担当するバックベンチヤー（一般議員）に明確に

区分する３つの地方自治体構造モデルを示し、全ての地方自治体（人口 85,000 人未満の小規

模自治体は除く）に対し 2002 年５月までにこのいずれかを選択することを義務付けた（但し、採

用後４年間は変更不可）。以下、その３つの構造モデルを紹介する。 

 

２ 「リーダーと議員内閣」制度 

この制度は従来の委員会制度の政策資源委員会や各サービス委員会の機能を内閣に集中し

たものであり、リーダーの指揮の下、内閣が日々の政策に関する意思決定、執行機能を担う。リ 

                                                 
1 実際には、計画委員会（Planning Committee）や免許委員会（Licensing Committee）等が法律

で設置を求められているが、これらは日常政策の決定や執行に関わる委員会ではないとともに、

その設置内容の詳細については、各地方自治体の裁量に委ねられている。 
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ーダーは本会議において指名され、それ以外の内閣構成員はリーダー或いは議会から任命さ

れる。また、この制度では、本会議（リーダーを含む）又はリーダーが内閣の構成員数を決定する

ことになるが、その数は首長（リーダー）を含めて10名以内という上限が定められている。 

一方、内閣構成員ではない議員（バックベンチャー）は、通常、政策評価委員会（overview & 

scrutiny committee）の構成員となり、以下の権限を行使する。但し、バックベンチャー全員が同

委員会に所属しない地方自治体もある。なお、同制度を採用する地方自治体は、「2000 年地方

自治法」により、評価機能を有する機関を最低一つ設置しなければならないとされている。 

（１）内閣によって決定された政策や行動についての見直し、精査（執行機関以外に権限委譲

されたものも含む） 

（２）内閣の政策遂行に関する報告書、提言の議会及び内閣への提出 

（３）内閣の所管外の意思決定及び行動の見直し、精査 

（４）内閣の所管外の政策遂行に関する報告書の議会及び内閣への提出 

（５）地域や住民に影響を及ぼす事項に関する報告書、提言の議会及び内閣への提出 

 

内閣構成員と事務職員は政策評価委員会に出席し、委員に質問された場合には答えなけれ

ばならない。また同委員会の構成員として議員以外の人物が含まれることも可能であるが、投票

権は認められない。 

上述したようにこの制度では、内閣が地方自治体の規則に特に定めのない限り、意思決定権

限を持ち、各機関の所掌項目は内閣が提示する案を基に本会議が決定する。 

本会議、内閣の所掌事項の基本的な考え方は次のとおりである。2 

（１）本会議は予算と政策枠組みを設定する。 

（２）内閣は（本会議で設定された）予算と政策枠組みを遂行する。 

（３）許認可や開発規制などは通常、内閣の所掌事務ではなく、許認可は事務職員や委員会

等が、開発規制は別途設置される計画委員会（Planning Committee）が所掌する。 

 

なお、リーダーから内閣構成員、若しくは内閣から事務局への権限の委譲は、リーダーの決定

によって行うことができる。 

また、本会議で決定される事項は以下のとおりである。3 

（１）新しい組織及び構造の採用及びそれに対する重大な変更 
（２）地方自治体の行動規範の策定 
（３）政策枠組み及び予算の承認 
（４）執行機関の所掌事項であって、それが本会議において承認された政策枠組みや予算と

相容れない場合、その事項の決定 
（５）内閣の所掌外の事項の決定権限が、他の組織や個人に委譲されていない場合の決定 
（６）計画委員会等、別途法律で必要とされる委員会の委員の任命 

                                                 
2 「イングランド地方自治体 2000年地方自治法指針（Local Government Act 2000: Guidance to 

English Local Authorities）」第５章他。 
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（７）内閣の指名（規定で議会が指名すると定められている場合） 
（８）事務総長の指名、又は承認 

 

最後に、閣議の公開については、意思決定手続きの透明性確保のため公開が望まれるが、

公開/非公開は内閣が決定することができ、非公開の場で意思決定を行うことも可能である。しか

し「Key Decision（重要な決定）」については必ず公開しなければならない。なお、「Key Decision」

とは、政府の指針によると、4 

（１）地方自治体の予算、サービスに「重大な」影響を与える支出や内部留保に関する事項 

（２）複数の選挙区にまたがり、地域の住民或いは勤労者に重大な影響を与える事項 

であり、何が「重大」であるかについては、地方自治体がその予算規模や、サービスの変更が

住民に及ぼす影響を勘案して、「重大」であるか否かの基準を本会議で定めるべきであるとされ

ている。 

【図表１－１－２ 「リーダーと議員内閣」制度モデル】 

議会
　・重要事項に関する決定
　・政治運営枠組みの決定
　・リーダーと内閣構成員の任命

　・予算、政策枠組みの承認
　・事務総長と幹部職員の任命

執行機関 政策評価委員会
（リーダー） 　・政策決定及び執行の評価

　・政治的リーダーシップ 　・政策発展（執行機関に対する

　・政策枠組み提案 　　新政策及び政策変更の提案）
　・予算提案 　・有権者代表としての地域との
　・政策枠組みの範囲内での 　　連携及び調整

　　執行に係る決定

（内閣）
　・リーダー或いは議会が任命
　・リーダーの政策要領に基づく政策実施

　・閣議或いは各閣僚による執行に
　　係る決定（リーダーから権限委譲）

事務局
（事務総長及び幹部職員）
　・本会議による任命
　・リーダー、内閣及び政策評価委員会に対する
　　必要な助言と支援

　・各部局における政策実施、確実なサービスの供給

 

                                                                                                                                                           
3 「イングランド地方自治体2000年地方自治法指針」第２章。 
4 「イングランド地方自治体2000年地方自治法指針」第７章。 
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次に、バーミンガム・シティ・カウンシル（Birmingham City Council）の事例に基づいて、同制度

の具体的な構造を概観する。 

次ページの図表１－１－３のように、同自治体ではリーダー以下、副リーダー（Deputy Leader）

と教育・生涯学習（Education & Lifelong learning）、平等・人事（Equalities & human resources）、

住宅（Housing）、レジャー・スポーツ・文化（Leisure, sport & culture）、地域サービス・地域安全

（Local Services & community safety）、再開発（Regeneration）、社会福祉・健康（social services & 

health）、交通・街路・持続ある社会（transportation, street services & sustainability）の分野を担

当する計10名の議員から内閣が構成されている。 

一方、政策評価委員会として学習都市委員会（Learning City）、健康介護都市委員会（healthy 

caring & inclusive City）、現代化・成功都市委員会（Modern & successful city）、 安全・清潔・緑

化・住民参加委員会（Safer, cleaner, greener、 involved people, modern council）、規制委員会

（Regulatory）の６つの委員会が設置されており、バックベンチャーはその何れかに所属している。

なお通常は、政策評価委員会については、「overview & scrutiny committee」という名前が、直接

委員会名に使用されることは少なく、複数設置されている。 

この他同自治体には、議員の倫理規範に関する委員会である基準委員会（Standards 

Committee）5や意思決定過程を住民に近づけ、地方自治体への意見表明の場として政府が設

置を奨励している地域委員会（area committee）6として地区委員会（Ward Committee）が、更には

議会運営委員会(Council Business Management Committee)、日常の政策決定を行わないものの、

法律に基づいて設置されている免許委員会（Licensing Committee）や開発規制委員会

（Development Control Committee）等がある。 

以上のように、実際の地方自治体の内部構造は、以下の２つの制度も含め、政府が指針で示

したモデルに基づきつつも、それぞれの地方自治体の特徴や事情に基づき、様々な形が採用さ

れているのが実状である。また、各委員会の開催頻度やその構成員数についても、各地方自治

体により様々 である。 

                                                 
5 第３章第６節を参照。 
6 この他政府は「イングランド地方自治体2000年地方自治法指針」の中で、地域アレンジメントの

手法として地域フォーラムの設置も推進している。 
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【図表１－１－３ 「リーダーと議員内閣」制度 バーミンガム・シティ・カウンシル】7 

 

 

                                                 
7 「Best Value Performance Plan 2002/03(Birmingham City Council)」より抜粋。 
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３ 「直接公選首長と議員内閣」制度 

この制度は、先に述べた「リーダーと議員内閣」制度と同様、内閣が日々の政策に関する意思

決定、執行機能を担うのだが、その大きな違いは内閣を率いる首長が、地方自治体の有権者に

より直接選挙される公選首長（任期は４年）であるという点である。この直接公選首長は、従来の

地方自治体で３者によって担われてきた役割、すなわち議長（Chairman/Mayor）の持つ儀式へ

の出席など対外的に地方自治体を代表する役割、日々の行政サービスに対し責任を負う事務方

の長である事務総長（Chief Executive）の持つ事務管理の役割、そして意思決定の際に重要な

役割を果たしてきたリーダー（Leader）の役割を併せ持つことになり、効率的に地方自治体内の

施策を実施するに足る強力な力を持つとともに、当該地方自治体全般にわたる政策を強力なリ

ーダーシップの下に遂行することが期待される。 

また、直接公選首長制の導入は、地方自治体運営の最終責任者が明確になるということから、

地方選挙の投票率の低下の歯止めになることも期待されている。なお、同制度の採用に当たっ

ては住民投票に諮る必要があり、有効投票数の過半数が支持した場合、同制度は採用されるこ

とになる。 

次に、首長及び内閣と議会の関係だが、「リーダーと議員内閣」制度と比較して、より対等な関

係であり、対立することも多くなるものと考えられる。 

具体的には、内閣、議会及び政策評価委員会が有する機能は、リーダー（議会から選出され

た首長）を伴った内閣制と同様であり、首長は根本的な政策的枠組みについて議会の承認を必

要とするとともに、日々の意思決定については政策評価委員会によるチェックを受ける。但し、首

長に対するリコール制度や議会による解任も認められていない。 

内閣のサイズについては、「リーダーと議員内閣」制度の場合と同様、「2000 年地方自治法」に

よる制限を受けるが、その範囲内であれば首長が内閣のサイズを決定する。構成員については、

議員の中から議会若しくは首長により選出されるが、その担当職務については首長が決定する

ことができる。更に、首長は、内閣構成員の中から副首長を選ばなければならない。副首長の任

期は通常首長と同じであり、首長が欠けた場合、副首長が首長の職を遂行する。また副首長も欠

けた場合は、内閣全体、或いは内閣構成員がその職を全うする。 

最後に、閣議の公開や内閣構成員の合議体や内閣構成員個々人そして事務職員への権限

委譲については、「リーダーと議員内閣」制度と同じである。 
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【図表１－１－４ 「直接公選首長と議員内閣」制度モデル】 

執行機関 チェック機関
（直接公選首長） （議会）
　・地域のリーダーシッ 　・重要事項に関する決定
　・政策枠組みの提案 　・自治体運営の枠組み決定

　・予算提案 　・予算・政策枠組みの承認
　・政策枠組みの範囲内で執行 　・事務総長と幹部職員の任命
　　に係る意思・戦略決定

（内閣） （政策評価委員会）
　・議会若しくは首長により任命 　・政策実施の評価

　・首長の政策要領に基づく 　・政策発展
　　政策実施 　・有権者代表としての地域
　・閣議或いは各閣僚による 　　との連携・調整
　　執行に係る決定

事務局
（事務総長及び幹部職員）
　・首長、内閣及び政策評価委員会に対する必要な助言と支援

　・各部局における政策実施、確実なサービス供給

 
 

４ 「直接公選首長とカウンシル・マネージャー」制度 

この制度では、内閣を伴った直接公選首長制と同様に、地域の有権者により直接選ばれた首

長の強力な権限の下に地方自治体の政策が実行されていくのであるが、大きな違いは、内閣の

代わりにカウンシル・マネージャーが設置される点である。カウンシル・マネージャーは議会によ

って任命され、本会議の場において罷免することも可能である。 

同制度では通常、公選首長が政策枠組みに関する提案を行い、それに対する決定を議会が

行う。その一方で、カウンシル・マネージャーが日々の政策の実施を担当する。 

首長はカウンシル・マネージャーに対し広い政治的指針を与え、この助言を踏まえてカウンシ

ル・マネージャーは日々のサービス提供に係る意思決定や施策を実施する。その他にカウンシ

ル・マネージャーは予算の策定権限を有するなど、地方自治体の運営管理面に携わり、従来の

事務総長の仕事が吸収されることになる。またカウンシル・マネージャーは事務職員の任命権も

有する。 

カウンシル・マネージャーはその担当職務について首長との共同実施及び他の事務職員や

地域委員会等への委譲も可能であるが、その職務の実施方法や委譲については首長からの指

示を考慮して決定しなければならない。首長は本会議に上程する戦略・計画案の策定に専ら携

わるが、それ以外の決定事項については、カウンシル・マネージャーが担当する。戦略・計画案

を議会へ上程するに際して、首長とカウンシル・マネージャーの意見に対立が見られた場合には、

本議議会において双方が異なる見解を述べることも認められている。 

更に、カウンシル・マネージャーは政策評価委員会以外の各種議会の会議に出席し、発言す
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ることが可能であるが、投票権はない。また政策評価委員会へは招かれた場合のみ出席し、発

言が可能である。 

一方、首長は政策執行に関し、執行機関への助言を目的とする委員会を設置することができ

る。また政策評価委員会の役割については、上記の２つの制度と同様である。 

 

【図表１－１－５ 「直接公選首長とカウンシル・マネージャー」制度モデル】 

執行機関 チェック機関
（直接公選首長） （議会）
　・地域のリーダーシッ 　・重要事項に関する決定
　・政策枠組みの提案 　・自治体運営の枠組み決定

　・政策枠組みの範囲内で執行 　・予算・政策枠組みの承認
　　に係る意思・戦略決定 　・カウンシル・マネージャー

　　任命

（カウンシル・マネージャー）
　・議会による任命 （政策評価委員会）
　・首長の政策要領に基づく 　・政策実施の評価

　　政策実施 　・政策発展
　・政策要領の詳細検討、提案 　・有権者代表としての地域
　・政策実施、サービス供 　　との連携・調整
　・予算の策定、提案

事務局
（幹部職員）
　・首長、カウンシル・マネージャー及び政策評価委員会に
　　対する必要な助言と支援

　・各部局における政策実施、確実なサービス供給

 
 

５ 現状 

2002 年５月の新制度への移行に備え、各地方自治体では地域住民や利害関係者との協議を

行った上で、議会が最終決定を行った。その結果は、大半の地方自治体が「リーダーと議院内

閣」制度を採用することとなり、政府が期待していた「直接公選首長」制度を採用する地方自治体

はごく少数であった。 

また「直接公選首長」制度の採用を決定した 28 の地方自治体も、「2000 年地方自治法」に基

づき、その賛否を問う住民投票を行った結果、2002年 10月末時点で 11の地方自治体が「直接

公選首長」制度の採用を最終決定するにとどまった。なおこのうち 1 つの地方自治体（ストーク･

オン･トレント・シティ･カウンシル（Stoke-on-Trent City Council））が「直接公選首長とカウンシル・

マネージャー」制度の採用を決定しており、残りの 10 自治体は 「直接公選首長と議員内閣」制

度を採用することにしている。 

このような期待はずれの結果に対して政府は当初、「リーダーと議院内閣」制度の採用を決定

した一部の地方自治体に対して、地域住民の意見を反映していないとして「直接公選首長」制度
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の賛否を問う住民投票を行うよう介入措置を発動した。8 

しかし、2002年５月の地方選挙に併せて実施された７地方自治体での公選首長選挙において、

大衆的人気を博した独立系候補が勝利するなど労働党候補の苦戦が強いられた事実9や一部

の地方議会選挙で民族差別を標榜する右翼政党が議席を獲得した事実10等から、今後は介入

措置を採らず、各地方自治体の判断に委ねることを政府は明言している。11 

更に 2002 年 10 月には、ベドフォード（Bedford）、ハックニー（Hackney）、マンスフィールド

（Mansfield）、ストーク・オン・トレント（Stoke-on-Trent）の４つの地方自治体で公選首長選挙が行

われたが、ハックニー以外は独立系候補の勝利となり、既存の政党への地域住民の不信感が表

れる結果となった。また、12 月にはイーリング（Ealing）で公選首長制の是非を問う住民投票が行

われたが、低投票率の中、導入は否決された。 

 

【図表１－１－６ 地方自治体内部構造モデル現状（2002年 12 月現在）】 

内部構造モデル 地方自治体数 

「リーダーと議員内閣」制度 317 

「直接公選首長と議員内閣」制度 11 

「直接公選首長とカウンシル・マネージャー」制度 １ 

修正「委員会」制度 59 

 

                                                 
8 「2000年地方自治法」に基づき、国務大臣に対して地方自治体の決定が不適切と判断した場

合は、介入ができる権限が付与されていた。実際にはサザーク・バラ・カウンシル（Southwark 
Borough Council）に対して介入措置が発動されたが、住民投票の結果、公選首長制度の採用は

否決された。 
9 ミドルズブラ・カウンシル（Middlesbrough Council）では、犯罪への厳しい姿勢で知られていた

元警察官のレイ・マロン氏が労働党候補等に対して圧勝した。また、ハートルプール・バラ・カウ

ンシル（Hartlepool Borough Council）でも、地元サッカーチームのマスコットの猿の着ぐるみを着
て選挙運動を行った、スチュアート・ドラモンド氏が労働党への批判票を集めて当選した。 
10 英国国民党（British National Party）がバーンリー・バラ・カウンシル（Burnley Borough 

Council）で３議席を獲得した。 
11 政府は既にバーミンガム（Birmingham City Council）、ブラッドフォード（Bradford Metropolitan 

Borough Council）及びツーロック（Thurrock District Council）の各地方自治体に対し、地域住民

の協議結果を尊重しなかったことを理由に住民投票を命ずる意志がある旨を通知していたが、こ

れらの地方自治体は、住民との協議の結果、住民投票の実施はしないと決定した。政府はこの

結果に対し、公式の場で介入措置発動の可能性に言及してきた。 
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【図表１－１－７ 直接公選首長制度採用に関する住民投票結果（2002年 12 月現在）】12 
地方自治体 実施日 結果 賛成票 反対票 投票率 備考 

ベーリック・アポン・トィード

（Berwick-upon-Tweed） 
2001/06/07 × 3,617 10,212 64％  

チェルナム（Cheltenham） 2001/06/28 × 8,083 16,602 31％ 郵送 

グロスターシャー（Gloucestershire） 2001/06/28 × 7,731 16,317 31％ 郵送 

ワトフォード（Watford） 2001/07/12 ○ 7,636 7,140 25％ 郵送 

ドンカスター（Doncaster） 2001/09/20 ○ 35,453 19,398 25％ 郵送 

カークリーズ（Kirklees） 2001/10/04 × 10,169 27,977 13％  

サンダーランド（Sunderland） 2001/10/11 × 9,593 12,209 10％  

ハートルプール（Hartlepool） 2001/10/18 ○ 10,667 10,294 31％ 郵送 

ルイシャム（Lewisham） 2001/10/18 ○ 16,822 15,914 18％ 郵送 

ノース・タインサイド（North Tyneside） 2001/10/18 ○ 30,262 22,296 36％ 郵送 

セッジフィールド（Sedgefield） 2001/10/18 × 10,628 11,869 33％ 郵送 

ミドルズブラ（Middlesbrough） 2001/10/18 ○ 29,067 5,422 34％ 郵送 

ブライトン・アンド・ホーヴ 

（Brighton & Hove） 
2001/10/18 × 27,724 37,214 32％ 郵送 

レディッチ（Redditch） 2001/11/08 × 7,250 9,198 28％ 郵送 

ダラム（Durham） 2001/11/20 × 8,327 11,974 29％ 郵送 

ハロウ（Harrow） 2001/12/07 × 17,502 23,554 26％ 郵送 

プリマス（Plymouth） 2002/01/24 × 29,559 42,811 40％ 郵送 

ハーロウ（Harlow） 2002/01/24 × 5,296 15,490 36％ 郵送 

シェップウェイ（Shepway） 2002/01/31 × 11,357 14,438 36％ 郵送 

ウエスト・デヴォン（West Devon） 2001/01/31 × 3,555 12,190 42％ 郵送 

サザーク（Southwark） 2001/01/31 × 6,054 13,217 11％  

ニューハム（Newham） 2001/01/31 ○ 27,263 12,687 26％ 郵送 

ベドフォード（Bedford） 2002/02/21 ○ 11,316 5,537 16％  

ハックニー（Hackney） 2002/05/02 ○ 24,697 10,547 32％ 郵送 

マンスフィールド（Mansfield） 2002/05/02 ○ 8,973 7,350 21％  

ニューカッスル・アンダー・ライム

（Newcastle �under-Lyme） 
2002/05/02 × 12,912 16,486 32％  

オックスフォード（Oxford） 2002/05/02 × 14,692 18,686 34％  

ストーク・オン・トレント（Stoke-on-Trent） 2002/05/02 ○ 28,601 20,578 28％  

コービー（Corby） 2002/09/26 × 5,351 6,239 31％ 郵送 

イーリング（Ealing） 2002/12/12 × 9,454 11,655 10％  

 

                                                 
12 http://www.nlgn.org.ukに基づいて、作成。 
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【図表１－１－８ 直接公選首長選挙結果（2002年 10 月末現在）】13 

地方自治体名 実施日 投票率 候補者数 順位14 氏名・所属15 

１ Dorothy Thornhill (自） 

２ Vince Muspratt (労） 
ワトフォード 

(Watford) 
2002.5.2 37.44% ６ 

３ Gary Ling （保） 

１ Martin Winter (労） 

２ Andrew Burden (保） 
ドンカスター 

(Doncaster) 
2002.5.2 27.07% ７ 

３ Jessie Credland （共） 

１ Stuart Drummond （無） 

２ Leo Gillen （労） 
ハートルプール 

(Hartlepool) 
2002.5.2 30.00% ５ 

３ Ian John Henry Cameron （無） 

１ Steve Bullock (労） 

２ Derek Stone (保） 
ルイシャム 

(Lewisham) 
2002.5.2 24.80% ５ 

３ Alexander Feakes （自） 

１ Ray Mallon （無） 

２ Sylvia Connolly （労） 
ミドルズブラ 

(Middlesbrough) 
2002.5.2 42.47% ７ 

３ Joe Michna （自） 

１ Chris Morgan （保） 

２ Eddie Darke （労） 
ノース・タインサイド 

(North Tyneside) 
2002.5.2 42.32% ５ 

３ Michael Huscroft （自） 

１ Robin Wales （労） 

２ Tawifique Choudhury （無） 
ニューハム 

(Newham) 
2002.5.2 25.49% ６ 

３ Graham Postles （保） 

１ Frank Branston （無） 

２ Christine McHugh （自） 
ベドフォード

（Bedford） 
2002.10 25.35% ８ 

３ Charles Rose （保） 

１ Jules Pipe （労） 

２ Andrew Boff （保） 
ハックニー

（Hackney） 
2002.10 26.34% ８ 

３ Paul Foot （諸） 

１ Tony Egginton （無） 

２ Lorna Carter （労） 
マンスフィールド

（Mansfield） 
2002.10 18.48% ５ 

３ Kathryn Allsop （保） 

１ Mike Wolfe （諸） 

２ George Stevenson （労） 
ストーク・オン・トレン

ト（Stoke-on-Trent） 
2002.10 24.04% 12 

３ Steven Batkin （国） 

 

                                                 
13  http://www.nlgn.org.ukに基づいて、作成。 
14 ハックニーとマンスフィールドについては、補足投票制度の基づく第二候補票の票数の
差のため、第一候補票の最多獲得者とは違う候補者が当選した。表中の１位は当選者を示

している。 
15 氏名･所属欄のカッコ内は所属政党名を示す。（労）は労働党、（保）は保守党、（自）は自由民

主党、（共）は共産党、（国）は英国国民党、（諸）は諸派、（無）は無所属を指す。 
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第２節 地方自治体の法律上の位置づけ 
  

１ 地方自治体の法律上の位置づけ 

英国の地方自治体は法律上、以下のように位置づけられている。 

 

（１）憲法典での保障 

日本では日本国憲法により地方自治が保障されている16が、英国では普通の法律と区別され

た憲法典はなく、英国議会が制定する法律及び慣習法がその拠り所となっている。 

 

（２）権限逸脱の法理 

地方自治体は、原則として「1972年地方自治法（Local Government Act 1972）」な等により、英

国議会が制定する法律により個別に授権された事務のみを処理できる。授権された範囲を超え

る行為は、「権限逸脱の法理（Ultra Vires、アルトラ・ヴァイリーズ）」により違法となる。 

但し、違法と判断されるためには、住民若しくは監査委員会からの訴えに基づき裁判所が違

法性を認め、その旨を宣言しなければならない。 

但し、「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」により、地方自治体の自主権を拡

充するため、経済開発、社会福祉、環境の３分野においては、ある一定の制約の下、地域社会

及び住民の福祉の増進に関する政策を自由に実施することができるようになった。 

 

（３）国及び地方自治体間の権限配分 

国と地方自治体及び同一地域内における各層の地方自治体の役割分担は、原則として分野

により明確に区分されている。17 

                                                 
16 日本国憲法第 92 条等。 
17 第２章第３節を参照。 
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第２章 地方自治体の制度の沿革と種別構成 

 

第１節 地方自治体の変遷 

英国の地方自治体は、その起源を９世紀にまで遡ることができる。以下、その歴史を概観す

る。 

 

１ 1880年代以前 

880年に、マルメスバリー市（Malmesbury in Wiltshire）が国王の勅許（Royal Charter）を得て、

自治権を獲得して以来、18世紀までに300以上の都市が勅許を受けていた。当時は、地域間の

通商の便を図るための道路や橋の補修が主な業務であった。地方では、国王に任命される治安

判事（Justices of the Peace）の統制の下、もともとは教会の布教・監督のために設けられた教区

であるパリッシュ（Parish）が地域社会の治安維持や道路の管理、貧民救済等、地方自治体として

の機能を持つようになっていた。17 世紀初めには、救貧税（poor rate）の徴収と「貧困救済法

（Poor Relief Act）」に基づく救済事業を行っていた。 

やがて産業革命により都市への集中が始まると、貧困や伝染病、犯罪問題等への関心が高ま

るとともに、その対応策として都市部の上下水道や住居等を整備する必要が生じた。「1835 年地

方自治体法（Municipal Corporation Act 1835）」により、地方税である不動産税（rent）の全納税

者によって選出された議会によって構成される自治体（Corporate Boroughs）が一部の都市で誕

生した。その後1882年までに87の自治体）が誕生した。当初、自治体は治安の維持、道路の舗

装、街灯の管理について責任を有していたが、1840 年代に入り教育や公立図書館、公共交通

等へとその業務範囲を拡大した。しかしその一方で、地方等の他の地域では、広範な業務に責

任を有する自治体は設立されず、公衆衛生や道路管理、教育等の分野毎に組織が設けられた。

なお、大半のパリッシュは、社会状況の急激な変化に対応できず、小規模自治体としての機能を

果たすことができなくなっていた。 

 

２ 1880年代～1960年代 

上述したように、様々な地方自治に関する組織が乱立することになった結果、地域住民に混

乱が起き、組織の再編を望む声が高まった。そこで、1880 年代から1890年代にかけて以下のよ

うな組織再編が行われ、現在の地方自治制度の基礎が形成された。 

ロンドン以外の地域においては、「1888 年地方自治法（Local Government Act 1888）」により、

カウンティ（County Council、日本の県に相当する）が創設される一方、人口５万人以上を擁して

いた都市部の自治体は、カウンティとは独立した一層制の特別市（County Borough Council）とし

て存続した。また、それ以外の都市部の自治体は、市（Non-County 又は Municipal Borough 

Council）となり、公衆衛生や道路及び街灯の管理に責任を有した。また、「1894 年地方自治法

（Local Government Act 1894）」により、従来の公衆衛生区（sanitary districts）を基盤にして町

（Urban District Council）及び村（Rural District Council）が誕生し、市とともに、二層制における

基礎的自治体を構成することとなった。また同時に、有権者を 300 人以上有するパリッシュでは

パリッシュ議会（Parish Council）が創設され、パリッシュ再生への道が開かれた。 
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一方ロンドンでは、1888 年に従来の非公選議員から構成されていた都市作業委員会

（Metropolitan Board of Works。1855年創設）に代わり、他のカウンティよりも広範な権限を有する

ロンドン県（London  County Council）が成立した。さらに、1899 年には、ロンドン県の基礎的自

治体となる28の旧ロンドン区（Metropolitan Borough Council）が設置された。なおこの他に、中世

からの伝統を有する、特別な地位のシティ（The City of London Corporation）がある。 

更に 1965年には、「1963年ロンドン地方自治体法（the London Government Act 1963）」に基

づき、ロンドン県に代えて、ミドルエセックス(Middlesex)県の全部とエセックス(Essex)・サリー

(Surrey)及びケント(Kent)各カウンティの一部を合併して行政区域を拡大した大ロンドン市

（Greater London Council）が設立された。また、大ロンドン市の基礎的自治体として32のロンドン

区(London Borough Council)が設置されるとともに、シティ（The City of London Corporation）の

特別な地位も再確認された。 

  

【図表２－１－１ 地方自治体の変遷（イングランド・ウェールズ）1880 年代～1890 年代】 

〈1888年〉
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なお創設当初のカウンティには、高規格道路の管理や警察、度量衡、保護施設の管理等の限

られた分野にのみ権限が付与されていたが（ロンドン県には住宅分野の権限も付与されていた）、
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その後約 40 年かけて、教育や社会福祉、開発・計画等の権限が県へと委譲された。但し第二次

世界大戦後、水道事業や病院等の一部の分野での権限は、地方自治体から他の組織へ委譲さ

れている。 

 

３ 1970年代 

1966 年、当時の労働党政権によって地方自治体の構造及び役割の見直しを目的に設立され

た王立委員会（委員長の名前を取り、レッドクリフ・モード委員会（Redcliffe-Maud Commission））

は、その報告書の中で、全地方自治体での一層制導入を提唱した。 

しかし、1970 年の総選挙で保守党が勝利すると、同政権は、「1972 年地方自治法（Local 

Government Act 1972）」を成立させ、全地方自治体を二層制にする地方自治体構造改革に着

手した。18 

まず、従来の市・町・村をディストリクト（District Council）に一本化するとともに、特別市

（County Borough Council）を廃止した。更に、６つの大都市圏（ウェスト・ミッドランド（West 

Midlands）、グレーター・マンチェスター（Greater Manchester）、マージーサイド（Merseyside）、サ

ウス・ヨークシャー（South Yorkshire）、ウェスト・ヨークシャー（West Yorkshire）、タイン・アンド・ウ

エア（Tyne and Wear））を設け、広域行政（交通、計画・開発等）を担当する大都市圏カウンティ

（Metropolitan County Council）を設立した。 

また同法は、200 人以上の有権者を有するパリッシュに対し、パリッシュ議会を設置することを

認めるとともに、全てのパリッシュに対して全有権者が参加することのできるパリッシュ総会

（Parish Meeting）を開催することも義務付けた19。 

 

【図表２－１－２ 地方自治体の変遷（イングランド・ウェールズ）1972 年】 

〈1 97 2年 ～ 1 98 6年〉
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District London
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一方、スコットランドや北アイルランドでも地方自治体の構造改革がこの時期進められた。まず

スコットランドでは、「1973年スコットランド地方自治法（Local Government Act (Scotland) 1973）」

に基づき、1975 年５月に以下の地方自治体が設置された。 

 

                                                 
18 施行は1974 年４月。 
19 第２章第２節３を参照。 
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（１）広域自治体である９つのリージョン（Regional Councils）－交通、上下水道、教育、社会福

祉、警察、計画等に責任を有する。 

（２）一層制自治体である３つの島嶼自治体（Island Councils）－警察、消防を除く全行政サー

ビス分野に責任を有する。 

（３）基礎自治体である 53のディストリクト（District Councils）－住宅、環境、計画、図書館等に

責任を有する。 

 

【図表２－１－３ 地方自治体の変遷（スコットランド）1975 年】 

〈1 97 5年 〉

Island Councils

(3)

広域自治体

基礎自治体

Regional Councils

(9)

District Councils

(53)

 

 

これに対し北アイルランドでは、1973年に地方自治体の構造改革が行われ、26の一層制自治

体であるディストリクト（District Council）20が設立された。同自治体は、環境や消費者保護、娯

楽・レクリエーション等の分野に権限を有する。 

またこれと同時に、社会福祉や健康を扱う４つの地域委員会（Area Boards）と教育や図書館を

扱う５つの地域委員会、１つの住宅執行機関（Housing Executive）、１つの消防機関（Fire 

Authority）が設置されている。但し、この他の多くの分野の権限は政府へと委譲されることとなっ

た。 

 

【図表２－１－４ 地方自治体の変遷（北アイルランド）1973 年】 

〈1 9 7 3年〉
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ExecutiveCommittees
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20 各地方自治体の名称については、その歴史的経緯により、バラ（borough）という呼称が大半の

地方自治体で使用されている。 
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【図表２－１－５ 北アイルランド地方自治体の人口・面積(ha)】21 
地方自治体名 人口 面積 地方自治体名 人口 面積 

Antrim Borough Council 51,200 57,791 Down District Council 60,000 64,951 

Ards Borough Council 67,500 38,070 Dungannon & South Tyrone District Council 48,000 78,321 

Armagh City & District Council 53,200 67,131 Fermanagh District Council 57,600 187,684 

Ballymena Borough Council 58,000 63,201 Larne Borough Council 30,000 33,650 

Ballymoney Borough Council 25,000 41,860 Limavady Borough Council 31,000 61,901 

Banbridge District Council 39,300 46,250 Lisburn Borough Council 115,000 44,607 

Belfast City Council 298,200 11,490 Magherafelt District Council 37,800 57,241 

Carrickfergus Borough Council  37,000 8,190 Moyle District Council 15,000 49,441 

Castlereagh Borough Council 66,800 8,499 Newry and Mourne District Council 82,943 90,321 

Coleraine Borough Council 55,900 48,560 Newtownabbey Borough Council 85,000 15,070 

Cookstown District Council 33,000 62,171 North Down Borough Council l 74,300 8,159 

Craigavon Borough Council 79,700 100 Omagh District Council 45,809 112,992 

Derry City Council 105,400 38,740 Strabane District Council 36,500 86,161 

 

【図表２－１－６ 北アイルランド地方自治体概況図】22 

 

 

４ 1980年代～現在 

1979 年に労働党に代わり政権についたサッチャー保守党政権は、地方自治体における行政

サービスの効率化と説明責任の強化を目的に大ロンドン市と大都市圏カウンティの廃止を公約

の一つに掲げて 1983 年の総選挙で勝利を収めると、「1985 年地方自治法（Local Government 

Act 1985）」を成立させ、1986 年４月にこの２つの地方自治体の権限を他の組織（警察や交通、

消防等）や地方自治体に委譲した上で廃止した。 

更に、サッチャー政権を継いだメージャー保守党政権も、同様の目的の下に地方構造の一層

                                                 
21 「Municipal Year Book 2002 Edition」に基づいて、作成。 
22 「Britain 2001」(National Statistics)より抜粋。 
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化を推進した。 

 

（１）スコットランド 

まずスコットランドでは、政府のスコットランド省主導の下に「1994 年スコットランド地方自治等

法（Local Government (Scotland) etc. Act 1994）」に従って、従来の二層制（９リージョンと53ディ

ストリクト）から一層制の自治体であるユニタリー（Unitary Authorities）への移行が行われる等、

1996年４月に以下の地方自治体及び組織が設立された。 

 

ア 29のユニタリー（Unitary Authority） 

イ ３つの島嶼自治体（Islands Councils） 

ウ ３つの水道管理団体 

エ スコットランド児童保護局（the Scottish Children’s Reporters Administration） 

オ ８つの警察委員会(Police Forces) 

カ ８つの消防委員会（Fire Brigades） 

 

【図表２－１－７ 地方自治体の変遷（スコットランド）1996 年】 

〈1996年〉

Police

Forces

(8)
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【図表２－１－８ スコットランド地方自治体の人口・面積】23 

地方自治体名 人口 面積(ha) 地方自治体名 人口 面積(ha) 

Aberdeen City Council 213,070 184 Highland Council 208,600 2,530,400 

Aberdeenshire Council 227,200 628,935 Inverclyde Council 86,500 15,779 

Augus Council 110,230 218,396 Midlothian Council 82,200 35,515 

Argyll and Bute Council 90,550 693,500 Moray Council 86,030 221,780 

City of Edinburgh Council 453,430 26,002 North Ayrshire Council 139,780 87,859 

City of Glasgow Council 609,370 17,735 North Lanarkshire Council 327,600 46,597 

Clackmannanshire Council 48,560 15,700 Orkney Islands Council 19,534 102,498 

Dumfries and Galloway Council 147,900 644,567 Perth and Kinross Council 134,030 2,058 

Dundee City Council 146,690 6,515 Renfrewshire Council 177,830 26,829 

East Ayrshire Council 123,820 125,199 Scottish Borders Council 106,100 471,253 

East Dunbartonshire Council 110,890 20,172 Shetland Islands Council 22,375 1,468 

East Lothian Council 89,570 68,117 South Ayrshire Council 114,247 123,000 

East Renfrewshire Council 89,790 17,269 South Lanarkshire Council 301,067 686 

Eilean Siar Comhairle nan Council 27,940 289,000 Stirling Council 84,700 219,588 

Falkirk Council 144,370 29,549 West Dunbartonshire Council 94,980 18,226 

Fife Council 348,400 132,256 West Lothian Council 156,690 42,504 

                                                 
23 「Municipal Year Book 2002 Edition」に基づいて、作成。 
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【図表２－１－９ スコットランド地方自治体の現況図】24 

 
 

（２）ウェールズ 

同様にウェールズでも、ウェールズ省主導の下に「1994 年ウェールズ地方自治法（Local 

Government (Wales) Act 1994）」に従って、従来の二層制の地方自治体（８カウンティと37ディス

トリクト）に代わって22 の一層制自治体であるユニタリー（Unitary Authorities）25への移行が行わ

れた。また同時に４つの警察自治体と３つの消防自治体、３つの事務組合26が作られた。 

                                                 
24 「Local Government in Scotland : Factsheet 12」より抜粋。 
25 歴史的な経緯により、地方自治体の名称にカウンティ（County）やバラ・カウンティ（Borough 

County）の名称が付いている地方自治体があるが、その機能に違いはない。 
26 この事務組合は、旅客交通や廃棄物処理を担当するものである。 
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【図表２－１－10 地方自治体の変遷（ウェールズ）1996年】 

〈1 9 9 6年〉
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【図表２－１－11 ウェールズ地方自治体の現況】27 

 

地方自治体名 人口 面積(ha) 地方自治体名 人口 面積(ha) 

Blaenau Gwent County Borough 73,200 10,900 Isle of Anglesey County 65,400 71,511 

Bridgend County Borough 131,500 28,500 Merthyr Tydfil County Borough 57,300 11,114 

Caerphilly County Borough 169,100 27,000 Monmouthshire County 86,248 85,100 

Cardiff County 320,940 13,900 Neath Port Talbot County Borough 10,763 44,217 

Carmarthenshire County 169,108 239,026 Newport County Borough 139,208 19,056 

Ceredigion County 70,400 179,353 Pembrokeshire County 113,700 158,833 

City and County of Swansea 229,500 37,932 Powys County 124,400 517,900 

Conwy County Borough 112,100 112,995 Rhondda Cynon Taff County Borough 241,313 44,000 

Denbighshire County 90,400 83,875 Torfaen County Borough 90,000 12,546 

Flintshire County 147,000 43,709 Vale of Glamorgan 121,274 337,097 

Gwynedd 118,000 254,600 Wrexham County Borough 125,200 50,000 

 

                                                 
27 http://www.wlga.gov.uk及び「Municipal Year Book 2002 Edition」に基づいて、作成。なお図

中の番号は、地方自治体のアルファベット順に対応している。 
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（３）イングランド 

一方、イングランドにおいてもメージャー政権は、大都市圏以外の地域における 39 カウンティ

と296ディストリクトから成る二層制の地方構造をユニタリーという一層制の自治体に再編していく

ことを目標とした。 

そして1992年７月には「1992年地方自治法（Local Government Act 1992）」に基づく「イングラ

ンド地方自治体委員会（Local Government Commission for England）」が正式に発足し、以後同

委員会を中心に本格的な見直し作業が展開されることとなった。同委員会の当初案では、39 の

カウンティを５群31グループに分類後、段階的に見直し作業を実施し、1994年から1998 年まで

の５年間で全ての地方自治体を一層制の自治体である 93 ユニタリーへ移行させることにしてい

たが、各地方自治体の思惑や利害が絡み、作業は困難を極めた。更に様々な紆余曲折を経て、

最終的には「一層制の導入を原則とする（二層制は例外とする）」という当初の方針も「二層制の

維持も選択肢として認める」へと大幅に修正された。 

こうした方針の下に実際の再編作業が開始され、まず 1995 年に初めてのユニタリーが誕生し

ている。これはワイト島（Isle of Wight）で１カウンティと２ディストリクトが統合され、現行の１ユニタリ

ーとなったものである。その後1996 年には３つのカウンティ及び20 のディストリクトが廃止され、

13のユニタリーが誕生し、また1997年にはカウンティで廃止されたところはないものの、14のディ

ストリクトが廃止され、13のユニタリーが新設されている。さらに1998年には１つのカウンティ及び

22のディストリクトが廃止され、新たに19のユニタリーが設置された。 

この結果、今回の改革では当初の見込みの約半分にあたる 46 のユニタリー・カウンシルが新

設されることとなり、その一方では、取り組み前に 39 であったカウンティは 34 に減少し、同様に

296であったディストリクトも238となった。28つまり、以下の３通りの類型が現在のイングランドでは

混在していることになる。 

 

ア カウンティ内の全ディストリクトがユニタリーとして再編された地域 

イ 従来どおりカウンティとディストリクトの二層制が存続している地域 

ウ カウンティ内の一部のディストリクトのみがユニタリーとなり、他の地区については二層制が

存続している地域 

 

更に 1997 年の総選挙の結果、政権に返り咲いたブレア労働党政権は、その選挙公約に沿い、

ロンドンの広域行政を担当する統一的自治体であるグレーター・ロンドン・オーソリティ（Greater 

London Authority : GLA）を2000年７月３日に設立した29。 

                                                 
28 歴史的な経緯により、ディストリクト（District）ではなくバラ（Borough）の名称を使用している地

方自治体もあるが、その機能に違いはない。 
29 第２章第２節２を参照。 
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【図表２－１－12 地方自治体の変遷（イングランド）1980年代～現在】 

〈1 9 8 6年〉
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〈2 0 0 0年〉
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【図表２－１－13ユニタリー設立の変遷（1995 年～1998年）】30 
設立年月日 新設ユニタリー 廃止カウンティ 新設カウンティ 境界変更カウンティ 

1995年４月 Isle of Wight CC    

1996年４月 

Bath & North East Somerset 

Bristol 

South Gloucestershire 

North Somerset 

Hartlepool 

Middlesbrough 

Redcar & Cleveland 

Stockton-on-Tees 

East Riding of Yorkshire 

Kingston-upon-Hull 

North East Lincolnshire  

North Lincolnshire 

York 

Avon 

 

 

 

Cleveland 

 

 

 

Humberside  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Yorkshire CC 

1997年４月 

Luton 

Milton Keynes 

Derby 

Bournemouth 

Poole 

Darlington 

Brighton & Hove 

Portsmouth 

Southampton 

Leicester 

Rutland 

Stoke-on-Trent 

Swindon 

  

Bedfordshire CC 

Buckinghamshire CC 

Derbyshire CC 

Dorset CC 

 

Durham CC 

East Sussex CC 

Hampshire CC 

 

Leicestershire CC 

 

Staffordshire CC 

Wiltshire CC 

1998年４月 

Bracknell Forest 

West Berkshire 

Reading 

Slough 

Windsor & Maidenhead 

Wokingham 

Peterborough 

Halton 

Warrington 

Plymouth 

Torbay 

Southend-on-Sea 

Thurrock 

Herefordshire 

Medway Towns 

Blackburn-with-Darwen 

Blackpool 

Nottingham 

Telford and the Wrekin 

Berkshire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hereford & Worcester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worcesteshire CC 

 

 

 

 

 

 

Cambridgeshire CC 

Cheshire CC 

 

Devon CC 

 

Essex CC 

 

 

Kent CC 

Lancashire CC 

 

Nottinghamshire CC 

Shropshire CC 

 

 

                                                 
30 「Councillors’ Guide to Local Government Finance」のTable1.2に基づき作成。 
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【表２－１－14 イングランド地方自治体（カウンティ及びユニタリー）の現況図】31 

 

 

                                                 
31 「Britain 2001」(National Statistics)より抜粋。 
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【図表２－１－15 イングランド地方自治体の人口・面積】32 

 （ア）カウンティ 

地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Bedfordshire 378,900 119,220 Leicestershire 612,000 208,380 

Buckinghamshire 475,686 156,509 Lincolnshire 619,400 592,091 

Cambridgeshire 547,300 304,357 Norfolk 796,500 537,234 

Cheshire 670,700 208,344 North Yorkshire 569,800 803,741 

Cornwall 481,500 354,810 Northamptonshire 621,200 236,737 

Cumbria 492,113 681,685 Northumberland 310,200 502,644 

Derbyshire 730,200 262,858 Nottighamshire 748,400 208,519 

Devon 697,700 656,385 Oxfordshire 626,200 260,595 

Dorset 381,910 254,181 Shropshire 282,460 319,736 

Durham 491,100 223,180 Somerset 496,100 345,233 

East Sussex 488,000 172,530 Staffordshire 810,000 262,355 

Essex 1,294,700 345,619 Suffolk 671,100 380,207 

Gloucestershire 564,000 270,875 Surrey 1,060,500 167,001 

Hampshire 1,231,500 367,915 Warwickshire 506,713 197,753 

Hertfordshire 1,024,800 164,306 West Sussex 751,800 199,025 

Kent 1,340,000 354,296 Wiltshire 428,380 325,548 

Lancashire 1,146,400 289,971 Worcestershire 539,900 173,529 

 

 (イ)大都市圏ディストリクト 

地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Barnsley 227,213 32,863 Rochdale 207,400 15,976 

Birmingham City 1,000,000 26,430 Rotherham 253,706 30,760 

Bolton 266,100 13,973 Salford City 227,793 9,690 

Bradford City 483,731 36,635 Sandwell 290,500 8,564 

Bury 181,900 9,918 Sefton 289,700 15,054 

Calderdale 193,000 36,346 Sheffield City 530,300 36,755 

Coventry City 304,000 9,654 Solihull 205,600 17,832 

Doncaster 292,877 58,153 South Tyneside 153,470 6,357 

Dudley 28,200 9,841 St. Helens 175,826 13,347 

Gateshead 200,200 14,231 Stockport 291,500 12,605 

Kirklees 390,868 40,910 Sunderland 294,300 13,739 

Knowsley 154,052 8,713 Tameside 216,431 10,323 

Leeds City 680,722 55,170 Trafford 225,000 10,565 

Liverpool City 468,000 11,276 Wakefield 318,800 33,317 

Manchester City 431,100 11,530 Walsall 262,600 10,595 

Newcastle upon Tyne City 279,500 11,348 Wigan  310,100 19,894 

North Tyneside 195,000 8,377 Wirral 327,800 15,772 

Oldham 219,762 14,112 Wolverhampton 242,200 6,881 

 

                                                 
32 「Municipal Year Book 2002 Edition」に基づいて、作成。 
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 （ウ）ユニタリー 
地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Bath and North East Somerset 158,692 35,112 Nottingham City 284,000 7,470 

Blackburn with Darwen 139,381 13,701 Peterborough City 156,500 34,345 

Blackpool 150,000 4,335 Plymouth City 255,000 7,924 

Bournemouth 162,400 4,705 Poole 141,500 6,378 

Bracknell Forest 110,000 10,940 Portsmouth City 190,400 4,196 

Brighton & Hove 245,000 8,473 Reading 147,840 4,044 

Bristol City 400,600 10,954 Redcar and Cleveland 137,900 24,050 

Darlington 101,000 19,840 Rutland 34,600 39,367 

Derby City 235,238 7,803 Slough 108,000 3,255 

East Riding of Yorkshire 310,800 241,641 South Gloucestershire 243,400 46,695 

Halton 121,700 7,937 Southampton City 214,859 4,884 

Hartlepool 91,000 9,390 Southend-on-Sea 176,000 4,163 

Herefordshire 167,000 218,174 Stockton-on-Tees 179,000 20,020 

Isle of Wight 125,466 38,100 Stoke-on-Trent City 250,800 9,345 

Kingston upon Hull City 257,873 7,145 Swindon 181,600 23,031 

Leicester City 299,900 7,337 Telford & Wrekin 151,500 28,950 

Luton 183,300 4,336 Thurrock 132,192 18,433 

Medway 239,978 20,507 Torbay 123,000 6,268 

Middlesbrough 146,000 5,394 Warrington 193,000 17,615 

Milton Keynes 204,415 31,044 West Berkshire 144,000 70,416 

North East Lincolnshire 168,000 19,227 Windsor and Maidenhead 136,824 19,844 

North Lincolnshire 152,287 85,000 Wokingham 143,085 17,892 

North Somerset 192,362 37,213 York 175,925 27,200 

 

（エ）ロンドン区 
地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Barking and Dagenham 154,786 3,611 Hounslow 205,200 5,852 

Barnet 339,800 8,663 Islington 176,393 1,487 

Bexley 217,840 6,065 Kensington and Chelsea 179,200 1,238 

Brent 250,611 4,421 Kingston upon Thames 144,313 3,756 

Bromley 301,100 14,964 Lambeth 265,200 2,727 

Camden 192,000 2,200 Lewisham 241,500 3,473 

Corporation of London 7,900 315 Merton 184,315 3,796 

Croydon 338,200 8,662 Newham 230,000 3,863 

Ealing 308,800 5,550 Redbridge 232,600 5,632 

Enfield 265,000 8,218 Richmond upon Thames 182,766 5,905 

Greenwich 215,300 5,087 Southwark 230,500 2,888 

Hackney 193,843 1,950 Sutton 178,189 4,343 

Hammersmith and Fulham 157,000 1,617 Tower Hamlets 179,834 1,980 

Haringey 219,800 2,963 Waltham Forest 221,100 3,967 

Harrow 210,900 5,036 Wandsworth 266,300 3,432 

Havering 229,800 11,408 Westminster City 230,000 2,204 

Hillingdon 253,272 11,240    
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 （オ）ディストリクト 
地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Adur 58,500 4,159 Derwentside  87,455 27,084 

Allerdale  95,982 125,780 Dover 108,674 31,186 

Alnwick 31,400 108,012 Durham City 90,276 18,700 

Amber Valley 116,200 26,418 Easington 97,800 14,320 

Arun 142,650 22,811 East Cambridgeshire 67,900 65,516 

Ashfield 108,600 10,944 East Devon 130,600 81,477 

Ashford 102,177 58,054 East Dorset 82,400 35,479 

Aylesbury Vale  156,597 90,360 East Hampshire 112,432 51,541 

Babergh  81,960 146,982 East Hertfordshire 127,000 47,662 

Barrow-in-Furness 71,000 7,699 East Lindsay 124,168 176,201 

Basildon 164,400 11,007 East Northamptonshire 74,455 50,979 

Basingstoke and Deane 150,000 63,381 East Staffordshire 103,000 38,990 

Bassetlaw 106,600 63,687 Eastbourne 90,000 4,596 

Bedford 140,800 47,575 Eastleigh  115,271 7,967 

Berwick-upon-Tweed 26,731 97,130 Eden 50,077 215,803 

Blaby 86,088 13,043 Ellesmere Port and Neston 79,500 8,800 

Blyth Valley 81,000 7,031 Elmbridge  132,000 23,803 

Bolsover 70,900 16,011 Epping Forest 116,023 34,021 

Boston 54,146 36,027 Epsom and Ewell 71,300 3,411 

Braintree 132,294 61,206 Erewash  107,090 10,943 

Breckland 120,246 130,510 Exter City 110,964 4,774 

Brentwood 71,600 15,315 Fareham 107,971 7,427 

Bridgnorth 50,800 63,367 Fenland 81,300 55,194 

Broadland 119,500 55,215 Forest Heath 69,200 37,775 

Bromsgrove  84,900 21,714 Forest of Dean  78,339 52,666 

Broxbourne 83,000 5,225 Fylde  70,999 16,501 

Broxtowe  110,027 8,055 Gedling 112,200 12,003 

Burnley 91,000 11,073 Gloucester City 101,608 4,050 

Cambridge City 120,650 4,071 Gosport 75,061 2,518 

Cannock Chase  90,800 7,892 Gravesham 91,566 93,800 

Canterbury City 139,100 31,056 Great Yarmouth 89,300 17,385 

Caradon 81,600 66,399 Guildford 129,200 27,101 

Carlisle City 102,317 103,174 Hambleton 85,005 131,158 

Carrick 84,600 46,092 Harborough 75,300 59,306 

Castle Morpeth 50,300 61,912 Harlow 76,700 2,559 

Castle Point 84,600 4,502 Harrogate  143,526 133,060 

Charnwood 157,700 27,930 Hart 86,100 21,524 

Chelmsford 155,500 34,223 Hastings 84,500 2,972 

Cheltenham 106,700 4,680 Havant 120,114 5,533 

Cherwell 136,600 58,983 Hertsmere 97,314 9,800 

Chester City 117,500 44,848 High Peak 88,800 54,079 

Chesterfield 100,225 6,611 Hinckley and Bosworth 98,600 2,975 

Chester-le-Street 53,900 6,757 Horsham 121,125 53,009 

Chichster 106,100 78,678 Huntingdonshire 159,100 90,952 

Chiltern 93,082 19,648 Hyndburn 78,390 7,315 

Chorley 97,882 20,435 Ipswich 113,900 3,981 

Christchurch 43,860 5,170 Kennet 75,502 96,661 

Colchester 158,755 33,429 Kerrier 90,990 47,312 

Congleton 89,000 21,099 Kettering 81,320 23,364 

Copeland 71,000 73,711 King's Lynn and West Norfolk 133,400 142,877 

Corby 53,500 8,028 Lancaster City 134,400 57,671 

Cotswold 83,605 117,000 Lewes 85,859 29,211 

Craven 52,100 117,994 Lichfield 94,080 33,125 

Crawley 97,100 4,500 Lincoln City 84,000 3,571 

Crewe and Nantwich 114,600 43,071 Macclesfield 152,900 52,523 

Dacorum 137,111 21,020 Maidstone 140,700 39,368 

Dartford 86,400 7,287 Maldon 55,170 35,762 

Daventry 69,000 66,601 Malvern Hills 74,026 57,710 

Derbyshire Dales 70,000 79,546 Mansfield 100,400 7,692 
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地方自治体名 人口 面積（ha） 地方自治体名 人口 面積（ha） 

Melton 46,700 48,134 South Norfolk 106,600 90,692 

Mendip 99,500 73,800 South Northamptonshire 79,440 63,156 

Mid Bedfordshire 125,700 50,285 South Oxfordshire 127,441 67,125 

Mid Devon 67,844 91,539 South Ribble  104,300 11,296 

Mid Suffolk 80,400 87,084 South Shropshire 39,800 102,756 

Mid Sussex 127,400 33,292 South Somerset 154,000 95,906 

Mole Valley 79,400 25,851 South Staffordshire 105,600 40,857 

Neacastle-under-Lyme 123,300 21,109 Spelthorne 88,998 5,128 

New Forest 171,343 75,100 St. Albans City 130,900 16,129 

Newark and Sherwood 104,800 65,402 St. Edmundsbury 96,600 65,697 

North Cornwall 81,000 119,521 Stafford 127,000 59,938 

North Devon 87,741 108,620 Staffordshire Moorlamds 94,341 57,624 

North Dorset 62,000 60,871 Stevenage  78,114 2,606 

North East Derbyshire 99,100 27,605 Stratford-on-Avon 114,700 97,740 

North Hertfordshire 117,000 37,537 Stroud 108,954 45,318 

North Kesteven 90,411 92,297 Suffolk Coastal 121,200 88,938 

North Norfolk 100,200 96,614 Surrey Heath 86,000 9,453 

North Shropshire 54,600 67,955 Swale 118,400 37,387 

North Warwickshire 61,700 28,418 Tamworth 76,450 3,095 

North West Leicestershire 85,000 27,933 Tandridge  80,000 24,987 

North Wiltshire 123,108 76,588 Taunton Deane 99,800 46,242 

Northampton 196,000 8,066 Teesdale  24,992 84,200 

Norwich City 123,500 3,907 Teignbridge  116,500 67,600 

Nuneaton and Bedworth 118,000 7,927 Tendring 134,465 33,654 

Oadby and Wigston 53,200 2,372 Test Valley 108,560 63,751 

Oswestry 34,400 25,619 Tewkesbury 77,300 41,472 

Oxford City 141,600 4,560 Thanet 126,557 10,322 

Pendle  83,817 16,952 Three Rivers 89,000 8,733 

Penwith 59,300 30,322 Tonbridge and Malling 106,900 24,013 

Preston 135,371 14,239 Torridge  55,440 98,492 

Puebeck 46,400 40,553 Tunbridge Wells 101,900 33,055 

Redditch 77,023 5,434 Tynedale  58,889 222,096 

Reigate and Banstead 120,300 12,914 Uttlesford 69,261 64,158 

Restormel 90,481 45,160 Vale Royal 117,800 38,023 

Ribble Valley 54,244 58,444 Valeof White Horse  116,500 58,099 

Richmondshire 49,300 131,718 Wansbeck 61,900 6,891 

Rochford 78,273 16,898 Warwick 124,500 28,253 

Rossendale  64,555 13,811 Watford 80,405 2,144 

Rother 91,350 126,158 Waveney 109,230 37,060 

Rugby 87,500 35,592 Waverley 115,953 34,543 

Runnymede  76,629 7,800 Wealden 139,950 83,659 

Rushcliffe  106,600 41,040 Wear Valley 62,746 50,507 

Rushmoor 88,100 3,900 Wellingborough 68,000 16,315 

Ryedale  49,093 150,966 Welwyn Hatfield 95,000 12,765 

Salisbury 111,476 100,496 West Devon 46,925 115,973 

Scarborough  108,155 81,678 West Dorset 91,330 108,281 

Sedgefield 90,553 21,700 West Lancashire 110,000 34,688 

Sedgemoor 100,000 56,775 West Lindsey 77,560 115,357 

Selby 71,400 60,190 West Oxfordshire 92,900 71,494 

Sevenoaks 109,000 36,843 West Somerset 32,228 72,720 

Shepway 99,265 35,691 West Wiltshire 110,000 51,734 

Shrewsbury and Atcham 97,371 60,220 Weymouth and Portland 63,010 4,175 

South Bedfordshire 111,255 21,282 Winchester City 110,109 65,934 

South Bucks 63,104 14,157 Woking 93,511 6,359 

South Cambridgeshire 128,300 90,352 Worcestrer City 95,500 3,327 

South Derbyshire 77,800 33,000 Worthing 99,565 3,244 

South Hams 80,249 88,661 Wychavon 109,900 66,612 

South Holland 74,095 74,237 Wycombe 164,100 32,458 

South Kesteven 121,800 94,310 Wyre 105,010 28,332 

South Lakeland 103,210 154,947 Wyre Forest 96,500 19,571 



 30

第２節 地方自治体の種別構成 

  

１ 現在の地方自治体の種別構成 

英国の2002 年現在の地方自治体の種別構成は以下の図表２－２－１の通りである。 

 

【図表２－２－１  英国の地方自治体の種別構成（2002年）】 

地　　　域 種　　別 自治体数

大都市圏ディストリクト（Metropolitan District Council） 36
ユニタリー（Unitary Council） 46

ロンドン区（London Borough Council） 32
イングランド(England) シティ（City of London Corporation） 1

グレーター・ロンドン・オーソリティ（Greater London Authority） 1
カウンティ（County Council） 34

ディストリクト（District Council） 238
ウェールズ(Wales) ユニタリー（Welsh Unitary Council） 22

スコットランド(Scotland) ユニタリー（Scottish Unitary Council） 32
北アイルランド(Northern Ireland) ディストリクト（Northern Ireland District Council） 26

シリー島（Isles of Scilly） ユニタリー（Unitary Council） 1
合  計 469  

 

２ グレーター・ロンドン・オーソリティ（GLA） 

前述したように、ブレア労働党政権により 2000 年７月にロンドンの広域行政を所管するグレー

ター・ロンドン・オーソリティ（Greater London Authority、以下「GLA」とする）が創設された。以下、

その概要を紹介する。 

 

（１）設立までの経緯 

GLA 設立までの経緯は以下の図表２－２－２のとおりである。 

 

【図表２－２－２ GLA設立経緯概要】 

年月日 主な出来事 

1998年５月７日 GLA創設に係る住民投票の実施（賛成72％で承認） 

1998年 12 月３日 GLA法案国会提出 

1999年 11月 11日 「2000年GLA法（Greater London Authority Act 2000）」成立 

2000年５月４日 
市長及び議会議員選挙（投票率：市長選34％、議会議員選挙31％）、ケ

ン・リビングストン氏が市長に当選 

2000年７月３日 GLA発足 

 

 （２）GLAの構成及び役割 

GLA（以下、「広義のGLA」とする）の所管業務は、公選のロンドン市長(Mayor of London)と25

人の議員からなるロンドン議会（London Assembly）、双方を補佐する事務局、さらには市長を補

佐する市長室(Mayor’s Office)及びロンドン議会を補佐する議会事務局で構成された組織（約

400名の職員で構成。以下、「狭義のGLA」と呼ぶ）と、４つの実務機関（functional bodies）、すな

わち、首都警察局（Metropolitan Police Authority）、ロンドン消防・緊急時計画局（London Fire 
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and Emergency Planning Authority）、ロンドン交通局（Transport for London）及びロンドン開発公

社（London Development Agency）から構成されている。その所管業務は、ロンドン全域にわたる

ア．公共交通、イ．地域計画、ウ．経済開発及び都市開発、エ．環境保全、オ．警察、カ．消防及

び緊急計画、キ．文化、メディア及びスポーツ、ク．保健衛生などの分野でのロンドン全域に係る

企画・調整を行うことである。なお、住民への行政サービスは従来通り、ロンドンの基礎自治体で

ある32のロンドン区とシティが行う。 

 

【図表２－２－３ GLAの構成】 

〈広義のGLA〉

〈狭義のGLA〉

首都警察局
ロンドン消防・

緊急時計画局
ロンドン交通局

事務局

事務局長の指揮・監督

議会事務局

開発公社

市長室

市長 ロンドン議会

ロンドン

 

 

（３）市長の権限 

市長は同自治体の意思決定及び執行の両方の機関を兼ねており、主な権限は、ア．重点的・

総合的な計画の策定、イ．予算案の策定及び提案、ウ．策定した計画を実施するための調整、

エ．実務機関の管轄、オ．実務機関の幹部の任命、カ．ロンドンの代表としての行動等である。 

更に市長は、議会の中から副市長（Deputy Mayor）を任命する必要がある。この副市長は、市

長を補佐し、市長が不在の場合その職務を代行する。又、市長を欠く場合には選挙実施までそ

の職務に就く。 

この他、市長は長期の戦略の策定や政策決定を補助するアドバイザリー・キャビネット

（Mayor’s Advisory Cabinet）をその裁量により組織することができ、その構成員も独自に任命す

ることができる。 

なお、市長は４年に１回の直接選挙で選出されるが、2000 年５月の選挙では、補足投票制度

（Supplementary Vote System）という新たな投票制度が導入された。この制度は、有権者は第一

候補者と第二候補者に投票し、第一候補得票数が 50％を超える候補者があれば当選が確定さ

れるが、そうでない場合は上位二者に、それ以外の候補者への投票で第二候補として投じられ

た票を加算するというものである。 

 

（４）ロンドン議会の権限 

一方、ロンドン議会の主な権限は、ア．市長の政策立案の補佐及び実施状況の検証、イ．予



 32

算案の修正及び承認、ウ．ロンドンの主要課題の調査・検討、エ．狭義の GLA の職員の任用33、

オ．実務機関の理事への就任等である。現在、ロンドン議会は 25 名の議員で構成されており、

選挙は市長選挙と同時に４年ごとに実施される。 

なお最初の選挙となった2000年５月の選挙では追加型議員制（Additional Member System :  

AMS）と呼ばれる投票方式が採用された。その結果、現在、同議会は小選挙区制（各選挙区が２

～３のロンドン区から構成されている）によって選出された 14 名の議員（以下｢小選挙区議員｣と

する）と追加型議会議員（additional Assembly Member）11 名とで構成されている。この方式では、

まず追加型議会議員への全体投票数に対する各党の得票率に応じて 25 議席を割り振った後、

その議席数から政党ごとの小選挙区議員数を控除し、残りの議席について各党が作成した選挙

人名簿の順位に従って追加型議会議員が選出される。 

また、この選挙においては、小規模で、極端に偏った思想を有する政党を排除するため、議

席を獲得するには政党に対する得票率が全体投票の５％を超過することという特別な規定が設

けられている。 

 

【図表２－２－４ ロンドン議会選挙区図】34 

 
 

（５）予算 

予算は、市長により議会にその案が提出され、ロンドン議会は毎年２月末までに予算案を審議

し、公開の場において採決を行う。また、ロンドン議会は予算案に対し、2/3 の賛成をもって修正

を加えることができる。 

この予算には、狭義の GLA 予算だけではなく、４つの実務機関の予算も含まれており、広義

の 2001 年度 GLA 予算は総額37 億ポンド超で、その内訳は首都警察局が約22 億5,800 万ポ

ンド（61％）、ロンドン交通局が約７億 8,100 万ポンド（21％）、ロンドン消防・緊急時計画局が約３

                                                 
33 市長と議会の代表で構成される任用委員会（appointments committee）で実施される。 
34 http://www.london.gov.uk/assembly/constituencies.htmより抜粋。 
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億 5,100 万ポンド（９％）、ロンドン開発公社が約３億 800 万ポンド（８％）、狭義のGLA 分が約

3,600 万ポンド（１％）となっている。 

また、その財源は大部分が中央政府からの補助金となっており、地方税であるカウンシル・タッ

クスはそのごく一部のみをまかなっているにすぎない。2001 年度の広義の GLA の収入内訳（ロ

ンドン地下鉄（London Underground）分を含む）は、総額59億6,600万ポンドである。その内訳は、

政府からの補助金が約 35 億 1,600 万ポンド（59％）、地方税が約４億 100 万ポンド（７％）、料金

収入が約 16 億 5,600 万ポンド（28％）、その他収入が約３億 3,100 万ポンド（６％）、手数料等が

約 6,200万ポンド（１％）である。 

なお、GLA はプリセプト団体（precepting authority）35であり、直接的な税金の徴収を行わない。

GLA は課税徴収命令（precept）を発行し、GLA分の税収は課税団体（billing authority）である基

礎自治体のシティ及びロンドン区の各徴収基金（collection fund）に集められたものから GLA に

分配されている。 

 

【図表２－２－５ GLAの機関別支出内訳（2001年度） 単位：千ポンド】36 

ロンドン警察局, 2,258,312, 61

ロンドン消防・緊急時計画局
351,404, 9%

ＧＬＡ, 36,207, 1

ロンドン交通局, 781,300, 21

ロンドン開発公社, 308,373, 8

 
 

３ パリッシュ 

パリッシュは教会の教区に起源を持つ、半独立的な性格を持つ法律上の地方自治体である。
37その呼称も様々であり、イングランドの主に地方の田園部ではパリッシュ（Parish）、都市部では

タウン・カウンシル（Town Council）、そしてウェールズではコミュニティ・カウンシル（Community 

Council）と通常呼ばれる。法的には、「1894 年地方自治法（Local Government Act 1894）」に基

づき、1897 年に法人格が認められた。 

                                                 
35 第５章第２節２（７）を参照。 
36 http://www.london.gov.uk/mayor/annual_report/pdf/annual_report_01.pdfに基づいて作成。 
37 パリッシュには、教会の教区としての古い伝統を持つものと、「1972年地方自治法」に
よる自治体合併の影響を受け、1988年以降に創設された新しいものに分かれる。 
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現在、イングランド及びウェールズで１万以上のパリッシュ等があるが、都市部には少なく（ロン

ドンにはゼロ38）、主に地方の田園部を中心に存在する。なお、近年その数は増加傾向にあり、都

市部でも増えてきている。39 

またその議員総数は約８万人、職員総数は約３万7,000人である。 

 

（１）概要 

パリッシュ（イングランドに限る）は、「1972 年地方自治法（Local Government Act 1972）」に基

づき、再度法的にその存在が確認されるとともに、以下のような規定が設けられた。 

なおパリッシュには、公選の議会を持つパリッシュ議会（Parish Council）と議会を持たないパリ

ッシュ・ミ－ティング（Parish Meeting）がある。 

 

ア 以下の要件が満たされる場合、パリッシュ議会（Parish Council。選挙は、４年に１回行われ

る）を設置することができる。40 

（ア）有権者数が200人以上存在するパリッシュ 

（イ）有権者が150～200人のパリッシュで、パリッシュ総会により議会の創設が認められた場合 

（ウ）有権者が150人以下のパリッシュで、所属するディストリクトの許可を得た場合 

イ パリッシュは、毎年最低１回は全有権者が参加できるパリッシュ総会（Parish Meeting）を開

催しなければならない。 

ウ パリッシュ議会には、１名の議長と最低４名の議員が必要である（通常、定員は、当該パリッ

シュが所属するディストリクトによって決定される。）。41 

エ パリッシュ議会は年次会議を含めて、最低年４回の会議を開催しなければならない。 

オ パリッシュ・ミ－ティングでは、年に最低２回のパリッシュ総会を開催しなければならない。 

カ パリッシュ総会は委員会を設置することができる。 

                                                 
38 法律に基づき、設立が禁止されている。 
39 都市部でのパリッシュが増えてきた結果、今日のパリッシュは、地方の小規模なものから都市

部の大規模なものまで幅広い構成となっている。そのため、予算規模及びサービス内容、職員

数は千差万別である。 
40 パリッシュ議会の創設については以下の３つの手法がある。 

 ａ 国務大臣からの提案 
 ｂ 当該地域のディストリクトの提案 

 ｃ 住民の発意 

特に、住民の発意については、当該地域の有権者の 250人以上若しくは10％以上の署名が

必要であり、その署名をディストリクトに送付する。これに対して、ディストリクトは内容を検証した

上で、国務大臣に送付し、最終的には国務大臣が決定を行う。 
41 パリッシュ議会の議員はカウンティやディストリクト等の他の階層の自治体議員が兼職すること

が可能である。また、報酬のない名誉職であるが、議長だけは役職手当が支給される。なお、パ

リッシュは、通常、非政治性が原則であり、英国で顕著な政党政治は行われない。 

 この他、議決については出席者の単純多数決であり、定足数は３人若しくは議員数の1/3であ

る。賛否同数の場合は、議長が決定票を投じる。 
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（２）機能 

次にパリッシュの機能についてであるが、次の５つに大きく分けることができる。 

 

ア 行政サービスの提供（遊歩道の整備、街路照明の維持管理、墓地・火葬場の管理、コミュ

ニティホールの提供、公衆浴場・プールの提供、宝くじの運営等。）42 

イ 住民１人あたり3.5ポンドの資金の支出に関する自由裁量43 

ウ ある事項（カウンティによる遊歩道の調査や小学校の校長の任命等）について協議を受け

る権利及びディストリクトから通知及び協議を受ける権利（当該パリッシュに関係のある開発

申請や条例の制定等） 

エ ディストリクトや国の機関等に対して地域の代表となること 

オ 条例の制定（公衆浴場、選択場、運動場、オープンスペース、共同墓地、犬の管理等） 

 

（３）財政 

パリッシュ全体の財政規模は、約 3,700 万ポンドである。その収入のほとんどは税金であり、パ

リッシュ（パリッシュ議会のみ）はプリセプト団体として、直接的な税金の徴収を行わず、課税徴収

命令を発行し、課税団体であるディストリクト等から配分を受けている。 

一方で、1997年よりすべてのパリッシュは監査を受ける義務がある。 

 

以上がパリッシュの基本的な概略だが、「1997 年地方自治・レイト法（Local Government and 

Rating Act 1997）」に基づき、交通（タクシーの特別料金やカーシェアリングに関する計画の策定

等）や治安（CCTV の設置）の分野での権限が拡充されるとともに、パリッシュ設立に関して当該

地域の有権者の 10％以上から請願があった場合、国務大臣がパリッシュ創設を決定することが

できるようになる等、その存在が増しつつある。 

またその一方で、予算が５万ポンド以上のパリッシュのベスト･バリュー制度44の対象化やパリッ

シュ議員に対する地方議員行動規範45の適用等、その説明責任の強化も行われている。 

                                                 
42 但し、一部のサービスについてはカウンティの同意が必要である。 
43 「2002年地方自治法案（Local Government Bill 2002）」では、同金額の５ポンドへの増額が提

案されている。 
44 第８章を参照。 
45 第３章第６節を参照。 
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第３節 地方自治体における事務配分 

現在のイングランドの地方自治体における事務配分は下図のとおりである。 

 

ロンドン
区及び
シティ

事務組
合    *1

GLA
*2
大都市
圏ディス
トリクト

大都市
圏事務
組合

ユニタ
リー
事務組
合
カウン
ティ
ディスト
リクト
事務組
合

教育 ○ ○ ○ ○

社会福祉 ○ ○ ○ ○

計画・開発 ○ ○*3 ○ ○ ○ ○

道路 ○ ○ ○ ○

住宅 ○ ○ ○ ○

建物規制 ○ ○ ○ ○

ゴミ処理 △*4 △*4 ○ ○ ○

ゴミ収集 ○ ○ ○ ○

公共交通 ○*5 ○ ○ ○

図書館 ○ ○ ○ ○

レジャー・レクリエーション ○ ○ ○ ○

環境 ○ ○*6 ○ ○ ○

警察 ○*7 ○ ○ ○

消防 ○*8 ○ △*9 △*9 ○

緊急時計画 ○*8 ○ ○ ○ ○

徴税 ○ ○ ○ ○

選挙人登録 ○ ○ ○ ○

墓地 ○ ○ ○ ○

注 *1　事務組合は、公共交通や消防等の広域行政需要に対応。

    *2　グレーター・ロンドン・オーソリティ(GLA)は、ロンドン全域に係る交通、経済開発、都市計画、環境保全、警察、

　　　　消防及び緊急事態計画、文化振興、保健などの計画や調整のみを担当。

    *3　ロンドン開発局が首都ロンドンの戦略的計画を策定 。 

　　*4　ロンドン区のごみ処理は、ロンドン区が行う場合と、事務組合が行う場合がある。

　　*5　ロンドン交通局。

　　*6　ロンドン全域の行動計画の策定と実施及び検証・評価を行う分野がある（温暖化対策等）。

　　*7　首都警察局。ただしシティではシティ警察(City of London Police)が行う。
　　*8　ロンドン消防緊急事態計画局。
　　*9　ユニタリーの消防は、ユニタリーが行う場合と、事務組合が行う場合がある。

【図表２－３－１　イングランドにおける各地方自治体の役割】
ロンドン 大都市圏 地方圏
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第３章 地方公務員制度 

 

第１節 議員（Councillors） 

英国（イングランド）の地方自治体はその内部組織が大きな変革期にあり、議員の役割や立場

も大きく変わろうとしている。なお、英国全体で約22,000人の地方議会議員がいる。  

 

【図表３－１－１ 地方自治体のタイプ別議員数と女性議員の割合(2002年7月現在)】46 47 

地方自治体の種別 女性議員数男性議員数 欠  員 総  数 女性議員の割合
ロンドン区 571 1,424 4 1,999 28.6%
大都市圏ディストリクト 662 1,810 3 2,475 26.7%
カウンンティ 527 1,707 1 2,235 23.6%
ユニタリー 780 1,682 4 2,466 31.6%
ディストリクト 3,008 7,633 23 10,664 28.2%
イングランド計 5,548 14,256 35 19,839 28.0%

ウェールズ(ユニタリー） 259 1,008 3 1,270 20.4%
スコットランド(ユニタリー） 276 941 3 1,220 22.6%
北アイルランド（ディストリクト) 108 474 0 582 18.6%

総  計 6,191 16,679 41 22,911 27.0%  

 

１ 議員の役割 

従来の委員会型の議会は、議決機関であるのみならず執行機関でもあり、基本的に全議員

が同じ役割を有していた。その役割は大きく次の６つに分けることができる。 

 

（１）有権者の代表－地域及び選挙区の利益を代表すること 

（２）オンブズマン－有権者の苦情や不満を裁定すること 

（３）地域のリーダー－地域に提供される各種サービスを監視すること 

（４）マネージャー－地方自治体の組織運営や行政サービスの提供を監督すること 

（５）政策立案者－地域社会のニーズを反映した政策や計画を作成すること 

（６）政治家－様々な問題を処理、解決するために政治的決断を行うこと 

  

しかし、現在進められている内部組織の改革に伴い、議員は大きく、政策を立案・実行する

（地方自治体の事務局を監督する）執行部局に所属する者と、その政策決定や執行状況を評

価・監視する政策評価委員会に所属する者に分けられることになる。よって、議員は今後上記の

６つの役割をその立場に応じて演じ分けていくことが求められることになる。 

 

２ 議員の任期 

英国の議員の任期は、通常４年である。但し、補欠選挙により議員となった者は、前任の議員

の残りの任期だけを勤める。 

                                                 
46 「Municipal Year Book 2003 Edition」に基づき作成。 
47 なお国会議員に占める女性の数は 118名（男性541名）である。 



 38 

３ 議員報酬 

英国では「議員は名誉職」という観点から基本的に給与は支給されていない（ロンドン議会議

員には給与が支給されている）。但し、以下の手当が現在支給されている（1998年現在でイング

ランドの議員平均で3,669ポンド支給されている）。48 

 

（１）基礎手当（basic allowance） 

「1989年地方自治・住宅法（Local Government Housing Act 1989）」に基づき設けられた手当

で、全ての議員に等しく支払われる。 

 

（２）特別責任手当（special responsibility allowance） 

「1980年地方自治・計画・土地法（Local Government Planning and Land Act 1980）」に基づき

設けられた手当で、議長やリーダー等の特別の責任を有する議員に支給される。 

 

（３）所得損失手当（financial loss allowance） 

「1980年地方自治・計画・土地法（Local Government Planning and Land Act 1980）」に基づき

設けられた手当で、議員活動を行うことにより得られなくなった所得を補償するために支給され

る。但し、実際は殆ど支給されていない。 

 

（４）世話手当（care allowance） 

「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」に基づき定められた手当で、議員活動を

行うことにより、通常ならば当該議員が行うことのできる子供や扶養家族の世話を外部に委託す

る場合にその経費を補填するために支給される。 

 

以上が法律により定められている議員の手当であるが、現在は各地方自治体が別途設けら

れるパネルの意見に基づいてその支払い形態、金額及び支払う対象を決定することができる。 

また議員は議員活動に伴う旅費等の活動経費を請求することができる。 

なお、「2000 年地方自治法」により退職後は一部の議員には年金が支給されることとなったが、

従来あった出席手当（attendance allowance）については基本的に廃止された。但し、国務大臣

は別途、出席手当等に関する規則を定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 「Local Government Chronicle」1999年５月号。 
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【図表３－１－２ 地方自治体議員報酬例（2001年度）】 

ア オックスフォード・シティ・カウンシル（人口141,600人）49 
項 目 ポンド 円（190円換算） 

基礎手当／年 3,127 594,130円 

特別責任手当／年総額 議会リーダー 6,254 1,188,260円 

世話手当（子供） 1時間当たり   ５ 950円 

    
イ グロスターシャー・カウンティ・カウンシル（人口564,000人）50      

項 目 ポンド 円（190円換算） 

基礎手当／年 5,964 1,133,160円 

特別責任手当／年総額 議会リーダー 7,980 1,516,200円 

世話手当（子供など） 上限／日    25 4,750円 

        

４ 議員に関する倫理規定51 

英国の議員は通常、各地方自治体独自の慣習や規範及びそれが成文化された議事規則

（Standing Orders）、更には政府等から出される「全国行動規範（National Code of Conduct）」に

基づいて行動することが求められているが、議員に課せられている法的義務事項は「金銭上の

利益に関する告白（declaration of pecuniary interest）」等の議員倫理に関する規定以外ほとんど

存在しない。 

 

（１）「金銭上の利益に関する告白」 

「金銭上の利益に関する告白」とは、「1972 年地方自治法（Local Government Act 1972）」及

び「1973年スコットランド地方自治法(Local Government Act 1973 (Scotland))」によって定められ

た項目で、議員が自分の出席している議会若しくは委員会で審議されている契約や他の事項

について直接あるいは間接的に金銭上の利益関係を有すると判断される場合に、以下の項目

を議員に課すことである。なお、金銭上の利益関係には当該議員だけでなく、当該議員の配偶

者（同居している場合や当該議員がその利益関係を知っている場合に限る）や雇用主、ビジネ

スパートナー、当該議員がある一定水準以上（発行株式総額の１％以上若しくは額面が 5,000

ポンド以上）の株式を保有している会社も対象となる。 

 

ア 議会若しくは委員会開会後、できるだけ早く、自分が審議事項と利益関係にあることを告

白する（但し、利益関係が当該議員若しくはその配偶者が自治体との契約関係にある企業

のメンバーや従業員であるという事実や当該議員が自治体の公営住宅の借家人であるとい

うことから発生する場合、その事実を書面で伝えればよい。）。 

イ 当該審議事項については発言及び投票は禁止される。 

                                                 
49 http://www.oxford.gov.uk/に基づいて作成。 
50 http://www.gloscc.gov.uk/に基づいて作成。 
51 なお、「2000年地方自治法」の基づく新たな倫理規定に関しては、第３章第６節を参照。 
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ウ 通常、当該審議事項に関する審議が始まる場合、議事規則に従って退席する。 

 

「金銭上の利益に関する告白」を行わなかった議員は処罰の対象となる。但し、国務大臣はそ

の権限により当該議員の発言及び状況によっては投票を認めることができる。また「2000年地方

自治法（Local Government Act 2000）」により新たに設置される基準委員会（standards 

committee）が国務大臣の定めるところに従い、当該議員の発言及び状況によっては投票を認

めることができるようになっている。52 

この他、「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」に基づき、議

員は告白すべき金銭上の利益について登録を行うことが義務付けられた。登録された事項につ

いて住民は閲覧することができる。議員がその職に就いてから４週間以内に登録しない場合や

変更事由が生じてから４週間以内に変更しない場合、処罰の対象となる。また、議員は告白す

べきと定められていない金銭上の利益についても任意で登録できるが、その内容は公開されな

い。なお、登録の管理事務は監督官（Monitoring Officer）が担当する。 

 

第２節 首長（Mayors）53 

英国では、従来日本の知事・市町村長のような独立した行政機関の長は存在せず、対外的に

は議長が地方自治体を代表していたが、政治的実権は多数党のリーダーが掌握していた。 

しかし、2000年７月３日に発足したGLA(Greater London Authority)において初の公選首長が

選ばれたのを皮切りに、現在進行中の内部構造改革に伴い、2002年５月には７人の首長が、更

に同年 10 月末に４人が誕生している。これらの首長の任期は４年で、給与が支給されている。

なお、従来の議会議長も一部の地域では「Mayor」と呼ばれていたため、その呼称のあり方につ

いて現在議論が行われている。 

 

第３節 事務職員（Officers） 

首長若しくはリーダーと内閣が決定する地方自治体の政策をその監督の下に具体的に実行

する事務局のスタッフが事務総長（Chief Executive）を筆頭とする事務職員である。2001 年現在

イングランド全体で約200万人の事務職員がおり、その内女性職員が７割強を占めている。但し、

女性職員の約半分はパートタイマーであり、その職種も社会福祉や教育に偏っている。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」による新たな倫理規定に関しては、第３
章第６節を参照。 
53 首長の役割については第１章第１節を参照。 
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【図表３－３－１ イングランドにおける地域別男女別の地方公務員数(2001年６月現在)】54 

地域名 計
(人) （％） (人) （％） (人) （％） (人) （％） (人)

North East 44,431 31.3% 54,911 38.7% 36,447 25.7% 6,100 4.3% 141,889
North West 88,745 30.8% 118,726 41.2% 65,971 22.9% 14,589 5.1% 288,031
Yorkshire & Humber 65,447 26.5% 115,621 46.8% 53,089 21.5% 12,821 5.2% 246,978
East Midlands 51,385 28.5% 80,862 44.9% 37,122 20.6% 10,619 5.9% 179,988
West Midlands 72,748 31.1% 102,412 43.8% 45,585 19.5% 13,334 5.7% 234,079
East 40,913 26.9% 74,825 49.3% 26,606 17.5% 9,497 6.3% 151,841
South East 97,361 29.4% 155,370 46.9% 59,465 17.9% 19,153 5.1% 331,349
South West 49,073 26.4% 88,429 47.6% 36,148 19.5% 12,147 6.5% 185,797
London 86,335 35.4% 86,144 35.3% 57,979 23.8% 13,307 5.5% 243,765
England 計 596,438 29.8% 877,300 43.8% 418,412 20.9% 111,567 5.6% 2,003,717

女　　性 男　　性
フルタイム パートタイム フルタイム パートタイム

 

１ 法定職 

事務職員の採用については、各地方自治体がその数や職種等を決定する権限を有している

が、社会福祉部長（Director of Social Services）等のいくつかの職種については各種法律で設置

することが定められている。また、次の３つのポストについては、事務職員のうちから指名するこ

とが法律で求められている。 

 

（１）行政サービス長（Head of Paid Service） 

「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」に基づき設置された

ポストで、通常事務総長がその職にあたる。その役割としては、地方自治体全体の事務の調整

やスタッフなどの組織面について議会に助言することである。 

  

（２）財務部長（Chief Financial Officer） 

「1972年地方自治法（Local Government Act 1972）」に基づき設置されたポストで、通常は財

務部長の職にある者が任命されるが、事務総長が兼務している地方自治体もある。その役割は、

当該自治体の財政に関する事項についての適正な管理であり、会計報告の責任者でもある。

更に「1988年地方財政法（Local Government Finance Act 1988）」により、財務部長は不法な支

出や行為に繋がる意思決定について議員等に対して助言若しくは警告を行う義務がある。この

助言等はレポートを全議員及び外部監査官に提出する形で行われ、21日間当該意思決定はモ

ラトリアムされる。なお、財務部長は会計士の資格を有しなければならない。 

 

（３）監督官（Monitoring Officer） 

「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」に基づき設置された

ポストで、地方自治体内で不法行為や不適切な行為、さらには失政が行われないように注意を

払うことがその役割である。不法行為などと思われるような事項を発見した場合は、監督官は事

務総長や財務部長と協議の上、本会議にその旨をレポートで提出しなければならず、本会議も

                                                 
54 「Local Government Employment Digest No.2000」に基づき作成。 
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それに対して３週間以内に対応を決めなければならない。なおこの期間内は、当該行為につい

てはモラトリアムされる。 

通常、監督官には地方自治体の法務部長（chief legal officer）が指名される。また、事務総長

及び財務部長がこの職に指名されることはない。 

 

２ 事務総長（Chief Executive） 

事務総長は行政各部の事務組織の長であり、約 90％の地方自治体で設置されている。通常

行政サービス長に指名されるが、その役割には、（１）事務局の統括、（２）地方自治体全般に関

わる総合的判断や調整、（３）政策や組織についての議会への助言等がある。事務総長につい

ては特別に求められる資格はないが、法律家や会計士出身者が多い。 

 

３ 採用・異動・昇進・任命 

英国の地方公務員制度もその民間的手法の採用に伴い徐々に変化を見せつつあるが、一

般的な採用・昇進の実態等は以下のとおりである。 

 

（１）採用 

英国では、日本のような定期的な採用や異動を行っておらず、内部での異動や転出により定

員に欠員が生じた場合にのみ、募集が速やかに行われる。方法としては、新聞や地方自治体

関係の専門誌への求人広告掲載や職業紹介所を通した、内外への公募形式を採用している

（なお、最近では、当該地方自治体のウェブサイトでも職員募集を行っている。）。公募時には、

その職務が必要としている技術や資格、経験が明記されており、第一に、応募者はその要件を

満たすことが求められる。そして書類審査の後、面接方式により採用者が決定される。通常、幹

部職員は全国規模で、その他の職員については地域内で募集が行われる。 

また、上級幹部職員等を除き、通常の事務職員については、各部局レベルで採用を行う。そ

のため、各部局に人事担当が置かれ、人事の第一義的な責任を負っている。また、これとは別

に、地方自治体全体としての統一的人事施策方針の作成や各部局へのアドバイスを行う人事調

整組織（日本での人事課に相当）も設けられている。従って、面接官は幹部職員の場合は議員

が、その他の職員の場合はその職務上の上司及び部局人事担当者が通常行う。 

 

（２）異動・昇進 

異動については各事務職員の性質上、専門性が高いことから、部局を越えての異動はまれ

である。また、昇進については、基本的にはない。 

 

（３）議員の関与の禁止 

応募者が当該地方自治体の議員あるいは部長相当職務以上の者と特別な関係がある場合

は、申し込み時点でその旨を知らせる必要がある。故意にその旨を隠した場合は、応募者とし

て失格となる（採用後は解雇事由となる。）。また、採用に当たって議員に間接直接を問わず接

触した場合も失格となる。 
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一方議員も、採用や昇進に関し、提供された資料に基づき意見を述べる場合を除いては、特

定の者の採用要求や昇進推薦を行うことは禁止されている。 

 

（４）任命 

募集や異動後に行われる職員の任命については、以下の２つの方法で行われる。 

 

ア 上級幹部職員等（事務総長、各部の部長等の政治的行為制限職に当たる者） 

所管する１つまたは複数の委員会の推薦に基づき議会により任命される。 

イ その他の職員 

議会の定める規則に従い、通常各部局長により任命される。 

  

４ 雇用条件 

英国には、日本の地方公務員法のような公法上の特別雇用関係を定めた法律はなく、各地

方公務員は、民間と同様、私人間の雇用契約のもと、業務に従事している。 

しかし、現実には、次の３つの方法により、地方公務員の雇用条件は決まっている。 

 

（１）自主的集団協定（Voluntary Collective Bargaining） 

雇用主としての地方自治体当局側委員と被雇用者として労働者側代表（全地方公務員の約

60％が組合に加盟）で構成する組織を作り、そこでの議論により決められた全国レベルでの協

定を基準にして、各地方自治体での雇用条件を決定する方式を自主的集団協定方式という。地

方自治体の大半が、同方式を採用している。 

ここで作られる組織は、通常、全国合同協議会（National Joint Councils: NJCs）と呼ばれ、職

種により 18 の協議会又は委員会がある。具体的には、事務総長には「事務総長合同交渉委員

会（Joint Negotiating Committees for Chief Executives）」、消防隊員には「消防隊員全国合同協

議会（National Joint Council for Local Authorities’ Fire Brigades）」、そして通常の行政職・専門

職・技術職さらには単純労務職を対象にした「地方公務員全国合同協議会（National Joint 

Council for Local Government Services）などがある。 

各協議会では、毎年、雇用条件について交渉が行われ、その結果まとまった協定を各ペー

パーの形で公表している（地方公務員全国合同協議会の場合、「the Green Book」と呼ばれる。

対象者は約130万人、給与総額は約129億ポンド。）。この協定には、給与や勤務時間、その他

の雇用条件に加え、各地方レベルで協定が締結できない場合の手続方法についても明示され

る。 

この全国レベルにおける協定を最低限の雇用条件と位置づけ、各地方自治体では、それぞ

れの地理的、経済的実情を加味した上で、各々の勤務条件を職種ごとに定めている。その際に

は、各地域レベルでも合同協議委員会（Joint Consultative Committees）の場で労使交渉を行っ

ている。なお、1999年４月から週37時間労働となっている。 
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（２）レビュー・ボディ（Review Body） 

政府により設置された団体が、所管大臣の指示に従って、雇用者側と被雇用者側の双方の代

表から意見を聴取し、その内容を踏まえ、所管大臣に対象となっている職種の雇用条件につい

て勧告する方式をレビュー・ボディ方式という。この方式の対象となっている職種には、教員や

軍隊、裁判官、医者、看護婦等がある。ここで、直接地方自治体に関係があるのは、教員レビュ

ー・ボディ（School Teachers’ Review Body）であり、全国で約39万人の教員が対象となっている。

同団体のメンバーは首相によって選任されるが、同団体からの答申に対し、所管大臣は、拘束

されることはない。 

 

（３）法定団体(Statutory Body) 

上記２つの方式の他に、警察職員を対象にした法定団体方式がある。「1996年警察法（Police 

Act 1996）」に基づき、警察交渉委員会（Police Negotiating Board）が設置されており、その委員

長は、首相が任命することとなっている。同委員会では約 14 万 8,000 人の警察職員を対象に、

勤務時間や休暇、給与、年金、各種手当などが話し合われ、その結果、合意された協定は、内

務大臣に答申される。さらに、効力を発するためには、議会の承認を必要とする。 

 

（４）労働三権 

基本的に地方公務員を含むすべての労働者に団体権、団体交渉権、団体行動権の労働三

権が認められている。但し、国家公務員、国会職員、警察官及び国防軍兵士については、通常

の労働者に関する法律が適用されず、各個別に規定されている。警察官に限れば、その労働

条件は上述の警察交渉委員会（Police Negotiating Board）の場で決定される。なお、ある一定の

幹部職員以上の職員団体として警察幹部職員連合会（Association of Chief Police Officers）や警

察組織の連合体としての警察連合会（Association of Police authorities）が警察官の労働条件の

改善について大きな役割を果たしている。 

なお、労働組合は登録組合と自主的労働組合に分けられ、その権利は大きく異なる。また、

英国では従来、クローズド・ショップ（Closed Shop）と言い、労働者は組合員である必要があった

が、「1992年労働組合労働関係法（Trade Union and Labour Relation (Consolidation) Act 1992）」

により、この制度は完全に廃止されている。 

 

５ 給与構造 

上記の全国レベルの協定により、賃金の基本額や各役職に対する給与の上下限（給与バン

ド）の変更、各種手当等の変更が決定される。しかし、これは基本原則であり、自治体は一部の

職種については以下のような方法も採用できる。 

 

（１）ある職種用の給与バンドを他の職種にも適用する。 

（２）全国レベルでの協定賃金に労働市場動向に沿った付加を行う。 

（３）各地域の労働市場で雇用条件が大きく変わった場合は、特別給付金や各職種の階級付

けを変更することができる。 
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（４）ある職種に対して当該地方自治体が個別に定める給与を支払うか、全国レベルでの給与

バンドと相関関係にある自治体独自の給与バンドを作成し、その中で昇給を実施するか

を選択できる。 

（５）給与バンドの大きさや昇給要因についても独自に決定できる。 

  

なおフルタイマーとパートタイマー間の給与については、同じ職務内容である限り、時間単価

について格差は存在しない。 

 

６ 雇用条件の最近の動向 

 

 （１）要因 

英国の地方公務員制度も現在大きな変容過程の中にあるが、その主な要因として次の２つが

考えられる。 

 

ア 財政難 

1970 年代のイギリス病とも呼ばれた長期の経済停滞により、地方自治体の財政状況も危機的

状況に陥った。そのような状況に対し、当時新しく政権の座に着いたサッチャー保守党政権は、

地方自治体への財政統制を強め、その結果、地方自治体も当時の支出の５割以上を占めてい

た人件費の削減を行う必要に迫られた。その結果、人員削減や給与水準の抑制などが行われ

るとともに、根本的な人事管理手法の変革も行われた。 

 

イ 新公共管理（New Public Management）と強制競争入札（CCT) 

新公共管理とは、石油危機後の世界的不況を契機に起こった「福祉国家の危機」と呼ばれる

政府の財政難や行政不信に対処するために考え出された行政管理手法で、行政の場に効率

性の追求に代表される民間の管理手法を導入しようとする考えである。 

英国では、３Ｅ（効率性（Efficiency）, 経済性（Economy）, 効果性（Effectiveness））、コスト

（Cost）、金銭的効率性（Value for Money）、質（Quality）、 競争（Competitiveness）、説明責任

（Accountability）等の概念を行政の場に導入した。その結果、民間に任せられるものは民間に

任せ、行政の範囲内に残った業務についても民間と同様の高い業績を達成するように改革が

徹底された。こうした中で、人事管理手法の見直しも行われた。 

特に地方自治体に大きなインパクトとなったのが、強制競争入札(Compulsory 

Competitiveness Tendering、以下「CCT」とする)55である。CCT とは、従来からの地方自治体サ

ービスのうち、中央政府によって法律等で規定された特定のサービスの提供を民間との競争入

札にかけ、その入札に負ければ地方自治体の当該サービス提供部門は、当該サービスの提供

から撤退するというものである。この制度は、「1980 年地方自治・計画・土地法（Local 

Government, Planning and Land Act 1980）」で道路や下水道の建設及び維持管理等を対象に

                                                 
55 第８章第１節を参照。 
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初めて導入された後、「1988年地方自治法（Local Government Act 1988）」でゴミ収集や道路清

掃などに対象が拡大されるとともに、不履行への新しい制裁措置が盛り込まれ、本格的に実施

されるようになった。更に、その後、「1992 年地方自治法(Local Government Act 1992)」で対象

が専門的、技術的部門にまで大幅に拡大され、法務、財務、人事管理部門（研修や保険衛生、

安全管理）等も対象となった。 

この CCT 実施の最も大きな影響を受けたのが、直営現業部門（Direct Labour/Service 

Organisation ： DLO/DSO）であり、同部門は入札に勝つために、効率性を追求し、人件費をは

じめとするコストを削減する等、従来以上の自立的運営が求められた。その結果、財務や人事な

どの権限が委譲されるようになり、この傾向は他の非現業部門にも拡大した。 

もう一つCCTが与えた影響は、地方自治体の役割についての考えを大きく変えたことである。

すなわち、地方自治体の役割を従来のサービス提供者からサービスの総合調整者へと大きく変

化させたのである。この認識の変化は、地方公務員の職種構成や雇用条件にも大きな変化をも

たらした。 

 

 （２）動向 

以上のような要因が複合的に重なり、人事管理施策に以下のような変化をもたらしている。 

 

ア 雇用条件の独自化 

上述したように、地方公務員の大半の雇用条件は、自主的集団協定と呼ばれる全国レベルの

協定に基づき、各地方自治体レベルで決定されてきたが、一部の自治体では同協定から離れ、

独自に雇用条件を決定している。具体的には、コンサルタント会社の助言を参考に雇用条件を

決定する自治体や複数の自治体間で共有する給与関係のデータをもとに雇用条件を決定する

自治体もある。 

また、一部の地方自治体では、自治体レベルより更にミクロレベルの個人別に雇用条件を決

定しているところもある。 

 

イ 職種間での雇用条件の格差の拡大 

CCT などの新公共管理政策の結果、直営現業部門では経費節減のため、人員削減や雇用

条件が厳しく見直され、当該部門の職員の雇用条件は著しく低下している。その一方で、専門

性の強い非現業職員や幹部職員の雇用条件は、その需給バランスの関係から、かなり改善され

ている。その結果、職種間での雇用条件格差は拡大している。 

 

ウ 業績給の導入 

メージャー保守党政権が1991年に公表した「市民憲章（Citizen’s Charter）」で業績給の導入

推進が大きく謳われたが、現時点で地方公務員についてはあまり導入が進んでいない。導入し

ている地方自治体でも、全職員を対象にしているわけではなく、一般的に現業職員よりも非現業

職員、その中でも上級幹部職員に限定して実施している地方自治体が多い。なお、業績評価制

度については、多くの地方自治体で導入されつつある。 
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第４節 議員と事務職員 

 

１ 議員と事務職員との関係 

事務職員の多くは、議員との直接の接触など政治的行為に日常的に関わりを持つことは稀で

あるが、事務総長等の上級幹部職員は公式・非公式に様々な形で政治的意思決定過程に参加

している。しかし、全国的な議員と事務職員の関係に関する規定は存在せず、政府は各地方自

治体でその慣習や現状を考慮した上で独自の議員と事務職員の関係に関する取り決めを作成

することを勧めている。 

 

２ 事務職員の政治的中立性 

地方自治体においては、最終的に政権を担当することとなる多数党の意見や立場に関わりな

く、政治的に偏りのない一定の政策及び行政サービスが維持・確保される必要があり、その限り

で職員の中立性が問われる。そこで以下のことが法律により定められている。 

 

（１）政治的行為の制限 

地方公務員は「1989 年地方自治・住宅法」により自らが所属する地方自治体の議員となること

は出来ない。 

 

（２）政治的行為の制限の対象となる地方公務員の政治的行為の制限 

「1989 年地方自治・住宅法」により政治的行為の制限の対象となる地方公務員は、他の地方

自治体の議員となることも出来ない。また政党の職員となること、選挙活動を行うこと、当該職員

の公的立場以外で政治的問題について公に発言することも禁止されている。加えて国会議員と

なること、欧州議会議員となること、またその選挙に立候補することも禁止されている。但し、政

党に所属することはできる。なお、政治的行為の制限の対象となる地方公務員とは以下のいず

れかの条件を満たす者とされる。 

  

ア 行政サービス長 

イ 法律に基づいて設置されている管理職(chief officer) 

ウ 法定外の管理職 

エ 準管理職（deputy chief officer） 

オ 監督官 

カ 年間給与が地方公務員の標準給与表（spiral column point）の44号（2001年で29,847ポ

ンド）以上の給与を受けている者 

キ 地方議員に対して定期的に事実情報以外の政治的助言を行う立場にある者 

ク マスコミと定期的に接触する機会を有する者（広報職員（Press Officer）など） 

 

（３）政務補助員（Political Assistant） 

議員に対する政治的アドバイス等の支援を行うと同時に政治からの一定距離を保つために、
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「1989 年地方自治・住宅法」に基づき政務補助員を事務局に設置することができる。しかし採用

数（１自治体につき３人まで）や契約期間、給与等について国務大臣の定める制限があり、採用

はあまり進んでいない。 

 

（４）議会による事務局職員の解雇 

議会は違法行為等を行った事務局職員について解雇することができるが、その場合、事務総

長若しくは各部局長により提出される報告書を必ず考慮しなければならない。 

また、事務総長については「1989 年地方自治・住宅法」により、議会は解雇を行う場合、独立

した評価人を任命し、その者の同意を得なければならない。また、「2000 年地方自治法（Local 

Government Act 2000）」により財務部長もその対象とされている。 

 

第５節 地方オンブズマン（Local Ombusman） 

地方オンブズマンとは、「1974年地方自治法（Local Government Act 1974）」に基づきイング

ランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルランドに各 1 つ設置された機関で、正式には地

方自治評議員（The Commissioners for Local Administration）という。 

なおこの機関の経費については、人口数に応じて各地方自治体が負担している。 

 

１ 調査対象事項 

同機関は、住民等の訴えに基づき、地方自治体の失政（maladministration）56について調査し、

その結果を報告書にまとめるのがその役割であるが、その調査対象は行政の運営に係る決定

事項であり、以下のような事項についての決定は除外される。57 

 

（１）商業的取引行為（土地や建物の売却・買収は除く） 

（２）人事管理に関すること 

（３）一部の教育関連事項（学校の内部組織事項等） 

（４）犯罪の防止や調査に関する事項 

（５）提訴人が他の機関に訴えを起こしている事項若しくは訴える権利のある事項 

（６）大多数の住民に影響を及ぼす事項（地方税率の問題等） 

（７）当該失政行為から12ヶ月以上が経っている行為 

 

２ 調査の枠組み 

まず提訴人は当該地方自治体に対して問題行為の訴えを提起しなければならず、ある一定

の期間を置いても当該自治体より何らかの満足行く回答や対応が得られない場合、提訴人は地

                                                 
56 「失政」には明確な法的定義は無く、利益や能力に基づいていない決定及び行為等の行政

上の欠陥全般を指す。具体的には、偏見や不平等な差別意識に基づく行政行為や手続き方法
の逸脱、誤った情報の提供、約束事項の破棄等がある。 
57 なお調査の対象から政策決定に係る事項は除かれる。 



 49 

方オンブズマンに訴えることができる。 

これを受けて、地方オンブズマンは調査の必要性を検討した上で、必要と判断した場合には

調査官を派遣する。調査官は提訴人や当該地方自治体の関係者から事情を聴取するとともに

関係資料を調査し、報告書を作成、提訴人や適切な議員、当該自治体に提出する。58また、一

般の閲覧にも当該自治体により供される。 

なお当該失政行為があったと認められる場合、地方オンブズマンは地方自治体に対し採るべ

き対応策について勧告を行うことができる。これに対し、地方自治体はその報告書や勧告を考

慮した上で今後の対応策を３ヶ月以内に地方オンブズマンに伝えなければならない。59なお地

方自治体の回答に不満足な場合、地方オンブズマンは第２回目の報告書を提出することができ、

これに対し地方自治体は本会議がその対応を決定しなければならない。更にその回答に不満

足な場合、地方オンブズマンは声明書を地方紙に掲載する。 

このように当該機関には幅広い調査権限があるものの、地方自治体への強制力が無いのが

実情である。 

  

第６節 「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」による新たな倫理規定 

「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」は議員の倫理規定に関して新たに以下

の点を定めている。 

 

１ 地方議員行動規範の作成 

国務大臣は関係機関との協議の上であらかじめ政令で定めた地方議員の行動原則60に基づ

き、「全国議員行動規範モデル（national model codes of conduct）」を定めなければならない。な

おこの行動規範モデルには義務的事項が含まれることもある。 

これを受け各地方自治体（パリッシュを含む）は、この規範モデルの内容を反映するように地

方議員の行動の諸原則を定める「地方議員行動規範（The Code of Councillors for Conduct）」を

モデル施行後６ヶ月以内（2002年５月５日まで）に作成若しくは修正し、公表しなければならない。

なお、この行動規範に含まれる主な項目は次のとおりである。 

 

（１）議員は平等を促進し、他の議員に対して尊敬の念を持って対応しなければならない。ま

た、当該自治体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

（２）議員は個人的利益や議員としてその権限の範囲内で受け取った贈答品やもてなしにつ

いて記録しなければならない。 

（３）議員は議会活動に従事する前に、個人的利益に係る宣言を行わなければならない。 

（４）議員の個人的利益との衝突を理由に当該議員が従事すべきでない議会活動について定

めなければならない。 

                                                 
58 調査決定開始から14日以内に地方オンブズマンは何らかの声明を出さなければならない。 
59 地方自治体は同勧告を無視することもできるが、その場合は本会議での決定が必要である。 
60 政令（Statutory Order）2001年1401号。 



 50 

また作成された「地方議員行動規範」に対して、各地方議員は自己が所属する地方自治体の

規範を遵守する旨の宣誓書を、各自治体の行動規範適用後２ヶ月以内に提出しなければなら

ない。これを怠った場合は、停職処分となる。 

 

２ 基準委員会の設置 

パリッシュを除く地方自治体は、上記の「行動規範」に係る下記の事項を任務とする基準委員

会（Standard Committee）を設置しなければならない。なおパリッシュの議員については、その上

部自治体の基準委員会が担当することになるが、パリッシュとの協議の上で補助委員会を設け、

権限を委譲することができる。 

 

（１）議員が行動規範に即した倫理感ある行動を維持するためのアドバイスや訓練 

（２）行動規範の改定や採用に際しての地方自治体へのアドバイス 

（３）地方自治体における行動規範の遵守状況の監視 

（４）その他、地方自治体が独自に定める業務 

 

同委員会の委員の任期や総数については各自治体で決定することができるが、議員２名と他

の自治体関係者も含めて議員でも事務職員でもない人物を最低1名加えなければならない。ま

た、首長及びリーダーは委員になることはできない。 

なお、同委員会については、国務大臣が様々な規則を設けることができるとともに、イングラ

ンド基準委員会(Standards Board for England)も指針を出すことができる。もちろん、地方自治体

はこれらに従わなければならない。 

 

３ イングランド基準委員会の設置 

議員が行動規範に即した倫理感ある行動をすることを担保することを目的に、国務大臣から

任命される、少なくとも３人の委員から構成されるイングランド基準委員会(Standards Board for 

England)が設置される。 

同委員会の役割は、各地方自治体に対して行動規範や監督官に関する指針を出すことと行

動規範違反の疑いがある事例について調査することである。 

 

（１）行動規範違反調査 

同委員会は調査を担当する倫理基準官（ethical standards officers）を任命する。同委員会は

行動規範違反の疑いがある旨の書面での申し立てについて調査の必要があると委員会が認め

た場合（調査が不要と判断した場合は、その理由を添えて提訴者に書面でその旨を伝えなけれ

ばならない）や倫理基準官が独自にその疑いがあると認めた場合に、その事実について調査を

行うために倫理基準官を派遣する。 

調査に当たって倫理基準官は、補助する者を確保することができる。また、提訴者に対しては

必ず面談を行わなければならない。 

調査の結果、問題がなかったと判断された場合は、倫理基準官はその結果を自治体の監督
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官に報告するだけでよいが、監督官に対して委ねるべき事項があると判断した場合は報告書を

まとめ、監督官と基準委員会に送付しなければならない。更に、イングランド裁決パネル

（Adjudication Panel for England）へ委ねることが必要と認められた場合は、同パネルの議長と監

督官に報告書を送付しなければならない。 

また、倫理基準官が公共の利益の観点から必要と認めた場合や違反行為の存在が明白若し

くはその行為が資格剥奪にあたると認められ、当該議員の停職（一部の機能停職も含む）が公

共の利益になると判断される場合には、中間報告書を作成し、当該議員や監督官、イングランド

裁決パネルに送付しなければならない。特に、後者の場合は、６ヶ月以内の停職を勧告すること

ができるとともに、当該案件についてはイングランド裁決パネルにその判断を委ねなければなら

ない。 

 

４ イングランド裁決パネルの設置 

大法官61（Lord Chancellor）が任命するメンバーよって構成されるイングランド裁決パネル

（Adjudication Panel for England）が設置される。メンバーは大法官が定める資格を有する必要が

あり、その中から議長及び副議長の各１名が大法官によって任命される。なお、各任命及び資

格要件の設定に関して、大法官はあらかじめ国務大臣の同意を得る必要がある。なお、議長及

び副議長は、パネルメンバーの訓練とパネルにおける審議結果からの裁決の導き出し方につ

いての指針を発行することに責任を負う。 

 

（１）審査・裁決 

イングランド裁決パネルは、倫理基準官から委譲された案件について、議長が指名した最低

３名のメンバーで構成されるパネルを開き、審査、裁決を行う。なお、大法官はパネルについて

の指針を国務大臣の同意の上、発行することができる。パネルは倫理基準官からの報告書に基

づくパネルと中間報告に基づくパネルに分けられる。 

 

ア 倫理監督官の報告書に基づく審査 

この場合、裁決は当該議員が停職すべきか否かについて行われ、その結果は当該自治体の

基準委員会や監督官、提訴人に通知されなければならない。なお、停職期間は６ヶ月以内であ

るが、当該議員が裁決結果に不満のある場合、高等法院へ上訴することができる。 

 

イ 倫理監督官の中間報告に基づく審査 

裁決は当該議員が行動規範に対する違反行為を行っていたかどうかについて行われる。違

反行為がないと裁決された場合、その結果をパネルは基準委員会に通知しなければならない。 

これに対して、違反行為があったと認められた場合、パネルはその行為が停職（１年以内）若

                                                 
61 イングランドとウェールズにおける公正で効率的な司法の運営と国民の権利の確保に必要な
法的サービスの提供に責任を有する大法官府の長。日本の最高裁判所長官と法務大臣を兼務

する職にあたる。 
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しくは資格剥奪（５年以内）のいずれにあたるかを決定し、基準委員会に通知しなければならな

い。そして当該地方自治体はその通知内容に従わなければならない。 

また、裁決結果はイングランド基準委員会や当該議員にも送付されるとともに、提訴人にも通

知されなければならない。なお、当該議員が裁決結果に不満のある場合、高等法院へ上訴する

ことができる。 
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第４章 地方選挙制度 

 

英国では、議員は住民による直接選挙で選ばれ、その任期は４年である。以下その選挙制度

を概括する。 

 

第１節 選挙区の定数 

英国の地方選挙の各選挙区とその定数は以下の図表４－１－１のとおりである。 

 

【図表４－１－１ 英国の選挙区定数】 
地  域 地方自治体 選挙区名 定   数 

カウンティ ディビジョン １名（小選挙区）62 

ディストリクト ウォード １～３名63 

大都市圏ディストリクト ウォード ３名（若しくはその倍数） 

ユニタリー ウォード １～３名 

GLA ウォード １名（比例代表並立制）64 

ロンドン区 ウォード １～３名 

イングランド 

シティ ウォード １～３名 

ウェールズ ユニタリー ウォード １～４名 

スコットランド ユニタリー ウォード（島嶼部はディビジョン） １名（小選挙区） 

北アイルランド ディストリクト ウォード ４～７名（比例代表制） 

 

【図表４－１－２ 各政党別地方議会議員数（2002年５月現在）】65 

 保守党 労働党 自由民主党 SNP66 ウェールズ民族党67 無所属 合計 

カウンティ 1,019 709 407 0 0 80 2,215 

ディストリクト 4,153 2,929 2,341 0 0 1,248 10,671 

大都市圏ディストリクト 431 1,486 497 0 0 64 2,478 

ユニタリー 735 1,031 559 0 0 133 2,458 

ロンドン区 653 866 309 0 0 33 1,861 

イ

ン

グ
ラ

ン
ド 

小計 6,991 7,021 4,113 0 0 1,558 19,683 

スコットランド 111 541 156 206 0 208 1,222 

ウェールズ 76 555 100 0 331 207 1,269 

グレート・ブリテン68 7,178 8,117 4,369 206 331 1,973 22,174 

                                                 
62 「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」で小選挙区制以外の制度の採用も可能

になっている。 
63 １選挙区から２名以上の議員を選出する場合、有権者はその選挙区の定数分だけの票を投じ
ることになる。これは他の類型の地方自治体にもあてはまることである。 
64  ロンドン議会の比例代表並立制については第２章第２節２を参照。 
65 「Local Government Chronicle」2002年５月10日号に基づいて作成。なお北アイルランドにつ

いては、構成政党が複雑であり同図表では示していない。 
66 スコットランド国民党（Scottish National Party）。民族主義政党。 
67 ウェールズ民族党（Plaid Cymru）。民族主義政党。 
68 北アイルランドを除く、連合王国。 
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【図表４－１－３ 地方議会における政権政党数】69 
 保守党 労働党 自由民主党 その他諸派 民族主義政党70 過半数政党なし 

カウンティ 17 7 0 0 0 10 

ディストリクト 76 47 19 12 0 84 

大都市圏ディストリクト 1 25 2 0 0 8 

ユニタリー 7 20 3 0 0 16 

ロンドン区 8 15 3 0 0 6 

イ

ン

グ
ラ

ン
ド 

小計 109 114 27 12 0 124 

スコットランド 0 14 0 6 2 10 

ウェールズ 0 8 0 3 3 8 

グレート・ブリテン 109 136 27 21 5 142 

 

なお、スコットランドやウェールズでは、地方議会選挙への比例代表制の導入が検討されて

いる。 

 

第２節 選挙日程 

「1972年地方自治法（Local Government Act 1972）」に基づき、国務大臣が特別の定めをする

場合の他は、原則として５月の第１木曜日が投票日とされている（それ以前は５月の第１週とされ

ていた）。なお、「2000年国民代表法（Representation of the People Act 2000）」により、地方自治

体は郵便投票、週末投票、投票日の複数化等各種の投票方法を導入できるようになった。71 

また、その選挙実施サイクルは地方自治体の種別毎に次ページ図表４－２－１のように分か

れている。 

但し、「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」により、地方選挙の実施方式につ

いて、以下の３つの選択肢が与えられた（なお、国務大臣が特定の地方自治体に対してその選

挙制度や日程を指示することができる。）。 

 

１ ４年毎に実施し、全議員を一斉に改選する方式 

２ ２年毎に実施し、議員の1/2ずつを改選する方式 

３ ４年に３度実施し、議員の1/3 ずつを改選する方式 

 

なおスコットランドについては、「2002 年スコットランド地方自治（選挙）法（Scottish Local 

Government (Elections) Act）」により、従来の３年毎の実施から、スコットランド議会選挙との同時

実施、すなわち４年ごとの実施へと変わっている。 

                                                 
69 「Local Government Chronicle」2002年５月10日号に基づいて作成。 
70 スコットランドではスコットランド国民党を、ウェールズではウェールズ民族党を指す。 
71 詳細は第４章第８節を参照。 
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【図表４－２－１ 英国の地方自治体の選挙サイクル】 
地  域 地方自治体 選挙サイクル 改選数 備  考 

カウンティ ４年に１回 全議員改選  

ディストリクト（150） ４年に１回 全議員改選 カウンティ選挙の中間年に実施 

ディストリクト（88） ４年に３回 1/3 ずつ改選 カウンティ選挙の無い年に実施 

大都市圏ディストリクト ４年に３回 1/3 ずつ改選 カウンティ選挙の無い年に実施 

ユニタリー（28） ４年に１回 全議員改選 カウンティ選挙の中間年に実施 

ユニタリー（18） ４年に３回 1/3 ずつ改選 カウンティ選挙の無い年に実施 

GLA ４年に１回 全議員改選  

ロンドン区 ４年に１回 全議員改選  

シティ ４年に１回 全議員改選  

イングランド 

パリッシュ ４年に１回 全議員改選 カウンティ選挙の中間年に実施 

ユニタリー ４年に１回 全議員改選 カウンティ選挙の中間年に実施 
ウェールズ 

コミュニティ・カウンシル ４年に１回 全議員改選 カウンティ選挙の中間年に実施 

スコットランド ユニタリー ４年に１回 全議員改選  

北アイルランド ディストリクト ４年に１回 全議員改選  

 

【図表４－２－２ 地方選挙日程】 

地方自治体の種類 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 

（イングランド） 

カウンティ（県） 全議員    全議員  

（150）   全議員    
ディストリクト 

（88）  1/3 1/3 1/3  1/3 

大都市圏ディストリクト  1/3 1/3 1/3  1/3 

（28）   全議員    
ユニタリー 

（18）  1/3 1/3 1/3  1/3 

GLA市長・議員    全議員   

ロンドン区  全議員    全議員 

（ウェールズ） 

ユニタリー   全議員    

(スコットランド) 

島嶼部  全議員     

ユニタリー   全議員    

(北アイルランド) 

ディストリクト 全議員    全議員  

 

第３節 補欠選挙 

議員の死亡若しくは辞職、免職により議会内に欠員が生じた場合、補欠選挙が実施される。

但し、欠員の発生が次回地方選挙実施予定の前年の５月以降に起こった場合、補欠選挙は行

われず、欠員のままの状態が続く。なお、補欠選挙により当選した議員の任期は、前任議員の

残りの任期である。 

 

第４節 有権者 

英国の地方選挙の有権者は以下の要件を満たした者のうち、当該自治体に選挙人登録72をし

                                                 
72 第４章第８節２を参照。 
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た者である。 

 

１ 18歳以上の英国市民、英連邦市民、アイルランド共和国市民及びEU諸国の市民 

２ 次の法的欠格事項に該当しない者。 

（１）精神病治療施設に収容されている者 

（２）有罪判決を受け刑務所に拘留されている者 

（３）選挙に関する犯罪で有罪判決を受けた者 

 

なおシティでは、地方税課税評価額が10ポンド以上の土地若しくは建物を占有している者に

ついては住民でなくても、選挙人名簿に登録すれば有権者とされる。通常このような制度を「ビ

ジネス投票権（business vote）」と呼び、「1969年国民代表法（Representation of the People Act 

1969）」が成立するまで全地方自治体で採用されていた。 

 

第５節 被選挙権者 

英国の地方選挙の被選挙権者は21歳以上の英国市民、英連邦市民、アイルランド共和国市

民及び EU 諸国の市民で、以下の必要要件のうちいずれかを満たしかつ、非該当要件事項の

いずれにも該当しない者である。 

 

１ 必要要件 

（１）当該選挙区の有権者として登録をしている者 

（２）立候補前の12ヶ月間選挙区内の土地若しくは建物を占有している者 

（３）立候補前の12ヶ月間選挙区内に主な職場を有する者 

（４）立候補前の12ヶ月間当該選挙区の住民である者（なおパリッシュやウェールズのコミュニ

ティ・カウンシルについては選挙区から３マイル以内に住んでいる住民も該当する） 

 

２ 非該当要件 

（１）立候補前の５年間に破産宣告を受けている者 

（２）失政や不法行為が原因で2,000ポンドを超える支出の承認を行い、地方自治体に財政的

損失を招いた議員 

（３）最低３ヶ月以上の懲役刑の判決（罰金刑との選択が無い）を受けている者 

（４）当該地方自治体内における選挙に関する犯罪で有罪判決を受けている者 

（５）当該地方自治体の公務員若しくは他の地方自治体の政治的行為の制限の対象となる公

務員73 

 

第６節 選挙事務 

 地方選挙の実施については選挙事務官（Returning Officer）が責任を有するが、通常同職を勤

                                                 
73 第３章第４節２を参照。 
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める上級職員は有権者登録の責任者でもある登録官（Registration Officer）を兼務する。 

 

１ 選挙事務官の役割 

選挙事務官の役割は以下のとおりである。 

 

（１）選挙及び投票所の位置についての有権者への広報 

（２）投票所の運営にあたる職員の任命 

（３）開票の監督 

（４）当選者の公表 

（５）立候補の受け付け及び資格審査 

（６）選挙資金の検査 

  

２ 選挙事務関連事項 

次に選挙に関する主な事項は、次のとおりである。 

 

（１）投票時間 

午前８時～午後９時（国政選挙は午前７時～午後10時） 

 

（２）投票場所 

学校や公民館、公共施設に設けられる投票所 

 

（３）投票方法 

投票用紙上の候補者の名前への×マーク記入 

 

（４）郵便投票 

病人や障害者、宗教的業務に従事している者、休暇で不在にする者、海外勤務者（代理人を

指名する形を採る）は郵便投票が可能である。但し、以下で述べるように郵便投票は最近、様々

なパイロット・スキームで拡大利用されている。 

 

（５）選挙資金 

１選挙区当たりの限度額 205ポンドと有権者１人当たりの規制額８ペンスに有権者数を掛けた

金額との和が１立候補者当たりの選挙資金の上限とされている。更に、立候補者は、選挙運動

の支援を行うとともに選挙資金の支出の適正な記録の管理に責任を負う選挙代理人（立候補者

本人でもよい）を指名しなければならない。なお上記の記録は選挙事務官に提出しなければな

らない。 
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（６）供託金 

供託金制度はない。74但し、１名の支援者と８名の有権者の書面による支援声明書を提出しな

ければならない。 

 

第７節 選挙区割り 

英国においては、「1972年地方自治法（Local Government Act 1972）」と「1973年スコットラン

ド地方自治法（Local Government Act (Scotland)1973）」に基づき、選挙区の区割りや定員、選挙

制度を見直す機関としてイングランド区域検討委員会（The Boundary Commission for  

England）、ウェールズ区域検討委員会（The Boundary Commission for Wales）、スコットランド区

域検討委員会（The Boundary Commission for Scotland）が設けられ、イングランド及びウェール

ズでは10～15年毎、スコットランドでは８～12年毎に選挙区等の見直しが行われている。 

この選挙区の見直しに当たっては、有権者間の不平等を是正することが第 1 の目的とされて

いるが、その後イングランドでは、区域検討委員会の役割がイングランド地方自治体委員会

（The Local Government Commission for England）に引き継がれ、同委員会では地方自治体の

規模や構造についても見直しを行うようになった。 

更に、同委員会の機能は「2000 年政党・選挙・レファレンダム法（Political Parties, Elections 

and Referendums Act 2000）」によって新設された選挙管理委員会内の４つ（イングランド、ウェー

ルズ、スコットランド、北アイルランド）の境界委員会（Boundary Committees）の１つであるイング

ランド境界委員会（Boundary Committee for England）に引き継がれている。 

 

第８節 選挙制度改革 

英国でもここ数年、選挙制度改革が民主主義の強化の観点から大きな話題となっており、

様々な方策が練られ、実行に移されつつある。 

 

１ 地方選挙における投票率の低迷 

英国でも日本と同様、地方選挙における投票率が低迷しており、2001 年６月に実施された地

方選挙の平均投票率は 30.0％と散々たる結果であった。75これは、国政選挙（70～80％程度、

ただし、2001年６月の国政選挙は59.2％）や他のEU加盟諸国の地方選挙と比較しても低い水

準にある。 

この投票率低迷の要因として、伝統的にほとんどの選挙区で小選挙区制が採用されているた

め死票が多くなることや、政党政治が地方まで浸透し、各政党の｢地盤｣が明確であらかじめ勝

つ候補者がわかるため有権者の関心が低いこと、さらには地方自治体の権限が小さいため｢地

方自治｣そのものに対する関心が低いことなどが指摘されている。また、現在の英国経済が順調

なため、大きな争点がないということも投票率低下の原因の１つと言われている。 

                                                 
74 GLA議会議員及びGLA市長に係る選挙、その他の公選首長選挙については供託金制度が
ある。 
75 2002年５月の地方選挙の投票率は約34～35％であり、多少の改善は見られた。 
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２ 政府の対応 

政府は、こうした投票率の低下という状況に対応するため、2000 年３月「2000 年国民代表法

（Representation of the People Act 2000）」を成立させた。同法で定められた主な点は、次の５つ

である。 

 

（１）選挙人登録簿として本来の登録簿と商業目的用の匿名登録簿の２つを作成 

英国では、住民登録制度がないため、その代わりとして選挙人登録簿が以前から商業目的に

利用されてきており、有償で販売されていた。今回政府は、個人情報の保護を強化するために、

政党や選挙管理委員会が利用する選挙人登録簿の原本とは別に、編集済みの匿名登録簿を

作成することとした。しかし、現時点では、各分野からの反対により、匿名登録簿は作成されてい

ない。 

  

（２）選挙登録事務の改善 

従来、１年に１回行っていた選挙人登録を月１回実施することとし、通年事務化した。これは、

選挙直前に住居などを移動した人々の選挙権を救済することを目的としている。 

  

（３）有権者登録対象の拡大 

路上生活者等の住所不定者に地域との関連性を示すことを条件に有権者登録できる機会を

与える。 

  

（４）拘留中の被疑者や精神病治療施設収容者への投票機会の拡張 

  

（５）パイロット・スキームの実施 

 

この他にも政府は、「2000年政党・選挙・レファレンダム法」を2000年11月に成立させ、以下

の２点を実施している。 

 

（１）国民への選挙に関する啓発をその主な任務とする第三者機関として選挙管理委員会

(Electoral Commission。下院の推薦に基づき女王が任命する５～９名の委員で構成され

る。)の新設 

 

（２）政党への献金に関して、献金者の選挙人名簿による確認を義務化（これにより全国レベ

ルでの統一した選挙人名簿システムが必要になった。） 

 

３ 2000年パイロット・スキームの実施 

上述した「2000 年国民代表法」を受け、2000 年５月４日の地方選挙を対象に、投票率の向上

を主な目的に 32 の地方自治体でパイロット・スキームが実施された。パイロット・スキームを実施

した地方自治体は、内務大臣（Secretary of State for Home Office）へ評価報告書を提出しなけ
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ればならないとされた。76 

なお、パイロット・スキームの内容は、主に次の６つに分けられる。 

 

（１）郵便投票 

従来から一部の有権者を対象に郵便投票は実施されていたが、この対象を拡大する。また、

一部の地方自治体では、ある選挙区での全有権者を対象に郵便投票を実施する。 

 

（２）投票期間（時間）の拡大 

英国では、伝統的に地方選挙を５月の第１木曜日に実施することにしている。今回のパイロッ

ト・スキームでは、これより前に、１日若しくは複数の投票日を設け、投票率の向上を目指した。

また、一部の地方自治体では、週末に投票日を設定した。 

その他、投票日の拡大ではなく、投票時間の拡大を行った地方自治体もある（通常、投票時

間は、午前８時から午後９時までだが、これを午前７時から午後10時までに拡大するなど。）。 

 

（３）電子投票 

従来からの投票所に、タッチパネル方式の投票機を設置し、実施した。 

 

（４）電子開票 

従来から、英国の開票は人の手によって行われているため、カウンティ（日本の都道府県に

相当する）やパリッシュの選挙と重なった場合、一部のディストリクトでは開票に多大な時間を要

していた。この状況を改善するため、開票機械を利用した電子開票が実施された。 

 

（５）移動投票所 

投票所は普通、学校などの公的機関に設けられているが、より多くの有権者が投票しやすい

ように、移動投票所を設置した。特にその対象となったのが、障害者や高齢者、遠隔地に住む

有権者であった。 

 

（６）特別な場所への投票所設置 

通常投票所が設けられる役所や学校以外の、有権者がよく集まる身近な場所（大勢の人々が

集まる職場、大学、スーパー、駅等）に投票所を設置した。 

 

（７）その他 

各立候補者の今回の選挙に臨む自らの主義・主張を掲載したリーフレットを地元有権者に対

                                                 
76 なお、選挙に関する事務が第２次ブレア政権発足時に内務省から交通・自治・地域省へ移管

されたため、2000年のパイロット・スキームについては交通・自治・地域大臣（Secretary of State 
for Transport, Local Government and Regions）へ提出が行われた。更に、2002年５月の組織改

編に伴い、選挙事務は大法官府（the Lord Chancellor’s Department）の所管となっている。 
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し、地方自治体が無償で配布した。 

 

参加した地方自治体は、以上のパイロット・スキームを１つもしくは複数選び、実施したが、全

体的にはかばかしい結果は得られなかった。但し、全投票を郵便投票で実施した７つの地方自

治体のパイロット選挙区では、投票率が約50％を記録するなど、好ましい結果が得られた。 

 

【図表４－８－１ 2000年パイロット・スキーム実施自治体】 
地方自治体名 パイロット・スキーム内容 

アンバー・ヴァレー・バラ・カウンシル 郵便投票（対象者の拡大） 

ブラックバーン・ウイズ・ダーウィン・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

ブラックプール・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

ボルトン・メトロポリタン・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

バラ・オブ・ブロクスボーン・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

バラ・オブ・ベリー・カウンシル 電子開票 

チェスター・シティ・カウンシル 電子投票 

コヴェントリー・シティ・カウンシル 投票期間の拡大 

ドンカスター・バラ・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

イーストライ・バラ・カウンシル 郵便投票（対象者の拡大） 

ゲイトシード・メトロポリタン・バラ・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

グロスター・シティ・カウンシル 郵便投票（対象者の拡大） 

キングストン・アポン・フル・シティ・カウンシル 投票期間の拡大 

ノーズリー・メトロポリタン・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

リーズ・シティ・カウンシル 投票時間の延長 

マンチェスター・シティ・カウンシル 投票期間の拡大 

ミルトン・キーンズ・カウンシル 郵便投票（対象者の拡大） 

モール・ヴァレエー・ディストリクト・カウンシル 投票時間の延長 

ノーリッジ・シティ・カウンシル 郵便投票、投票期間の拡大、移動投票所 

シティ・オブ・プリマス・カウンシル 投票期間の拡大 

レディッチ・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

シティ・オブ・サルフォード・カウンシル 電子投票 

セント・ヘレンズ・メトロポリタン・バラ・カウンシル 投票期間の拡大 

スティーブニッジ・バラ・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

ストーク・オン・トレント・シティ・カウンシル 投票期間の拡大 

ストラトフォード・オン・エイヴォン・ディストリクト・カウンシル 電子投票 

シティ・オブ・サンダーランド・カウンンシル 投票期間の拡大、移動投票所 

バラ・オブ・スインドン・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

カウンシル・オブ・ディストリクト・スリー・リバーズ 電子開票 

バラ・オブ・ワトフォード・カウンシル 投票期間の拡大、移動投票所、その他 

ワイガン・メトロポリタン・バラ・カウンシル 郵便投票（全有権者） 

ロイヤル・バラ・オブ・ウインザー・アンド・メイドンヘッド・カウンシル 投票期間の拡大、移動投票所 
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４ 2002年パイロット・スキーム 

2002年５月の地方選挙にあわせ、２年ぶりに新パイロット・スキームが実施された。 

 

（１）概要 

2001年 10月、2002年５月に行われる予定の地方選挙に向け、新たな選挙パイロット・スキー

ムへの募集が交通・自治・地域省（当時）により開始された。77 

当該パイロット・スキームの目的は、前回に引き続き、効率的かつセキュリティが保たれる、す

べての有権者が参加しやすい選挙の実現であった。また、2001 年６月の地方選挙が国政選挙

と同時に行われたことから、パイロット・スキームが１年間頓挫したので、選挙制度改革の再構築

という面から2002年パイロット・スキームには期待がかけられた。 

特に募集対象とされたのが、電子民主主義（e-democracy）パイロットであり、これには以下の

４つのタイプがある。 

 

ア 電子投票 

イ 電子開票 

ウ 電子投票及び開票 

エ オンライン投票 

  

また、この他にも、すべての投票を郵便投票や電話投票で行うことも、パイロット・スキームの

対象とされた。 

政府は、オンラインを使った有権者登録、安全なオンライン投票、郵便投票、電話投票、そし

て従来からある投票所での投票（上記４つの投票形態を利用できない人若しくは利用することを

好まない人を対象とする）すべてを組み合わせた姿が将来の選挙のあるべき姿と考えている。

また、この将来の選挙形態には、電子開票や開票結果の電子照合も含まれる。 

2002年パイロット・スキームには、補欠選挙を除いた、2002年５月の地方選挙を実施するすべ

ての地方自治体が申請することができた。また、１つの地方自治体が、複数のパイロット・スキー

ムについて申請することは可能であったが、その場合は、各パイロット・スキーム間の補完性を

明らかにするとともに、すべてのパイロット・スキームが成功するための調整手法を提示しなけれ

ばならないとされた。政府としては、できる限り多くの地方自治体をパイロット・スキームに参加さ

せる方針であった。また、2001年12月の政府の発表により、2002年５月の地方自治体の公選首

長選挙にも同パイロット・スキームの採用を促した。 

なお政府がパイロット自治体を選出するにあたっては、パイロット・スキームの評価を担当する

選挙管理委員会と協議しなければならなかった。 

 

（２）電子民主主義パイロット・スキーム 

選挙の電子化は、民主主義への幅広い大衆の参加を促すための手段としてだけでなく、現

                                                 
77 募集締切は2001年12月31日であった。 
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在英国で 2005 年を目標に進めている電子政府の実現における重要な対象の一つでもあり、次

の３点から構成される。 

 

ア 電子投票 

従来からある投票所において、投票用紙を使わず電子的に行う投票制度。タッチパネル方式

が採用された。 

 

イ 電子開票 

投票所での従来方式での投票及び郵便投票を対象に電子的方法を利用して票を数える。 

 

ウ オンライン投票 

投票所に設置されたインターネットで結ばれた情報端末を利用した投票から図書館などのイ

ンターネットを利用できる公的機関からの投票、職場や家庭にあるパソコンやデジタルテレビ、

携帯電話から投票する方法まで様々な投票方法が実施された。 

 

上述したとおり、2000 年のパイロット・スキームでも、ストラトフォード・オン・エイヴォン・ディスト

リクト・カウンシル（Stratford-on-Avon District Council）を含めた３つの地方自治体が、電子投票

及び開票を実施している。 

2002年パイロット・スキームでは、政府は最低でも10～15の地方自治体が電子民主主義パイ

ロット・スキームに参加することを希望し、毎年政府が用意する電子政府実現資金（Local 

Government Online moneies。総額３億5,000万ポンド）から、このパイロット・スキームに最大350

万ポンドの資金を拠出した。また政府としては、2006 年に予定されている国政選挙において、

電子投票を実現することを希望しており、そのために 2003 年度からは、資本近代化資金

（Capital Modernisation Fund）も利用できるようにする予定である。 

更に政府は、電子投票の採用を各地方自治体に促すために、政府が、電子投票機の購入に

ついていくつかの企業と契約した。また、この契約には、各地方自治体への技術的サポートや

公務員への技術指導も含まれた。 

  

（３）その他のパイロット・スキーム 

その他のパイロット・スキームとしては以下の３つがある。 

 

ア 郵便投票－全投票を郵便投票で行う。 

イ 電話投票－身元確認方法を確立した安全な電話投票。 

ウ その他の革新的な手法を用いた選挙。 

  

但し、これらのパイロット・スキームには、政府からの支援はなく、選挙管理委員会からアドバ

イスや人的支援が行われるのみであった。 
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（４）パイロット・スキーム実施地方自治体の公表 

以上の政府方針に基づき、募集が行われた結果、2002年２月５日に、政府よりパイロット・スキ

ーム実施自治体の概要が公表された。その発表によると、今回41の地方自治体から応募があり、

17の電子民主主義パイロット・スキームを含む計30の地方自治体が選ばれた。なお詳細は、図

表４－８－２のとおりである78。 

 

【図表４－８－２ 2002年パイロット・スキーム実施自治体】 

地方自治体名 
郵便投

票 

投票期

間（時

間）の

拡大 

電子投

票 

電子開

票 

移動投

票所 
その他 

ベイジングストーク・アンド・ディーン・バラ・カウンシル ○           

ボルトン・メトロポリタン・バラ・カウンシル     ○ ○     

ブロクスボーン・バラ・カウンシル       ○     

チェスター・シティ・カウンシル     ○ ○     

チョルリー・バラ・カウンシル ○     ○     

コーリー・バラ・カウンシル ○           

クルー・アンド・ナントウイッチ・バラ・カウンシル     ○       

ドンカスター・メトロポリタン・バラ・カウンシル       ○     

エッピング・フォレスト・ディストリクト・カウンシル       ○     

ゲイトツヘード・メトロポリタン・バラ・カウンシル ○           

ロンドン・バラ・オブ・グリニッジ ○           

ロンドン・バラ・オブ・ハックニー ○     ○     

ロンドン・バラ・オブ・ハヴェリング ○           

ハインドバーン・バラ・カウンシル           ○ 

リバプール・シティ・カウンシル   ○ ○ ○     

ロンドン・バラ・オブ・ニューハム   ○ ○ ○ ○ ○ 

ノース・タインサイド・メトロポリタン・バラ・カウンシル ○     ○     

ノース・ウエスト・レスターシャー・ディストリクト・カウンシル ○           

プレストン・バラ・カウンシル ○           

ラグビー・バラ・カウンシル       ○     

サウス・タインサイド・メトロポリタン・バラ・カウンシル ○     ○     

セント・アルバンス・シティ・カウンシル     ○ ○     

シェフィールド・シティ・カウンシル     ○ ○     

スティーブニッジ・バラ・カウンシル ○           

ストラトフォード・オン・エイヴォン・ディストリクト・カウンシル     ○ ○     

スインドン・バラ・カウンシル   ○ ○       

トラフォード・メトロポリタン・バラ・カウンシル ○           

ロンドン・バラ・オブ・ワンズワース   ○         

ウエストミンスター・シティ・カウンシル   ○   ○     

 

 

                                                 
78 実際に実施されたのはドンカスター・メトロポリタン・バラ・カウンシル（Doncaster Metropolitan 
Borough Council）を除いた29自治体と公選首長選挙を実施したミドルズブラ・カウンシル

（Middlesbrough Council）の計30自治体であった。 
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（５）パイロット・スキームの結果 

こうして2002年５月の地方選挙で実施されたパイロット・スキームだが、パイロット・スキーム自

治体の全体平均投票率が約６％増加したものの、これはパイロット・スキーム対象外の地方自治

体での投票率とほとんど差がなかった等、その結果はあまり好ましいものではなかった（全国平

均投票率が32.8％だったのに対して前パイロット自治体の平均投票率は38.7％であった。）。 

また、パイロット・スキーム自治体間でもかなりの差が見られ、ニューハム・バラ・カウンシル

（Newham Borough Council）では、電子投票等が実施されたにもかかわらず、約３％減少し、

25％の投票率であった。 

更に、パイロット・スキーム別に見ると郵便投票が目覚ましい結果を見せ、平均で投票率は

14％上昇の 47.5％となった。特に、コーリー・バラ・カウンシル（Chorley Borough Council）では

29％上昇の 61.5％に、またゲイツヘード・メトロポリタン・バラ・カウンシル（Gateshead 

Metropolitan Borough Council）では28％上昇の57.38％にまで投票率は伸びた。その一方で、

期待された電子投票79については、3.62％の投票率の上昇しかもたらさなかった。 

 

【図表４－８－３ 2002年パイロット・スキーム結果】80 

種 別 投票率の平均上昇率 種 別 投票率の平均上昇率 

郵便投票 14％ 投票期間の延長 1.86％ 

タッチパネル ３％ 投票時間の延長 -7.17％ 

電子投票 3.62％   

 

なお政府は、2003 年の地方選挙についても、タッチパネル方式の電子投票やインターネット、

デジタル･テレビ、携帯電話等を利用したオンライン投票、そして郵便投票等を対象にしたパイ

ロット・スキームを実行する予定であり、今後３年間に、2006 年以降の総選挙での電子投票実現

のため、3,000万ポンドを投資する予定である。 

 

第９節 公選首長選挙 

2002 年５月２日に、最初の本格的な公選首長選挙が７つの地方自治体（ワトフォード

（Watford）、ドンカスター(Doncaster)、ハートルプール(Hartlepool)、ルイシャム(Lewisham)、ミドル

ズブラ(Middlesbrough)、ノース・タインサイド(North Tyneside)、ニューハム（Newham））で実施さ

れた。81 

今回の選挙は「2002 年地方自治体（首長選挙）（イングランド及びウェールズ）規則（Local 

Authorities (Mayoral Elections)(England and Wales) Regulations 2002）」に基づき実施されたが、

その主な事項は以下のとおりである。 

 

                                                 
79 電話投票、携帯電話投票を含む。 
80 各数字は、交通・自治・地域省（Department of Transport, Local Government and the Regions、
当時）の数字を基に作成。 
81 なお選挙結果については、第１章第１節５を参照。 
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１ 各首長選の立候補者は、立候補にあたり、地元有権者30名以上がサインした推薦書を提出

しなければならない。 

２ 各首長選の立候補者は、立候補にあたり、500 ポンドの供託金を納めなければならない。な

お、投票総数の５％以下しか獲得できなかった場合、供託金は没収される。 

３ 選挙費用については、各候補者１人につき、2000 ポンドプラス１有権者あたり５ペンスまでに

制限される。 

４ 各候補者は、地方自治体により地元有権者に対して配布されるリーフレットの中に、今回の

選挙に臨む自らの主義・主張を掲載させる権利を持つ。 

５ ３名以上の立候補者がある場合には補足投票制度（Supplementary Vote System）を採用する。

この制度は、有権者は第一候補者と第二候補者に投票し、第一候補得票数が 50％を超える

候補者があれば当選が確定されるが、そうでない場合は上位二者に、それ以外の候補者へ

の投票で第二候補として投じられた票を加算するというものである。 
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第５章 地方財政制度 

 

第１節 地方自治体の歳入歳出構造 

2000年度における英国の地方自治体の歳出規模は、911億ポンド（約17兆2,900億円、£1

≒¥190）であり、国を含めた全公共支出の 1/4（約25%）、国民総生産（GNP）の約５％を占め、国

民１人当たり約 1,530 ポンドになる。82またこれをイングランドだけで見た場合、その歳出規模は

約708億ポンド（利払費を除く）となる。 

なお地方自治体の会計は、歳入会計（Revenue Account）、資本会計（Capital Account）に大き

く二分される。83このうち、歳入会計は、一般経常会計（General Fund Revenue Account）、商業会

計（Trading services Revenue Account）、住宅会計（Housing Revenue Account）の３つから構成さ

れる。また会計年度は４月１日に始まり、３月31日に終わる。 

    

１ 一般経常会計（General Fund Revenue Account） 

英国の地方自治体の一般経常会計では、利用料及び手数料収入は歳出から控除した形で

計上されるとともに、賃貸対照表が導入されていることから元本償還費は歳出としては計上せず、

代わって利払費と減価償却費が資本費として計上される。 

 

（１）経常支出（Revenue Expenditure） 

経常支出とは、職員の人件費、施設維持費、サービス費など経常経費に係る支出である。但

し、経常支出については、様々な定義がある。 

 

ア 全経常支出（total revenue expenditure）－ すべての行政サービスに係る支出。 

イ 総経常支出（gross revenue expenditure）－ 全経常支出から利息及び配当金収入を控除

した支出。 

ウ 経常支出（revenue expenditure）－ 総経常支出から AEF 外特定補助金84を控除した支

出。 

エ 純経常支出（net revenue expenditure）－ 経常支出からAEF内特定補助金85を控除した

支出。 

 

次に2000年度のイングランド及びウェールズの総経常支出について見てみると、目的別では

教育分野(34％)、社会福祉分野(15％)、住宅・地方税手当(11％)、警察(11％)が大きな割合を占

める。一方性質別では、目的別分野で教育や社会福祉、警察等の割合が高いことを反映して人

                                                 
82 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」より。 
83 この他に地方税のカウンシル・タックスの徴税自治体にはその徴収に係る徴収基金会計

（Collection Fund Account）や年金基金会計（Pension Funds Account）がある。 
84 第５章第３節６を参照。 
85 第５章第３節５を参照。 
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件費が全体の 50％以上を占めている。 

またここ６年間での経常支出の目的別の変化を見てみると、大きく支出が増えている分野は

計画・経済開発と廃棄物管理、社会福祉、図書館・文化事業、教育、消防の各分野である。その

一方で学生奨学金の分野では大きな減少が見られる。この他、市場利率の低下に伴い、利払

費の額が減少しているのに対して、利子収入は増額している。 

 

【図表５－１－１ 総経常支出（イングランド・ウェールズ）／目的別 1995年度～2000年度】86 

単位：百万ポンド

1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度

教育 17,604 17,986 17,857 19,414 22,489 24,315

学生奨学金 2,366 2,215 2,137 2,022 1,417 606

学校補助金 1,454 1,600 1,713 1,827 0 0

社会福祉 7,753 8,385 8,920 9,490 10,258 10,919

警察 6,336 6,619 6,878 7,163 7,453 7,697

消防 1,308 1,358 1,438 1,517 1,591 1,640

他の内務省関係サービス 895 879 892 912 943 989

道路・交通 2,201 2,084 2,100 2,073 2,098 2,505

図書館・文化事業 775 789 792 909 981 1,069

公園・レクリエーション 1,168 1,156 1,149 1,179 1,215 1,239

計画・経済開発 687 703 745 737 777 1,071

廃棄物管理 1,054 1,146 1,252 1,345 1,503 1,592

住宅・地方税手当 6,721 7,324 7,693 7,718 7,719 7,921

利払い金 2,629 2,508 2,435 2,426 2,373 2,294

資本支出 741 801 790 761 764 677

その他 4,950 5,018 5,144 5,209 5,538 5,874

利子収入 -726 -707 -745 -829 -778 -813

合計 57,918 59,865 61,190 63,872 66,341 69,595  

 

【図表５－１－２ 2000年度総経常支出（イングランド・ウェールズ）／目的別】87 
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86 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
87 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
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【図表５－１－３ 1994年度及び2000年度支出（イングランド・ウェールズ）／性質別】88 

単位：百万ポンド

人件費 34,791 36,988 2,157 2,451 36,948 39,439

物件費・サービス費 12,640 17,217 818 902 13,458 18,119

補助金 700 689 0 0 700 689

個人に対する助成 13,473 10,249 755 616 14,228 10,865

純資本支出 4,677 4,775 570 338 5,247 5,113

資本取得に対する補助金 1,207 1,011 202 161 1,409 1,172

貸付金及び他の財務取引 -191 -158 -14 -8 -205 -166

合計 67,117 70,771 4,488 4,460 71,605 75,231

1994年度
合計
2000年度
合計

1994年度
（イング
ランド）

2000年度
（イング
ランド）

1994年度
（ウェー
ルズ）

2000年度
（ウェー
ルズ）

 

 

【図表５－１－４ 2000年度支出（イングランド・ウェールズ）／性質別】89 

 

（２）経常収入 

イングランド及びウェールズの 2000 年度総経常収入の内訳を見てみると、地方交付金

（Revenue Support Grant）90が約 31％、その他政府補助金が約 24％、ノン・ドメスティック・レイト

（Non Domestic Rate＝NDR）91が約23％を占める。この３つの財源は、いずれも中央政府から地

方自治体に交付される財源であり、併せて約78％を占めている。 

一方、地方自治体の主な自主財源である地方税のカウンシル・タックス（Council Tax）92が占

める割合は約 21％である。このように英国の地方自治体の財政状況は、約８割を政府からの補

                                                 
88 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。これには

経常会計のほか資本会計も含まれる。 
89 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。これには

経常会計のほか資本会計も含まれる。 
90 第５章第３節２を参照。 
91 第５章第２節３を参照。 
92 第５章第２節２を参照。 
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助金等に依存しており、自立性はきわめて限られている。 

これを更に地域を分けてみると、イングランドの地方税の割合が約 22％であるのに対して、ウ

ェールズの割合が約16％と低くなっていることがわかる。 

 

【図表５－１－５ 2000年度イングランド・ウェールズ総経常収入内訳】93 

単位：百万ポンド

イングランド ウェールズ 合　　計

地方交付金 19436.8 2030.9 21467.7

その他政府補助金 15765.8 724.4 16490.2

ノン・ドメスティック・レイト 15403.7 638.0 16041.7

地方税 14200.8 670.1 14870.9

積立金からの繰入 581.3 10.7 592

その他 132.1 0 132.1

合計 65520.6 4074.2 69594.8  

 

積立金からの
繰入
1%

その他
0%

地方税
21%

ノン・ドメス
ティック・レイト
23%
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24%
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3 1 %

 
 

２ 商業会計（Trading services Revenue Account） 

商業会計（Trading services Revenue Account）の導入は、CCT94の導入に伴い、地方自治体

へ義務付けられることになった。2000 年の CCTの廃止後も、ベスト・バリュー制度95に欠かせな

いものとして現在でもその作成が義務付けられている。 

この会計では、手数料や使用料収入及び売却収入を伴う当該自治体を含めた地方自治体向

け及びそれ以外の一般に対する行政サービスを対象とする。 

具体的には、地方自治体向けサービスとしては、建物の清掃や法務、廃棄物処理等があり、

自治体以外の一般向けサービスとしては空港や劇場、公営市場の運営にかかるものがある。 

なお、1999 年度の英国の地方自治体における商業会計は、次ページ図表５－１－６のとおり

                                                 
93 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
94 第８章第１節を参照。 
95 第８章を参照。 
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である。 

 

【図表５－１－６ 1999年度英国地方自治体外部商業会計】96 

支出 収入 

性質別項目 金額（百万ポンド） 項目 金額（百万ポンド） 

人件費 127 売却、手数料、使用料 846 

運営・維持費 571 その他 132 

合計 698 合計 978 

 

３ 住宅会計（Housing Revenue Account） 

住宅会計制度（Housing Revenue Account、以下「HRA」とする）は、「1935 年住宅法（Housing 

Act 1935）」に基づき導入された制度であり、地方自治体が所有する公営住宅に関する収入及

び支出を記録する会計である。97 

現在の制度は、「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」に基

づいたものであり、その後「1993年借地改革・住宅・都市開発法(Leasehold Reform, Housing and 

Urban Development Act 1993)」や「1996年住宅法（Housing Act 1996）」により部分的修正が行

われている。 

なお、2000年４月現在で、HRA管轄の公営住宅はイングランド及びウェールズで約320万戸

である。 

 

（１）HRAの特徴 

HRAの大きな特徴は、地方自治体がその裁量で一般経常会計との間で資金の移動を行えな

いことである。すなわち、HRA の収入は住宅以外の他の用途に用いることはできず、また HRA

内の住宅関連の収入以外はHRAの支出として原則認められない。更に換言すれば、地方自治

体はその公営住宅に係る収入内で原則として、それに係る支出を賄わなければならないのであ

り、地方自治体は賃貸料不足を原因として地方税であるカウンシル･タックスの増額等をその政

策として採用することはできない。 

またHRAについては会計年度末において、その収支を合わせなければならない。例えば収

入に余剰が生じた場合、その余剰分は基本的には一般経常会計に繰り入れされ、来年度の

HRAに繰り越されることはない。 

 

（２）HRAの支出 

HRA の支出は主に公営住宅の運営・管理及び維持・修繕費（約 38％）、賃貸料還付金（rent 

rebate）（約38.9％）、公債費（約18.2％）から構成され、2000年度の総支出額は約107億8,400

万ポンドである。 

                                                 
96 「Local Government Financial Statistics 2001」(DTLR)に基づいて、作成。 
97 なお地方自治体が交付する民間部門等への住宅関連資金は一般経常会計に計上される。 
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この賃貸料還付金とは、住宅手当計画（housing benefit scheme）に基づき、低所得者層の借

家人に対してその賃借料が地方自治体から払い戻される制度である。なお、この賃貸料還付金

の大部分は、政府によってHRA助成金（HRA Subsidy）の形で地方自治体に再交付される。 

 

（３）HRAの収入 

HRAの収入の大部分は借家人からの家賃（約 66.2％）とHRA助成金等の形で政府から交付

される補助金（約 28.5％）である。この他にも収入源として、他のサービスや施設利用料、経常

会計からの繰り入れ等がある。98 

なお2000年度イングランド地方自治体全体のHRAは下の図表５－１－７のとおりである。 

 

【図表５－１－７ 2000年度イングランド地方自治体におけるHRA（単位：百万円）】99 

項目 金額 割合（％） 項目 金額 割合（％）
運営･管理 1,996 18.5 家賃 7,136 66.2
維持･修繕 2,104 19.5 他のサービス料金 282 2.6
賃貸料還付金 4,194 38.9 政府補助金 3,078 28.5
公債費 1,966 18.2 利息収入 88 0.8
その他 524 4.8 一般会計からの繰入 45 0.4
合計 10,784 100 積立金 136 1.3

その他 20 0.2
合計 10,784 100

支出 収入

 

 

（４）HRA助成金 

HRA 助成金とは各地方自治体の HRA に関する収入と支出の差額を埋めるための政府から

の補助金であり、全国レベルでの公営住宅の質の調和を図ることがその目的とされている。 

この助成金は、住宅要素（housing element）と賃貸料還付金要素（rent rebate element）の２つ

の部分から構成されるが、それぞれの概要は次のとおりである。 

 

ア 住宅要素 

住宅要素は、各地方自治体の支出想定額と家賃等で受け取る収入想定額との差として算出

される。 

これは、実額ではなく政府が定める想定額に基づき算出されるものであり、これがインセンテ

ィブとなって地方自治体が公営住宅を効率的に運営することが期待されている。すなわち、地

方自治体は、この支出想定額の範囲内で公営住宅の運営を行わざるを得ない状況に置かれて

いるのである。 

  

 

                                                 
98 但し一般会計からの繰り入れが行われるのは、政府からの指示に基づく場合に限られ、ごく
稀にしかない。 
99 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
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 （ア）支出想定額 

支出想定額は、運営･管理費用（Allowance for management）、維持費用(Allowance for 

maintenance)、大修繕費用（Major Repairs Allowance）、公債費、その他多種多様な事物への費

用毎に、各地方自治体のニーズに応じて計上される。 

 

ａ 運営･管理費用及び維持費用 

政府が人口や住居数等を基に各地方自治体の住居当たりの目標運営･管理費用を算出し、

決定する。 

 

ｂ 大修繕費用 

2001年度から導入された制度で、今後30年間住居の現状を維持するためにかかる、住宅の

形態ごとに算出する年間平均費用に基づいて、各地方自治体の住居数に応じて配分する。 

 

 （イ）収入想定額 

一方収入想定額は、家賃収入と利息収入毎に計上される。 

このうち家賃収入は、政府が毎年定める各地方自治体ごとの基準家賃（guideline rent）に基づ

いて算出される。すなわち、基準家賃に当該地方自治体の公営住宅数を乗じ、更に一部の住

宅が年間を通し借り手がいないという観点からその数字に0.98を乗ずることにより、見込み家賃

収入は算出される。 

  

 見込み家賃収入＝基準家賃×公営住宅数×0.98  

 

イ 賃貸料還付金要素 

個々の居住者に支払われる賃貸料還付金の額は政府によって決定されるが、その全額が地

方自治体に交付されるわけではない。 

すなわち、各地方自治体に交付される賃貸料還付金の総額は、政府が定める限界家賃（limit 

rent）と当該地方自治体の平均家賃額に応じて以下のように算出される。 

 

（ア）平均家賃額≦限界家賃の場合… 全額交付 

（イ）平均家賃額＞限界家賃の場合… 限界家賃に基づく賃貸料還付金の総額を交付 

 

以上の住宅要素と賃貸料還付金要素をまとめると、各地方自治体への交付額は以下の式に

基づき算出される。 

 

 HRA 助成金＝（運営･管理費用＋維持費用＋大修繕費用＋公債費＋賃貸料還付金＋その他

費用）－（家賃収入＋利息収入） 
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（５）今後の動き 

2002 年６月に公表された新地方自治法案の草稿によると、住宅会計について１つ大きな変更

が認められる。 

すなわち、現在住宅会計の支出及び収入面で大きな位置を占めている賃貸料還付金を今後

一般経常会計で取り扱うこととし、その結果住宅会計を公営住宅に関する家賃等の収入や維

持･修繕･管理等の支出にだけ限定される、純粋な「家主会計（Landlord Account）」とするとして

いる。 

また既に導入されている、毎年度の公営住宅にかかる計画である HRA 運営計画（HRA 

business plan）100の策定を法的に地方自治体に義務付けることともしている。 

 

４ 資本会計（Ｃａｐｉｔａｌ Account） 

 

（１）資本支出（Capital Expenditure） 

資本支出とは、「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」により

以下のものと定義されている。 

 

ア 土地の取得、開墾、増大・強化（市場価値の増加、機能の強化等）、区画整理に係る支出 

イ 道路及び建物、その他の構造物の取得、建設、これらに係る各種準備、増大・強化、取り

替えに係る支出 

ウ 動産又は不動産である工場、機械設備及び装置並びに車両及び船舶の取得、設置、取り

替えに係る支出 

エ 他の機関が上記の目的を実施するに当たって地方自治体が給付する補助金 

オ 政府から特別に資本支出として認められた支出 

 

この他に、通常は経常支出と見なされる民間財務取引におけるある一定の目的の支出につ

いても資本支出に含めてもよいこととなった。 

次にその歳出規模についてであるが、イングランド全体で2000年度が約87億ポンドであり、

目的別には教育（約27％）、住宅（約23％）、交通（約15％）が大きな割合を占めている。 

また1996年度からの資本支出の変化を見てみると、1998年度以降増加傾向にあることが判る。

特に、2000年度の資本支出では消防を除き全分野で金額が増加しており、その中でも教育と交

通の伸びは著しく、前年度比それぞれ60.6％、22.7％の伸びを示している。 

この他、社会福祉の分野でも2000年度は大きな増額が見られたが、未だ1996年度の水準ま

で回復していない。更に地域再生の分野では1996年度より減少傾向にあることがわかる。 

 

 

 

                                                 
100 第 15章第３節を参照。 
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【図表５－１－８ 資本支出（イングランド）／目的別 1996年度～2000年度】101 

単位：百万ポンド

1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度

住宅 1,746 1,662 1,905 1,826 1,998

住宅組合補助金 338 330 340 340 364

交通 1,176 1,097 1,037 1,068 1,310

教育 1,047 1,114 1,249 1,420 2,281

社会福祉 191 148 135 127 163

消防 49 50 56 48 9

農業・水産・食品 55 47 49 27 56

スポーツ・レクリエーション 201 194 217 242 275

治安 290 272 284 318 377

地域再生 725 604 527 509 558

その他 795 950 1,014 1,241 1,348

合計 6,613 6,468 6,813 7,166 8,739  

 

【図表５－１－９ 資本支出（イングランド）／目的別 2000年度】102 
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（２）資本収入 

資本収入のうち最も割合が大きいのが借入金であり、約 34％を占める。資本支出充当財源の

場合、借入金は主に長期借入金のことを言い、主に独立した法定団体の公共事業資金貸付協

会（Public Works Loan Board）103から借り入れている。また地方自治体が借入を行う場合は、あら

かじめ中央政府による起債許可を得なければならず、借入の額が起債許可を超えてはならない。
104 

この他資本補助金は、資本収入の約 25％を占めるが、インフラ整備、地域再生など特定の目

的のために中央政府等から交付される。更に、資本売却収入が23％を占める。なお、歳入収入

                                                 
101 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
102 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
103 第５章第４節２を参照。 
104 第５章第４節３を参照。 
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を資本収入に繰入れることは可能であるが、資本収入を歳入収入に繰入れることはできない。 

近年PFI（Ｐｒｉｖａｔｅ Finance Initiative）105により、民間資本を活用して社会資本を整備あるいは

改善しようという方向に向かう傾向があり、地方自治体についても PFI を利用し、財政負担を軽

減するとともに必要な社会資本を整備することが期待されている。 

 

【図表５－１－10 1999年度資本収入（イングランド・ウェールズ）内訳】106 

財源の内訳 金額（百万ポンド） 割合（％） 

借入金   2,301   33％ 

政府補助金 1,161    17％ 

その他補助金107 571 ８％ 

資本売却収入 1,599    23％ 

歳入会計繰入金 1,135    16％ 

その他 231     ３％ 

合計 6,998   100％ 

 

第２節 地方税制度 

英国の地方税はこれまでに税目の変更があったものの、過去から１つしか存在せず、現在も

「1992年地方財政法（Local Government Finance Act 1992）」に基づき1993年に導入されたカウ

ンシル・タックス（Council Tax）１種類のみである。 

 

１ 地方税の歴史 

（１）レイト（Rates） 

レイトはその起源を「1601年救貧法（Poor Relief Act 1601）」によって導入された救貧税（Poor 

Rate）に遡ることができる。これは、教区（パリッシュ）単位で行われた救貧事業の財源として教区

内の資産（不動産）に対して課税されたものである。同税の納税義務者は当該資産の占有者と

され108、その伝統が現在のカウンシル・タックスでも続いている。 

その後「1925年レイト・評価法（Rating and Valuation Act 1925）」が制定され、1990年まで続く

レイトが誕生した。これにより、資産評価方法や課税対象の範囲の解釈が全国的に統一されるこ

とになり、1948年には課税資産の評価事務が内国歳入庁（Inland Revenue）に移管された。 

当初のレイトの課税対象は全資産であったが、「1929 年地方自治法（Local Government Act 

1929）」により農業用資産（居住用資産は除く）が免除されることとなった（同時に産業用資産も

3/4 の減免措置を受けたが後日同措置は廃止された。）。更に「1966 年レイト法（Rates Act 

1966）」により居住用資産に対して一律の軽減税率が適用され、また低所得者に対する割引制

                                                 
105 第７章を参照。 
106 「Local Government Financial Statistics 2001」(DTLR)に基づいて、作成。 
107 民間企業や国営宝くじ委員会、ヨーロッパ構造基金等からの補助金。 
108 当時の英国は貴族階級による大土地所有制だったため、実際に当時の徴税技術を勘案した
とき、所有者から徴収することは事実上不可能であった。そこで納税義務者は、当該資産の占

有者とされた。 
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度が設けられた。これ以後、居住用資産と事業用資産とで別の税率が課せられることになり、そ

れぞれがドメスティック・レイト（Domestic Rate）とノン・ドメスティック・レイト（Non Domestic Rate）と

して別の税目として扱われるようになった。 

なお同法により農業用資産以外にも、同税の免税対象となったのは、王室資産（政府の建物、

軍事施設、王立公園等）109や教会や他の宗教関連資産、チャリティー関連資産、公立公園、警

察施設、灯台、上下水道施設、領事館等がある。また、占有者のいない資産については、1967

年より課税については各地方自治体の裁量に委ねられたが、1981年からは最大50％まで課税

できることとなった。また、占有者のない産業用資産については1984年より免税とされた110。 

課税資産の評価はイングランド及びウェールズでは内国歳入庁が、スコットランドではスコット

ランド評価協会（Scottish Assessors’ Association）が通常５年ごとに行うこととされていたが、実

施が法定されているスコットランドを除き定期的には実施されなかった。なお評価は基本的に資

産の１年あたりの賃貸料を基準に行われ、対象資産によっては当該資産の資本価値に基づい

て行われる。 

しかしこのレイト制度は様々な問題を抱えていた。例えば、同税が資産課税であるが故に景

気変動に影響されにくい安定的な税であるのとは裏返しに伸長性が無く、第二次大戦後の福祉

国家政策の下における英国の地方自治体の財政拡大に十分に対応できなかった。そのため、

地方自治体の財政は政府からの交付金や補助金に依存するようになり、1970 年代には独自財

源の割合が急激に低下した。 

 

（２）コミュニティー・チャージ（Community Charge） 

1979年に成立したサッチャー保守党政権は石油危機後の財政赤字の増大や慢性的なインフ

レの進行などの危機的状況に対処するため、公共部門の歳出削減に取り組まざるを得なかった。

そこで地方自治体への交付金がまず改革の対象とされ、歳出水準が高ければ交付額が減少す

る包括補助金制度(Block Grants System)が「1980年地方自治・計画・土地法（Local Government, 

Planning and Land Act）」に基づき、1981年から導入された。 

更にレイトの廃止を選挙公約に掲げていたサッチャー政権は1981年に緑書（Green Paper）111

「ドメスティック・レイトへの代替案(Alternatives to Domestic Rates)」を公表した。同書には廃止を

前提としたレイト改革の実施と新税としての地方所得税や地方売上税、人頭税（Poll Tax）の検討

が盛り込まれた。しかしながら、検討の結果、レイトに代わる新税は採用されることはなかった。 

                                                 
109 「1997年地方自治・レイト法（Local Government and Rating Act 1997）」により免税措置は廃止

された。 
110 なお占有者のいない資産の納税義務者は所有者である。 
111 英国では、新しい政策を実行するに当たり、利害関係者等と協議するのが慣例とされている。

そのためにまず公表されるのが緑書（Green Paper）と呼ばれるもので、その後協議結果を反映
した政策報告書（White Paper）が公表され、更なる協議に付される。そして最後に法案が国会へ

提出される。 
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その後、政府は包括補助金制度が労働党の支配する大都市圏の地方自治体で特に機能し

なかったのを受け、1983 年に政策報告書「レイト制限とレイトシステムの改革への提案(Proposal 

for Rate Limitation and Reform of the Rating System)」を公表し、1985年には「1984年レイト法

（Rates Act 1984）」に基づき、レイトに係るキャッピング（Capping）制度を導入した。これにより国

務大臣はレイトの上昇が大きいと認められる地方自治体に対して、その上昇を抑える権限が与

えられた。112 

その後 1986 年に政府は緑書「地方自治体への支払い（Paying for Local Government）」を公

表し、ノン・ドメスティック・レイトの国税化とドメスティック・レイトの廃止及び人頭税の導入を提案

した。すなわち同書は、地方自治体による恣意的なノン・ドメスティック・レイトの増税が企業競争

力を損ねている一方、ドメスティック・レイトについても地方自治体の行政サービスが教育や社会

福祉等の人的サービスに移行していることから資産に課税されるレイトでは応益負担原則を満

たしていないと指摘した。またドメスティック・レイトについては税負担が一部の住民に偏ってお

り、その結果大半の住民が地方自治体の意思決定に関心を持っておらず、財政的責任が弱め

られているとも同書は指摘し、人頭税の導入がこれらドメスティック・レイトの問題点を改善する最

も適切な手段であると提案した。 

与野党を問わず人頭税の導入については大きな反対があったが、イングランドとウェールズ

では「1988年地方財政法（Local Government Finance Act 1988）」に基づき1990年から、スコット

ランドでは「1987 年スコットランドドメスティック・レイト廃止法（Abolition of Domestic Rates 

(Scotland) 1987）」に基づき１年早い1989年からコミュニティー・チャージ（Community Charge）113

が導入された。 

このコミュニティー・チャージは各地方自治体の成人（18 歳以上）１人当たりに同額が課せら

れるものであったが、あわせて以下のような減免措置も実施された。 

ア 入院患者やケアサービスを受けている者、囚人等への全額免除措置 

イ 収入や財産に基づき最高80％までの減額措置 

ウ 学生への80％減額措置 

 

（３）ノン・ドメスティック・レイトの国税化 

一方ノン・ドメスティック・レイトは、上記の２法に基づき 1990 年より国税化され、税が一旦国庫

に納められた後、各地方自治体の成人人口数に応じて分配されることとなった。114 

  

（４）カウンシル・タックス 

コミュニティー・チャージの導入後、相対的な貧困者や大家族への負担の増大に反対する意

見が相次いで提起されるとともに、各地で同税に反対する抗議活動や納税の拒否等が相次い

だ。 

                                                 
112 第５章第２節２（９）を参照。 
113 人頭税（Poll Tax）とも呼ばれる。 
114 第５章第２節３を参照。 
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更に 1990 年の下院補欠選挙及び地方選挙で保守党が大敗したのを受け、サッチャー政権

は総辞職し、同年 11 月メージャー保守党政権が誕生することとなった。同首相により環境大臣

に任命されたヘーゼルタイン氏は即座に緑書「地方自治体の新しい税（A New Tax for Local 

Government）」を公表し、1993 年には「1992 年地方財政法（Local Government Finance Act 

1992）」に基づきコミュニティー・チャージの廃止とカウンシル・タックス（Council Tax）の導入を行

った。 

 

【図表５－２－１ 地方税の変遷】 

 

 

２ カウンシル・タックス 

上述したように同税は1993年に導入されたが、その特徴はレイトが持つ資産税の側面とコミュ

ニティー・チャージが持つ人頭税の側面を併せ持つことである。すなわち、同税は居住用資産

を課税評価基準とする資産税で納税者はその居住用資産の占有者であり、１つの居住用資産

に成人２人の居住を基本としている。これにより、成人１人のみが居住する場合は課税額が25％

減免される一方、居住する成人が３人以上であっても税額は変わらない。 

 

 （１）課税対象 

同税の課税の対象となるのは居住用資産であり、可動住宅や居住に供されている船舶も含ま

れる。すなわち、その一部が居住用に供されている限り、同税の課税対象となる。 

また、１つの住居に数家族が居住している場合、明確にその生活圏が分離している場合は数

個の住居とみなすが、台所や風呂等が共同で使用されている場合は、１つの住居とみなされ

る。 

但し以下のような居住用資産については課税の対象とはならない。 

 

レイトRate （地方税） 
 ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾚｲﾄ           ﾉﾝ･ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾚｲﾄ 

Domestic Rate       Non Domestic Rate 

ｺﾐｭﾆﾃｨー ･ﾁｬｰｼ ゙ （地方税） 

Community Charge 

ﾉﾝ･ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾚｲﾄ （国税） 

Non Domestic Rate 

ﾉﾝ･ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾚｲﾄ  （国税） 

Non Domestic Rate 

ｶｳﾝｼﾙ･ﾀｯｸｽ （地方税） 

Council Tax 
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ア 期限なしに課税対象外となる資産 

（ア）学生だけで居住している資産（学生寮を含む） 

（イ）18歳以下の者のみが居住している資産 

（ウ）精神病患者のみが居住している資産（介護施設等は除く） 

（エ）外交官及び外国軍関係者滞在施設 

（オ）王室資産 

 

イ 期限付きで課税対象外となる資産 

（ア）居住に適する環境を整えるのに大がかりな工事を必要とした資産（工事終了後１年間） 

（イ）家具等も設置されず空き家となっている資産（１年間。従来は６ヶ月だった） 

（ウ）所有者の死後、占有されていない資産（６ヶ月間） 

 

ウ 占有状態にない期間のみ非課税となる資産 

（ア）通常の居住者が収監中で居住していない資産 

（イ）通常の居住者が入院（介護施設を含む）中で居住していない資産 

（ウ）通常の居住者が他人の看護を行うため居住していない資産 

（エ）破産管財人の管理下にある資産 

（オ）法律で占有が禁止されている資産若しくは競売に掛けられる資産 

 

（２）資産評価 

居住用資産の評価はイングランド及びウェールズにおいては内国歳入庁評価事務所(Inland 

Revenue’s Valuation Office Agency)により行われる。 

また今回のカウンシル・タックスの導入に伴い、従来型の各資産の個別評価とは異なる価格

帯方式（Banding System）が採用され、これにより、評価コストの削減が図られている。 

 

 ア 評価事務所 

同事務所は、内国歳入庁のエージェンシーであり、同事務所の長である事務総長（Chief 

Executive）がその運営について全面的に責任を負う。また北アイルランドを除く全国に 80 の事

務所と約4,000人の職員を有する。 

「1992年地方財政法」では、内国歳入庁の委員（Commissioner）に評価業務の責が課され、委

員はその責を評価事務所に委譲することができるとされている。その結果、実際の評価業務は

評価リスト員（listing officer）若しくは同事務所と契約を結んだ民間業者が評価業務を行ってい

る。 

なお作成された評価リストは原本が評価事務所で閲覧に供されるとともに、写しが各地方自治

体へ送付され、それも閲覧に供される。 

 

イ 課税評価基準 

カウンシル・タックスの課税評価基準は、1991 年４月１日現在の居住用資産の資産価値



 81 

（capital value）である。 

ここで言う資産価値とは、当該資産を以下のようなある一定の前提条件の下にあるとみなした

上で、1991年４月に市場で売買した際に見込まれる価格を指す。 

 

（ア）空き家の状態であること 

（イ）家の場合は自由保有権つきであること 

（ウ）フラットの場合は99年賃借権つきであること 

（エ）適当な修繕が行われていること 

（オ）1993 年４月１日以降、住居の大きさやレイアウト等の住居にかかる諸要因や地理的環境

について変更がないこととすること115 

 

但し、実際の評価は全ての資産を詳細に評価しているのではなく、市場における実際の近隣

の類似資産売却価格を参考に評価している。 

 

ウ 評価額の変更 

以下のような場合、評価額の変更が可能である。但し、変更の場合でも、その評価は 1991 年

４月１日に売却したと想定したものである。 

 

（ア）住居の一部が破壊状態にある場合や地域の物理的状況の変化、または身体障害者の

使用のために住居の一部を改造した場合等による資産価値の減少が認められる場合 

（イ）住居の一部の商業用目的での利用を開始若しくは中止した場合や、その使用比率に変

更が生じた場合 

（ウ）改築等により住居の価値が上昇し、その後その資産が売却された場合 

 

エ 申し立て 

納税者は、納税通知書に記載されている納税額について不服がある場合、申し立てを行うこ

とができる。この不服とは具体的には、当該居住用資産が非課税扱いや軽減対象であると考え

る場合等である。 

まず、納税者は書面で自らの自治体に申し立てを行い、それに対して自治体は２ヶ月間再考

の期間が与えられる。 

この後、自治体からの回答に不服がある場合や２ヶ月以内に自治体が回答しなかった場合は、

納税者は評価審判所（Valuation Tribunal）に申し立てができる。 

更に、評価審判所の判決に不服がある場合は土地審判所（Lands Tribunal）及び高等法院

（Higher Court）へと上訴できる。 

 

                                                 
115 但し、その変更について、評価リスト上に掲載された場合は、その時点からその変更が有効

となる。 
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オ 評価替え 

カウンシル・タックスについてはノン・ドメスティック・レイトとは異なり、資産の定期的再評価の

規定が法律上無いため、現在も1991年４月時点での評価額を課税基準としている。 

そこで現在、新地方自治法案により政府は、カウンシル･タックスの対象となる居住用資産の

評価替えを最低10 年に 1回は行うよう、法定化することにしている（2005 年実施見込み）。これ

により、納税者がその居住している資産の現状の適正価格に基づいて納税することが期待され

るとともに、地方歳入の強化も見込まれている。 

   

（３）納税義務者 

納税義務者は通常以下の占有者であるが、ある一定の条件下で所有者が納税義務者となる

（居住用資産が空き家の場合）。また所有者と賃借人が同一の居住用資産に住んでいる場合は、

所有者が納税の義務を負う。 

ア 居住者であり、かつ自由土地保有権を有する者 

イ 居住者であり、かつ定期不動産権を有する者 

ウ 居住者であり、かつ法定上の賃借権又は安定した賃借権を有する者 

エ 居住者であり、かつ契約に基づく占有権を有する者 

オ 居住者 

 

（４）価格帯 

前述のように、価格帯はカウンシル・タックスの導入と同時に導入された制度である。次ペー

ジ図表５－２－２のようにＡ～Ｈまでの８つの価格帯(Bands)で構成され116、資産評価された居住

用資産は全ていずれかの価格帯に位置づけられる。 

この方式の導入により、従来のレイトとは違い、個々の居住用資産の価格について細かく評

価する必要がなくなり、評価コストの削減が図られている。 

また図表５－２－２にある価格帯間の税額の比率については、「1992 年地方財政法」により決

められており、税率格差は最大で３倍となっている。これについては、地方自治体に変更する権

限はなく、政府にその権限が委ねられており、国務大臣には単年度に限り価格帯間の税額の比

率を変更できる権限が与えられている。 

なお、上述した新法案ではカウンシル･タックスの価格帯を現行の８つから変更する権限を政

府自身に付与することにしており、同法案が成立すれば今後この問題に関して政府は新たな立

法作業を行う必要がなくなる。 

                                                 
116 当初案では７つの価格帯であったが、資産家優遇との批判から８つ目のHが加えられた。そ

の結果、税率の格差も当初の2.5倍から３倍へと拡大されることになった。 
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【図表５－２－２ イングランドにおける資産価格帯】 

価格帯 資産評価額（ポンド）税額の比率
Ａ ～40,000 6
Ｂ 40,001～52,000 7
Ｃ 52,001～68,000 8
Ｄ 68,001～88,000 9
Ｅ 88,001～120,000 11
Ｆ 120,001～160,000 13
Ｇ 160,001～320,000 15
Ｈ 　　320,001～ 18  

 

（５）カウンシル・タックスの算出 

カウンシル・タックスの税額の算出については、政府が定める価格評価帯に基づく税額の比

率があるものの、最終的な税額の決定は地方自治体に委ねられている。117 

しかしその算出方法については「1992 年地方財政法」により以下のような算出方法が定めら

れている。 

まず住民サービス費用としてそれに係る収入を控除した純支出（Net Current Expenditure）を

計算し、これに純資本費用（公債費から財務収入を控除したもの）、他会計への繰入額、カウン

シル・タックス手当給付額等を加算して総経常支出（Gross Revenue Expenditure）を算出する。 

この総経常支出から特定補助金を控除し、積立金の取り崩し額等を調整した額が予算所要額

であり、これから地方交付金と警察補助金、ノン・ドメスティック・レイトを差し引いた額が当該自

治体のカウンシル・タックス所要額となる。 

次にこのカウンシル・タックス所要額を、当該自治体の全居住用資産をＤ価格帯として税率格

差を用いて換算した課税資産数（Council Tax Base）で除し、Ｄ価格帯の税額を決定する。 

そして最後に、価格評価帯の税率格差に基づいて各価格帯の税額が決定され、必要に応じ

て納税者に対して各種減免措置が講じられる。 

 

【図表５－２－３ １居住用資産当たりのカウンシル・タックス平均額】118 

（単位：ポンド）

1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

大ロンドン域 561 593 628 668 713 764

大都市圏域 511 551 590 621 650 684

ユニタリー圏域 510 524 565 602 639 680

カウンティ圏域 533 570 638 689 735 781

イングランド全体 530 564 613 656 697 741

ウェールズ 374 400 448 488 543 575  

 

（６）軽減措置 

カウンシル・タックスの軽減措置として以下の３つの方法が採られている。 

                                                 
117 但し、政府による一定の規制がある。 
118 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
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ア 税率の軽減 

次の事項に該当する場合は各種税率の軽減が適用される。 

（ア）100％軽減 

ａ 居住に適さない資産119 

 

（イ）50％軽減 

ａ セカンドハウスを含む占有者のいない資産120 

 

（ウ）25％軽減 

ａ 占有者が1人の資産 

ｂ 占有者のうち1人を除き全員が以下の要件に該当する資産 

（ａ）「精神衛生法（Mental Health Act）」に基づき、拘留されている 

（ｂ）重度精神障害者 

（c） 学生（全日制）、看護学生、職業訓練中の25歳以下の青年、技能見習 

（d） 18歳以上だが、児童手当（child benefit）を受けている青少年（児童手当は通常16歳以下

のすべての子供を対象に給付されるが、例外的対象もある。具体的には、18 歳以下で公

的な職業訓練等を受けているものや19 歳以下である一定レベル以上の教育を受けてい

る者が挙げられる。） 

（ｅ）収入のない聖職者 

（ｆ）入院若しくは介護施設へ入所中の患者 

（ｇ）ホステル等の一時宿泊施設の滞在者 

（ｈ）何らかの手当てを受けている者を対象に週35時間以上介護している等の介護従事者 

（ｉ）収監中若しくは拘置中の者121 等 

 

イ 価格帯の１段階引き下げ 

身体的障害者用に改造されたとみなされる以下の用件に該当する居住用資産については、

価格帯が１段階下げて課税される。但し、評価リスト上は本来の価格帯上に掲載される。 

 

（ア）身体的障害者が主に使用する特別の部屋（浴室、台所、トイレを除く）がある 

（イ）身体障害者用の浴室若しくは台所がある 

（ウ）住居内部に車椅子が利用できる十分なスペースがある 

                                                 
119 実際2001年の洪水により被害を受けた居住用資産は最低６ヶ月間の減免措置を受けた。 
120 但し、新法案では現在の地方自治体が有するセカンドハウスに対するカウンシル･タックスの

軽減裁量権の拡大を提案しており、その場合の軽減率は10％～100％とされている。また長期

間空き家の居住資産に対しても、その減免の打ち切りの裁量が地方自治体に付与される予定

である。なお、ウェールズではその空き家が調度品付きの場合は、各地方自治体に25％減免か
減免なしかの裁量権が与えられている。 
121 但し、罰金やカウンシル･タックスの未払いにより収監されている者を除く。 
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 ウ カウンシル・タックス手当（Council Tax Benefit） 

低所得者に対しては納税財源給付措置としてその所得に応じてカウンシル・タックス手当が

支給される。122これには、本人の所得に応じて最大 100％までの手当が支給される主要給付と

同居人の所得水準に応じて最大 25％まで支給が受けられる第二成人給付とがあり、選択するこ

とができるが、適用には納税者の申請が必要である。また、主要給付は減免措置と併用できる

が、第二成人給付は併用できない。 

なお、1998 年４月からは、Ｆ、Ｇ及びＨの価格評価帯に該当する居住用資産に居住する納税

者に対しては、価格帯Ｅまでの額しか手当として支給されないようになった。 

 

（７）徴税事務 

地方自治体は実際の徴税を行う徴税自治体（Billing Authority）と徴税自治体に自己のカウン

シル・タックスの徴税を依頼する徴税命令自治体（Precepting Authority）とに分けられる。 

徴税自治体としてはディストリクトやロンドン区、シティの基礎自治体とユニタリーや大都市圏

ディストリクトの一層制の自治体があり、カウンティや GLA の広域自治体及びパリッシュやコミュ

ニティ・カウンシルは徴税命令自治体である。また警察や消防の事務組合も徴税命令自治体で

ある。 

徴税自治体は徴税命令自治体が発行する徴税命令書（precept）を考慮して徴収すべき税額

を決定し、徴収する。徴税された額は、徴収基金会計（Collection Fund Account）へ納められ、

その後各徴税命令自治体へ納付される。 

なお徴税率についてであるが、2001 年度のイングランドの地方自治体については会計年度

末の段階で96.1％（約128億4,000万ポンド）であった。 

 

（８）ギア効果 

上述したようにイングランド及びウェールズの地方自治体の経常収入に占めるカウンシル・タ

ックスの割合は約20％であり、自主財源の割合は低い。したがって地方自治体が標準支出査定

額（Standard Spending Assessments、以下「SSA」とする）123を超えて経常支出を１％増加させた場

合、カウンシル・タックスは５％の増税となってしまう。このように歳出のわずかな増減がカウンシ

ル・タックスに対して拡大した影響を及ぼすことを「ギア効果（Gearing Effect）」と呼ぶ。 

 

（９）最近の動き 

 ア キャッピング（Capping）制度の廃止 

1985 年に「1984 年レイト法（Rates Act 1984）」に基づき、地方税に対するキャッピング

（Capping）制度が導入された。これにより国務大臣はレイトの上昇が大きいと認められる地方自

治体に対して、その上昇を抑える権限が与えられた。 

                                                 
122 これに対して地方自治体にはカウンシル・タックス手当給付補助金（Council Tax Benefit 
Subsidy）が政府より支給されている。 
123 第５章第３節２を参照。 
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しかし、1993 年のカウンシル・タックスの導入に伴い、「1992 年地方財政法」に基づき、キャッ

ピング制度は従来の地方税の伸び率に対するものから、政府が定める SSA を基準に地方自治

体の予算の伸び率の上限を設定するものへとその性格を変えることとなった。 

この予算に対するキャッピングに関しては、事前に適用基準を政府が公表することが法律に

より義務づけられており、ほとんどの地方自治体（パリッシュを含む）はその種別毎に同一の基

準で一律にキャッピングを課せられていた。なおその手続きの流れについては以下のとおりで

あった。 

 

しかし同制度は、健全財政の確保という点で一定の効果を上げたものの、真に必要な歳出が

予算に計上できず、行政サービスの質の低下を引き起こしているという批判が、地方自治体から

なされていた。 

これに対して、1997 年に政権の座に就いたブレア労働党政権は、選挙公約に従って「1999

年地方自治法（Local Government Act 1999）」により2000年４月１日よりキャッピング制度を廃止

した。しかし同時に、地方自治体の歳出をコントロールするための新しい手段としてカウンシル･

タックスの過度な上昇を抑えるための制度を採用している。 

具体的には、政府が毎年度税率上昇率制限の目安となる税率上昇率をガイドラインとして事

前に公表し、これを超過した地方自治体に対しては当該年度及び中期的な歳出見通しや行政

運営の効率性を考慮した上で、国務大臣は税率制限権を行使できるとともに、超過自治体に対

しては政府が地方自治体に交付するカウンシル・タックス手当給付補助金（Council Tax Benefit 

Subsidy）の原資を求めることができるとされている。 

なお、2000年度及び 2001年度の政府が定めた税率上昇率は 4.5％であり、これを超過した

地方自治体もかなりあったが、国務大臣による税率制限権の行使にまでは至っていない。 

更に、2001年12月公表の政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い公共サー

ビスを（Strong Local Leadership － Quality Public Services）」において政府は、上述の税率制

限権についても将来的に廃止することを認めたが、早期全面導入には慎重であり、当面はこの

ガイドラインによる伸び率の管理政策を包括的業績評価制度（Comprehensive Performance 

（ア） 政府が暫定のキャッピング値を公表、修正 

                ↓ 

（イ） 最終キャッピング値及びキャッピング対象地方自治体名、純歳出予算上限額を

公表  

                ↓ 

（ウ） 地方自治体による予算の修正若しくは政府への不服申立て 

                ↓ 

（エ） 政府による対象地方自治体の最終キャッピング額の公表 

                ↓ 

（オ） キャッピングを受けた地方自治体による予算の組替え 
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Assessment）124下での高実績（high-performing）自治体については適用しないことだけにすると

している。 

 

イ カウンシル・タックスの税率決定方法 

上述したようにカウンシル・タックスの税率は「1992年地方財政法」で定められている一定の順

序に従って算出される。しかし、最近政府が地方財政を含めた地方自治行政全般への住民参

加を強く押し進めているのを受け、一部の地方自治体ではカウンシル・タックスの税率決定につ

いても何らかの住民参加の方式を採用している。 

この住民参加の一方法としての住民投票は、1998 年７月の政府の政策報告書「近代的な地

方自治へ 住民との触れ合いの中で(Modern Local Government : In Touch with the People)」に

おいて「政府は、自治体が住民に発言する機会を与えるための重要な手段として、住民投票を

行うことはもっともなことであると見ている。政府は、自治体に住民投票を行う権限を認めるため

の法案を提出するだろう。ただし、特別な場合を除いて強制や義務にはしないつもりである。地

方自治体は、特に地方で議論されている問題や主要な地域開発のような問題を直接、地域住

民に問いかけるための手段として、住民投票を利用することを望んでいるのかもしれない」の記

述を受けて行われている。またその法的根拠は、「1972 年地方自治法（Local Government Act 

1972）」の第141 条「各地方自治体は、自治体に関する様々な事柄について、情報を収集したり、

調査を行ったり、管理するための権限がある」に求められる。125 

具体的には、ブリストル（Bristol）やミルトン・キーンズ(Milton Keynes)126、 ロンドン・バラ・クロイ

ドン（London Borough Croydon）127で実施されており、以下ブリストルの例を紹介する。 

ブリストルにおいては2001年１月から２月に予算に関して、カウンシル・タックスの引上げを諮

る住民投票を行ったが、選択肢は、以下のとおりであった。 

 

（ア）６％の引上げ、220万ポンドの支出を学校予算に投資する。 

（イ）４％の引上げ、現在のサービスを維持するが、教育予算については国からの追加補助金

を充てる必要がある。 

（ウ）２％の引上げ、220万ポンドのサービスをカットする。 

（エ）引上げは行わず、450万ポンドのサービスをカットする。 

  

                                                 
124 第８章第５節を参照。 
125 なお、2002 年度に入り、新地方自治法案ではカウンシル･タックスを含めた地方自治体に関

する広範な問題について住民投票の実施を提案している。また、カウンシル・タックス等にかか

る問題についての住民投票を含めた住民との協議方法についての協議書が公表されている。 
126 ミルトン・キーンズでは、住民投票の結果、9.8％のカウンシル・タックスの引き上げとなった。

なお提案は、５％、9.8％、15％の引き上げの３つであった。 
127 クロイドンでは自治体側が予想していた上昇率（6.65％）への支持は10％以下に終わり、約

74％の支持を集めたのは最低上昇率（3.65％）であった。 
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投票の結果は、以下の図表５－２－４のとおりであるが、約 54％の圧倒的な支持によって、カ

ウンシル・タックスの引上げは凍結されることとなった。また最終投票率は、40.2％で通常の地方

選挙より約７％高い結果であった。 

なお同自治体では、昨年度の住民投票の結果、上昇率が０％に終わったのを反省し、今年

度は住民投票を実施しなかった。その代わり、住民パネルで協議を行い、その最終協議結果で

ある６％の上昇率を採用している。 

 

【図表５－２－４ ブリストル住民投票結果】128 

案 内 容 投票数 得票率 

a ６％引上げ 19,841 17.36％ 

b ４％引上げ 20,829 18.22％ 

c ２％引上げ 11,962 10.47％ 

d 引上げなし 61,664 53.95％ 

 合   計 114,296 100.00％ 

 

３ ノン・ドメスティック・レイト 

上述したように、ノン・ドメスティック・レイト（Non Domestic Rate）は、居住用資産以外の資産に

課せられる税金で、1990年にサッチャー保守党政権により「1988年地方財政法」に基づきコミュ

ニティー・チャージの導入とドメスティック・レイトの廃止にあわせて国税化された。 

同税は地方自治体などの徴収団体が徴収した後、一旦国庫に納められ、その後各地方自治

体の成人人口数に応じて分配される国税譲与税である。イングランドの地方自治体へは1999年

度で約136億ポンドが給付されており、補助金に占める割合は約16％である。 

なお同税は統一ビジネス・レイト（Uniform Business Rate : UBR）やナショナル・ノン・ドメスティ

ック・レイト（National Non Domestic Rate : NNDR）とも呼ばれる。 

 

 （１）課税対象 

同税の課税対象は居住用以外の資産（約160万）であり、占有者が納税者とされる。129なお非

課税対象となっている資産には次のようなものがある。 

 

ア 非課税となる資産 

（ア）農業用資産 

（イ）養魚場 

（ウ）灯台 

（エ）宗教礼拝施設 

（オ）下水施設 

（カ）障害者用施設（住居、訓練、福祉サービス提供施設を含む） 

                                                 
128 BBCオンラインニュース http://news.bbc.co.uk/に基づき、作成。 
129 なお占有者がない場合は所有者が納税者となる。 
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（キ）無料提供されている市民公園 

（ク）エンタープライス・ゾーン内の施設 

（ケ）空襲防御施設 

（コ）船舶係留施設 

（サ）償却資産 

（シ）占有者のいない資産130 

 

イ 税率軽減となる資産 

（ア）チャリティー団体の占有している資産は 80％軽減され、地方自治体の裁量により全額軽

減も可能である。131 

（イ）非営利団体に対して、地方自治体は100%まで軽減を行う裁量を有する。132 

（ウ）2001 年４月からは、農場にある非農業用小規模ビジネスの資産（評価額 6,000 ポンド以

下）についても５年間50％軽減されることとなった。133 

（エ）人口3,000人未満の集落にある、評価額6,000ポンド未満の地域唯一の雑貨店、郵便局、

食料品店、地域社会のために利用されていると考えられる同地域内での他の資産（評価

額12,000ポンド未満）については50％軽減される。134 

 

 （２）資産評価 

非居住用資産の評価はイングランド及びウェールズにおいては内国歳入庁評価事務所

(Inland Revenue’s Valuation Office Agency)により行われる。但し実際は、評価員（Valuation’s 

Officer）若しくは委託された民間企業が行っている。 

評価は基本的に当該資産の１年あたりの賃貸料を基準に行われるが、賃貸料の算出が困難

な資産等は当該資産の資本価値に基づいて行われる。 

この際の賃貸料は「1988 年地方財政法」に基づき、占有者が税金、修繕費、保険及びそのほ

かの維持経費を負担すると仮定した場合の価格とされている。しかし、「1999 年レイト評価法

（Rating Valuation Act 1999）」がこのうち修繕費について、修繕が経済的に不合理と考えられる

場合は除くとしている。 

この評価は資産ごとに近隣資産の市場での実際の賃貸料に基づいて行われ、その結果は評

価リストに掲載される。この評価リストの写しは、徴税自治体に送付され、そこで閲覧に供される。

もちろん、評価事務所の地方事務所等でも閲覧できる。 

                                                 
130 使用されなくなってから最初の３ヶ月間は免税となり、それ以降は50％軽減される。なお一
部の資産（工業用資産、法律により占有できない資産、保存通告の対象となっている資産、破

産・清算等法的手続き中の企業の資産、清算人がその資格として占有している資産、資産評価

額が1,900ポンド（2000年度）未満の資産等）については４ヶ月目以降も免税となる。 
131 但しその場合は、残り20％のうち、3/4を当該自治体が負担しなければならない。 
132 この場合は、軽減額の1/4が当該自治体負担となる。 
133 これについても地方自治体の裁量により 100％まで軽減できる。 
134 これについても地方自治体の裁量により 100％まで軽減できる。 
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なお、評価期間中、通常評価事務所より、占有者に対して当該資産にかかる質問状が送付さ

れる。これは、評価事務に利用するもので、受け取った者は必ず記入して返信しなければなら

ない。 

 

ア 評価額の変更 

以下のような場合、評価額の変更ができる。 

（ア）当該資産の一部が破壊状態にある場合や地域の物理的状況の変化等による資産価値

の減少が認められる場合 

（イ）当該資産の改築により資産価値が向上したと認められる場合 

（ウ）当該資産の用途が変更された場合 

（エ）納税者からの申し立てにより、評価額の変更が評価審判所若しくは高等法院で認められ

た場合 

 

イ 申し立て（Appeal） 

納税者は、自らが納めるべきノン・ドメスティック・レイトの対象となる資産の評価額に問題があ

ると考えた場合や資産評価後に当該資産の用途の変更等の評価額の変更にかかる条件に該

当すると考える場合、納税通知書と評価リスト上の評価額が異なる場合等において、書面で評

価員に対して申し立てを行うことができる。 

評価員との交渉が円滑に進まない場合、独立組織である評価審判所が関係者の意見聴取し

た結果、判断を行う。もし、その判断に不服がある場合は、４週間以内に土地審判所へ、その判

決にも不服の場合は高等法院へ上訴できる。 

なお、申し立ての結果その主張が認められても、その及ぶ範囲は当該年度以降である。すな

わち、2001年４月に申し立てをしても、その効力は2000年度には及ばない。 

 

ウ 評価替え 

ノン・ドメスティック・レイトについては、その国税化に合わせて行われた1988年の評価替え以

降（当時は1973年以来行われた。）、「1988年地方財政法」に基づき1993年、1998年と５年ごと

に定期的に行われている。なお現在は、1998年の評価替えが2000年度より適用されている。 

  

（３）税率 

税率（乗数（multiplier、poundage）と呼ばれ、評価額１ポンドにつき何ペンスと設定される。）は

イングランド、ウェールズ、スコットランド毎に毎年定められるが、具体的には政府が前々年９月

と前年９月の小売物価指数を比較した上昇率によって決定され、インフレ率を超える上昇はなく、

比較的安定したものとなっている（2000年度で41.6ペンス）。 

すなわち、前年度と当該年度のノン・ドメスティック・レイトの合計額は、物価上昇による上昇分

を除き、同じでなければならないとされている。 

そのため、近年は英国の景気が好調のため、税率は1999年度の48.9から2000年度の41.6

と落ちている。なお、評価額10,000ポンド以下の資産については0.9％税率が軽減される。 
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《具体例》 2000年度に資産評価額1,000ポンドの商業用資産の占有者が支払うノン・ドメステ

ィック・レイトの金額は 

1,000×（0.416-0.009）＝407ポンド となる。 

 

ア 税率の緩和 

経済の安定という視点から、５年毎の評価替えにともなう大幅な税額の変更を抑制するため、

政府は移行緩和措置（transitional relief）を採用している。 

その内容は、評価替えに合わせて５年ごとに作成される移行緩和計画（transitional relief 

scheme）に示され、2000 年度からの５カ年計画では以下の図表５－２－５のようになる。すなわ

ち、2001年度を例に取ると、評価額12,000ポンド（GLA内の場合は18,000ポンド）以上の大規

模資産については税額の最大上昇率が 15.0％、最大下降率が 2.5％、それ以外の資産につい

ては税額の最大上昇率が 7.5％、最大下降率が5.0％に制限されるのである。 

 

【図表５－２－５ 2000～2004年度移行緩和計画】135 
年度 最大上昇率（大規模） 最大下降率（大規模） 最大上昇率（その他） 最大下降率（その他） 

2000 12.5％ 2.5％ 5.0％ 5.0％ 

2001 15％ 2.5％ 7.5％ 5.0％ 

2002 17.5％ 5.0％ 7.5％ 10％ 

2003 17.5％ 7.5％ 7.5％ 12.5％ 

2004 17.5％ 15％ 7.5％ 25％ 

 

 《具体例》 あるGLA外の店舗は1999年度には2,000ポンド（評価額4,090ポンド、税率48.9）

のノン・ドメスティック・レイトを納めていた。2000 年度からは、新評価額が適用され、その額は

5,289ポンドであった。なお2000年度の税率は 41.6である。また物価上昇率は1.1％とする。 

これに基づき通常計算すると、2000年度の税額は 

5,289×0.416＝2200.224 となる。 

しかし、この額は昨年度からの上昇率が約10％であり、移行緩和計画上の最大上昇率の5％

を超える。 

そこで以下のような算出方法を用いると、当該店舗が納めるノン・ドメスティック・レイトの額は 

2,000×1.05（最大上昇率）×1.011（物価上昇率）＝2,123.10ポンド となる。 

 

 （４）徴税 

同税の徴税についてであるが、徴税自治体であるユニタリーや大都市圏ディストリクト、ディス

トリクト、ロンドン区、シティが行う。一旦徴収された額は、徴収基金会計へ納められ、徴税費用を

控除した後、政府のノン・ドメスティック・レイト基金（Non Domestic Rate Pool）へ納付される。 

また公営事業体等の大企業に関しては、政府が直接徴収している（1999 年度で全体の約

７％）。 

この後政府は、各地方自治体の成人人口数に応じて同税を分配するのだが、これには警察

                                                 
135 http://www.detr.gov.uk/に基づき、作成。 
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や消防に関する組織も含まれる。 

但し、実際は徴税自治体の徴収額と分配金が比較され、徴収額の多い場合はその差額が国

庫へ納められ、その逆の場合は差額が政府から交付される。 

 

（５）交付額の算定 

交付額は基本的には各地方自治体の成人人口に基づいて算出される。しかし、二層制を採

用している地域等、同一地域に複数の地方自治体（カウンティやディストリクト、警察等）が存在

する地域については、各地方自治体のタイプ別の SSA の合計額を基に以下のような方法でそ

の分配額を決定している。なお、このような地域と一層制の自治体を比較した場合、複数地域の

１人当たりの交付額の合計と一層制の自治体の１人当たりの交付額は同一となる。 

 

 《具体例》 カウンティ、ディストリクト、警察が混在する地域でのディストリクトへの交付額算出

方法 

成人人口１人当たりの分配額＝（ノン・ドメスティック・レイトの合計額／イングランド成人人口

の合計）×｛全ディストリクトのSSA 合計額／（全カウンティのSSA 合計額＋全ディストリクトのSSA

合計額＋全警察自治体の SSA 合計額）｝ 

当該ディストリクトへの配分額＝ 成人人口１人当たりの分配額×当該自治体の成人人口数 

 

（６）ノン・ドメスティック・レイトの今後 

現ブレア労働党政権は 1997 年の総選挙の際に現在国税化されているノン・ドメスティック・レ

イトを再度地方税化することを公約として掲げていたが、現在では同税の国税化を維持するとの

姿勢を明確にしている。 

一方で政府は地方自治体に対して一定の範囲内での同税への追加的上乗せを自由に裁量

で行うことができるよう、政策報告書で提案している。具体的にはアメリカ合衆国で幅広く採用さ

れているビジネス改善地区（Business Improvement Districts、以下「BIDs」とする）制度の採用と

ビーコン・カウンシルへの裁量権の付与である。 

BIDs とは、地方自治体内のある地域の再活性化について、同地域内の企業と地方自治体が

結ぶパートナーシップの１つである。このパートナーシップにより、企業は地域再活性化の資金

として、一定の付加されたノン・ドメスティック・レイトを負担することになるが、それを財源とした

同地域の再活性化施策の決定について投票権を有することになる。なお現時点では同制度は

法制化されていないため、一部の地方自治体では企業が自主的に資金を拠出するかわりに、

その資金を財源とする地域活性化に繋がる付加的サービスについて必ず当該自治体と企業が

協議を行う形で擬似的なBIDｓが実施されている。なお新地方自治法案ではBIDsの法定化が提

案されている。 

 

第３節 補助金 

政府からイングランドの地方自治体へ交付される補助金は、歳入会計及び資本会計双方で

1999 年度約 509億ポンドに上り、これはイングランド全地方自治体の収入の約60％を占める。
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補助金は地方自治体がその使途を限定されない交付金（地方交付金、ノン・ドメスティック・レイト、

SSA 減額補助金（SSA Reduction Grant）136とその使途が特定される特定補助金（specific grant）

に分けられる。 

また特定補助金は、経常特定補助金（Revenue Specific Grants）と資本特定補助金（Capital 

Specific Grants）に分けられ、前者は更にAEF内特定補助金（Specific Grants within AEF）とAEF

外特定補助金（Specific Grants outside AEF）、住宅会計助成金（Housing Revenue Account 

Subsidy）に３分される。 

なおAEFとは、統合外部財源（Aggregate External Finance）の略称であり、地方交付金、ノン・

ドメスティック・レイト、AEF内特定補助金で構成される。 

 

１ 補助金の歴史 

 

 （１）補助金の創設～国庫平衡交付金 

英国で政府から地方自治体への最初の補助金が導入されたのは 1835 年のことである。その

補助金の趣旨は、囚人の移送にかかる補助であった。 

その後も地方自治体への業務の移管に伴い、警察や教育等の分野に補助金は拡大された

が、これらは全て目的の定まった特定補助金で、地方自治体の実績に応じて補助金は交付され

た。 

こうした中、政府は地方自治体への永続的な補助金システムとして、「1888 年地方自治法

（Local Government Act 1888）」に基づいて、「指定歳入制度（assigned revenues）」を導入した。

同制度は、国税の免許税の 100％と遺言者動産税の 40％を各地方自治体に従前の特定補助

金の額に応じて分配する制度であった。しかし、２年後にウイスキー税やビール税が同制度に

加えられたにもかかわらず、その後の地方行政の拡大に伴う資金需要に追いつくことができず、

地方自治体の政府補助金への依存は深まるばかりであった。 

そして「1929年地方自治法（Local Government Act 1929）」により、指定歳入制度は廃止され、

大部分の特定補助金も包括補助金（block grant）である一般国庫交付金（General Exchequer 

Contribution）137へと移行された。しかし同補助金もうまく機能せず、「1948 年地方自治法（Local 

Government Act 1948）」によって国庫平衡交付金（Exchequer Equalization Grant）が導入され

た。 

同交付金はその目的を財源不足の地方自治体への財源調整とし、ある一定以上の財政力の

ある地方自治体へは全く交付されなかった。また、各地方自治体毎への交付額は実際の税収

が標準税収を下回る比率に地方自治体の実支出額を乗じる方法で決定された。 

  

 

                                                 
136 2002年度より廃止された。 
137 各地方自治体へは各自治体人口を（１）５歳未満幼児数、（２）１人当たりの課税標準額、（３）

失業者数、（４）道路１マイル当たりの人口数で補正した補正人口に応じて分配された。 
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 （２）レイト補填補助金と一般補助金 

国庫平衡交付金は地方自治体の歳入の均衡化では成功したものの、国の財政を圧迫しただ

けでなく、地方自治体による歳出の削減や効率的な財政運営への支障になるという問題点が提

起された。またその一方で、特定補助金の増加は続いており、政府は「1958 年地方自治法

（Local Government Act 1958）」に基づき、国庫平衡交付金をレイト補填補助金（Rate Deficiency 

Grant）へと移行し、特定補助金を一般補助金（General Grant）として包括した。 

レイト補填補助金は国庫平衡交付金に上限を設けた制度であり、これにより自治体間の歳入

調整を行うこととした。また一般補助金は以下の式に基づき地方自治体へ配分され、需要調整

の機能を果たした。 

 

一般補助金配分額＝基本配分（Basic Share）1 3 8＋追加配分（Supplementary Share）1 3 9－レイト

収入控除（Rate Product Deduction）1 4 0  

 

 （３）レイト援助交付金 

「1966年レイト法（Rates Act 1966）」により居住用資産に対して一律の軽減税率が適用される

のを受け、政府は地方自治体の財源補填の必要が生じた。そこで、政府は更なる補助金の再編

成を行うこととし、「1966年地方自治法（Local Government Act 1966）」により、レイト援助交付金

（Rate Support Grant）を創設した。 

同交付金は財源要素（Resources Element）、需要要素（Needs Element）、住宅用レイト要素

（Domestic Element）の３つから構成された。政府はあらかじめ設定した交付総額を各要素ごとに

分配し、更に各地方自治体へは、要素ごとの公式で算出された金額の合計を配分した。 

しかし同交付金が実需要を反映していないとの地方自治体の不満は高まり、1974 年に需要

要素と財源要素を抜本的に改正した。 

更に 1981 年には「1980 年地方自治・計画・土地法（Local Government, Planning and Land 

Act）」に基づき、包括補助金制度(Block Grants System)が導入された。この制度は、需要要素と

財源要素を合わせたレイト援助交付金の１要素を占めるものであり、歳出水準が高ければ交付

額が減少する制度であった。すなわち、地方自治体の実支出額が標準支出である補助金関連

支出（Grant Related Expenditure、以下「GRE」とする）を超過した場合に、その超過規模に応じ

て乗数の変化141により補助金関連税率（Grant Related Poundage）が上昇するという制度である。

また、実支出額がGRE を下回った場合は、逆に交付額は増加する。なおその配分公式は以下

のとおりである。 

 

                                                 
138 15歳以下の児童数を加重した人口数を配分基準とする。 
139 ５歳以下児童数、65歳以上高齢者数、人口に占める生徒率、人口密度、道路延長1マイル

当たりの人口、人口減少率、ロンドンの高物価補正の各項目により決定される。 
140 課税標準総額×標準税率（12ペンス）で求められる。 
141 超過額がGREの10％未満の場合は 0.06、10％以上の場合は 0.075と設定された。 
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しかし同補助金にも様々な弊害が確認されるとともに、特にその複雑性が指摘され、制裁機

能のない地方交付金が1990年より導入された。 

またその一方で 1990 年代に入り、各地方自治体が政府に競争を伴う申請（bid）を行い、その

内容に応じて補助金を獲得するチャレンジ補助金（Challenge Fund）も次々 と創設された。これ

は特定補助金の1種であり、特に有名なのが、単一振興補助金（Single Regeneration Budget）142

である。この他に地方バス・チャレンジ（Rural Bus Challenge）や シティ・チャレンジ（City 

Challenge）、 資本チャレンジ（Capital Challenge）等があり、特定補助金の約 25％がこのチャレ

ンジ補助金に現在ではなっている。 

 

２ 地方交付金（Revenue Support Grant） 

地方交付金は、「1988 年地方財政法」に基づき、1990 年４月から従来のレイト援助交付金に

代わって導入された交付金である。 

同交付金は、行政需要に係る費用及び当該地域における租税力などを比較し、その差額を

一般財源として補充するとともに、地方自治体ごとのカウンシル・タックスの地域間格差を抑える

ことを狙いとしている。 

イングランドの地方自治体へは1999年度で約199億ポンドが給付されており、補助金に占め

る割合は約23％である。 

 

（１）地方交付金総額の決定 

政府はまず国や地方自治体、他の公営企業を含めた全公共部門の支出計画である公共支

出計画（Public Spending Plans）を作成する。同計画は1998年より定期的に全部門を対象にした

「歳出見通し（Spending Review）」143に基づき作成され、翌３カ年分の支出計画額を示しており、

財務省から公表される。同計画には、政府が望ましいと考える地方自治体の一般会計に係る支

出である標準支出総額（Total Standard Spending : TSS）と標準支出査定額（Standard Spending 

Assessments : SSA）の総額（実際は統合外部財源（AEF））が含まれる。 

標準支出総額（TSS）と標準支出査定額（SSA）の関係は以下の式で表される。 

 

標準支出査定額（SSA）の総額＝標準支出総額（TSS）―AEF 内特定補助金 

                                                 
142 第６章第４節２を参照。 
143 「歳出見通し」は、ブレア労働党政権成立後の1998年度から 2000年度、2002年度と２年毎
に作成されている。同見通しは、当該年度から３年間の見通しを記したもので、財務大臣

（Chancellor of the Exchequer）から公表される。 

配分額＝実支出額－課税標準総額×補助金関連税率（Grand Related Poundage） 

補助金関連税率＝（人口 1 人当たりの実支出額－人口 1 人当たりの補助金関連支出

（Grant Related Expenditure））×乗数＋定数 
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また標準支出総額（TSS）は標準カウンシル・タックスと統合外部財源（AEF）の和であり、 

標準支出総額（TSS）＝標準カウンシル・タックス＋統合外部財源（AEF） 

で表される。よって、 

統合外部財源（AEF）＝地方交付金の総額＋ノン・ドメスティック・レイトの総額＋AEF 内特定

補助金 

であるから、 

地方交付金の総額＝標準支出総額（TSS）－（ノン・ドメスティック・レイト＋標準カウンシル・タ

ックス＋AEF 内特定補助金） 

となる。 

なお、標準カウンシル・タックス（Council Tax for Standard Spending）とは政府と地方自治体が

協議の上で決定する仮の地方税収の総額であり、同額を全国の課税資産数で除することにより

税率が算出される。 

 

（２）各地方自治体への地方交付金額の決定 

各地方自治体への交付金額は、各自治体の標準支出査定額（SSA）から当該自治体へ配分さ

れるノン・ドメスティック・レイト及び標準カウンシル・タックスを差し引いた額であり、 

地方交付金＝標準支出査定額（SSA）―（ノン・ドメスティック・レイト＋当該自治体の標準カウ

ンシル・タックス1 4 4） 

の式で表すことができる。 

なお労働党政権により、各地方自治体の地方交付金の増減率の上限（ceiling）と下限（floor）

を設ける制度が現在採用されている。 

 

（３）標準支出査定額（SSA）の算出 

各地方自治体の標準支出査定額（SSA）は、ある一定の公式に基づき、ブロック別に算出され

る。このブロックは、教育、社会福祉、警察、消防、道路維持、環境・治安・文化、資本財政145の７

                                                 
144 当該自治体の標準カウンシル・タックスは、当該自治体の課税資産数に上述した仮の全国統
一の税率を乗じた金額である。 
145 公債費は元本償還費と利払費に分けられるが、共に資本財政ブロックの中で標準支出査定

額（SSA）に算入されている。 

 但し、その算入に当たっては実債務額ではなく、理論値が以下のとおり利用されている。 

 まず期首の想定債務残高が1990年度期首の純債務残高を起点に、その後の想定起債額（政

府が各地方自治体に与える起債許可額（Credit Approval））と想定債務償還額（全債務を 25 年

間の均等返済と考え、期首の想定債務残高の４％に当たる額）を加減して求められる。 

 そしてこの期首の想定債務残高に４％を乗じた額が標準支出査定額（SSA）に算入される元本

償還費と見なされる。 

 また利払費については、同様の方法で求められる期首、期末の想定債務残高の平均値に前

年９月の平均金利を乗じることで求められる。 
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つであり、同ブロックは更にいくつかの下位ブロックに分けられる。 

基本的には、各指標に政府が定めた単位費用を乗ずることにより、調整前の各ブロックの標

準支出査定額（SSA）が求められるが、単位費用は各地方自治体毎にその人口及び地理的条件、

社会的経済的条件に応じて各種の補正係数が乗じられる。146更に調整前の各ブロックの標準支

出査定額（SSA）も更に補正係数が乗せられ、各ブロックの標準支出査定額（SSA）が決定される。

こうして算出された各ブロックの標準支出査定額（SSA）の合計が各地方自治体の標準支出査定

額（SSA）となる。 

なお、標準支出査定額（SSA）算出の公式は毎年度変更されていたが、2000年度より３年間は

変更を行わずに用いられている。 

また政府は2001年12月に公表した政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い

公共サービスを（Strong Local Leadership － Quality Public Services）｣に基づき、現状の算定方

式を2002年度までで廃止し、地方の現実の財政需要を正確に反映した、より簡素で透明性のあ

る算定方式に改めることにしており、2002年７月にはその案が提示されている。 

 その案によると、各地方自治体の標準支出額は、各自治体の人口に基づく基礎配分部分と３

つ（ア．貧困への取り組みの必要性、イ．各地域間の労働コストの差異、ウ．その他の要素）の追

加配分部分から算出される。なお政府によると、ノン･ドメスティック･レイトが地方交付金に統合さ

れることになっているため、新算定方式により地方自治体の主要サービスである教育、社会福

祉、警察、消防、環境等への補助金の85％が賄われることになる。147 

 

３ SSA減額補助金（SSA Reduction Grant） 

SSA が急激に減少した地方自治体を対象に、地方交付金の減少額を補填するために給付さ

れる補助金である。使途が特定されない交付金であったが、2002年度より廃止された。 

 

４ 警察補助金（Police Grant） 

同補助金は警察行政の標準経費を一定の公式により算出し、その 51％を給付するもので、

残りの 41％は警察 SSA に算入される。2001 年度（イングランド及びウェールズ）の総額は約42

億ポンドである。 

 

５ AEF内特定補助金（Specific Grants within AEF） 

AEF 内特定補助金は地方自治体が所掌する業務に関して政府がその経費の一部を給付す

る補助金である。 

代表的なものとしては、教育水準補助金（Education Standards Fund）や住宅手当事務費用補

助金（Housing Benefit Administration）、カウンシル・タックス手当事務費用補助金（Council Tax 

Benefit Administration）、国立公園補助金（National Parks Grant）、エイズ対策補助金（HIV & 

                                                 
146 ロンドン及びその近郊の地方自治体に対してはその人件費の高騰を考慮して高い数値の地
域補正係数が乗じられている。 
147 2002年 11月の時点でノン・ドメスティック・レイトと地方交付金の統合は断念された。 
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AIDS Support）、PFI特別補助金（PFI Special Grant）、近隣再生補助金(Neighbourhood Renewal 

Fund)等がある。 

  

【図表５－３－１ 2001年度AEF内特定補助金（予算ベース）】148 

項　　　目 金額（百万ポンド）

教育水準補助金（Education Standards Fund) 1,342.8

雇用補助（Supported Employment) 23.3

３歳児支給（Provision for 3 Year Olds) 137.0

学級規模縮小（Class Size Reductions) 132.1

教員給与改革（Teachers Pay Reform) 319.8

学校基準補助金（School Standards Grant) 567.4

グラマースクール移行補助金（Former GM Schools Transitional FundingGrant) 9.6

学習技能委員会成人教育（Learning ＆Skill s Council Payments for Adults Education) 151.6

教育予算補助金（Education Budget Support Grant) 67.2

社会福祉訓練支援計画（Social Services Training Support Programme) 39.0

エイズ対策補助金（AIDS/HIV Support) 15.8

麻薬・アルコール乱用者対策（Drugs & Alcohol Misusers) 7.1

メンタルヘルス（Mental Heal th) 137.4

自立促進（Promoting Independence) 279.9

自立支援/介護者（Promoting Imdependence：Carers) 69.0

児童福祉サービス（Children Social  Services) 263.8

チャージズ・オン・ホームズ（Charges on Homes) 30.0

亡命希望者（Asylum Seekers) 447.7

地域裁判所（Magistrates Courts) 259.4

緊急計画（Emergency Planning) 13.3

住宅手当事務費用補助金（Housing Benefit Administration) 85.9

カウンシル・タックス手当事務費用補助金（Council Tax Benefit Administration) 59.9

国立公園補助金（National Parks Grant) 21.4

大都市圏鉄道利用補助金（Metropolitan Railway Passenger Services Grant) 196.1

ルーラル・バス・チャレンジ（Rural Bus Services) 38.6

PFI特別補助金（The PrivateFinance Initiative Grant) 30.3

GLA交通補助金（GLA Transport Grant) 296.5

近隣再生補助金（Neighbourhood Renewal Fund) 139.4

その他 251.4

合計 5,423.8  
 

６ AEF外特定補助金（Specific Grants outside AEF） 

AEF 外特定補助金は政府が所掌する業務に関して地方自治体が政府に代わり代理支出す

るものに対し給付される補助金である。 

具体的には住宅手当給付補助金（Mandatory Rent Allowances Subsidy Grant）やカウンシル・

タックス手当補助金（Council Tax Benefit Grant）、法定奨学金補助金（Mandatory Student 

Awards Grant）等がある。 

住宅手当給付補助金とは、低所得者に対する公営住宅家賃の減額措置や民営住宅居住者

に対する手当を支給するための財源であり、補助率は95％である。 

またカウンシル・タックス手当補助金は、上述した低所得者向けのカウンシル・タックス手当の

財源であり、補助率は 95％である。但し、同補助金は、支給額が各地方自治体の設定する設定

                                                 
148 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
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税率に大きく影響を受けるため、1999年に政府が定める税率上昇率の上限をベースとした上限

額であるカウンシル・タックス手当上限額（Council Tax Benefit Subsidy Limitation）を設け、これ

を超える額については政府から同補助金は支給されず、また標準支出査定額（SSA）にも算入さ

れない。149 

法定奨学金補助金も補助率95％であり、大学生の授業料の一部の貸付金の財源である。 

この他にも歴史文化財保護委員会や学習技能委員会等の独立委員会へ地方自治体を介し

て給付される補助金も含まれる。 

 

【図表５－３－２ 2001年度AEF外特定補助金（予算ベース）】150 

項　　目 金額（百万ポンド）

高等教育資金委員会（Higher Education Funding Council Payments 24.5

学習技能委員会（Learnig & Ski lls Council Payments) 21.5

法定奨学金補助金（Mandatory Student Awards) 248.7

住宅手当給付補助金（Mandatory Rent Al lowances Subsidy） 5053.1

住宅会計外法定家賃払戻補助金(Mandatory Rent Rebates outside HRA Subsidy) 323.3

反住宅手当詐取対策計画(Anti-Fraud Incentive Scheme) 20.6

カウンシル・タックス手当補助金（Council Tax Benefit Grant） 1984.3

警察（小規模補助金及び公債費補助金）（Police:small  grants/grantstoloancharges) 26.8

ミルク補助金（Milk Grant） 5.9

単一振興予算（Single Regeneration Budget) 191.1

住宅法/都市開発－公債金(Housing Acts/Urbam developments-debt charges) 7.1

田園地域委員会補助金（Countryside Commission Grants) 7.1

歴史文化財保護委員会（Historic Buildings & Monumnets Commission) 0.6

ヨーロッパ地域社会補助金（European Community Grants) 42.7

その他 153.5

合計 8119.4  

 

７ 住宅会計助成金（Housing Revenue Account Subsidy） 

住宅会計151の歳入不足を補う補助金で、政府が想定した住宅会計の歳出と歳入の差額が給

付される。 

 

８ 単一資本資金（Single Capital Pot） 

政府は 1998 年に公表した政策報告書「地方自治の近代化－住民との交流の中で

（Moderinsing Local Government : In Touch with The People）」の中で、従来型の教育、社会福

祉、住宅等分野別に政府から地方自治体に交付していた資本補助金の大半を新しい分野横断

的な一つの「単一資本資金（Single Capital Pot）」として地方自治体に交付することを明示した。 

                                                 
149 政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い公共サービスを（Strong Local 

Leadership － Quality Public Services）」の中で政府はカウンシル･タックス手当交付金限度計

画については、計画の策定が困難かつ煩雑で地方自治体に多大の負担を課しているため、こ

の計画の策定義務を解除することにした。 
150 「Councillors’ Guide to Local Government Finance 2001 edition」に基づいて、作成。 
151 第５章第１節３を参照。 
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（１）目的 

政府は同補助金の導入について以下のことを目的に掲げている。 

ア 補助金交付における透明性の確保 

イ より良い戦略的計画を立案している地方自治体や高実績を示している地方自治体への報

奨的補助金交付 

ウ 地域の決定と国家の優先事項との間の均衡保持 

エ 以下の手段を通しての業績の改善とより良い行政サービスの供給 

（ア）より良い計画と資金の予見性の向上 

（イ）地方自治体の自立と説明責任、支出に関する責任の強化 

（ウ）協同的、戦略的作業の改善 

（エ）資産の効果的な利用と管理 

 

地方自治体側からは同補助金の導入により、分野をまたがる課題への対策が容易となり、ま

た、財源を柔軟に使うことができるため、自治体毎の特別なニーズに合わせて重点的に投資す

ることが可能となることが期待されている。なお同補助金は 2002 年度から導入されており、2003

年度以降その額の大幅な増額を予定している。 

 

（２）単一資本資金の配分 

基本的に単一資本資金は、基本的起債許可及び追加起債許可152と同様の方法で配分され

る。 

まず同補助金は、地域の政府事務所（Government Offices for the Regions、以下「地域事務

所」とする）の管轄する地域毎にある一定の公式に基づき算出される各地方自治体の需要額の

合計を基に割り振られる。次に、その内の 95％が公式に基づいた各地方自治体の需要額に基

づいて各地方自治体に配分され、残りの５％は大臣の裁量に基づき配分先及び額が決定され

る。なお、政府としては将来的に大臣の裁量範囲を20％にまで拡大したいと考えている。 

 

ア 一定の公式に基づき算出される需要額（needs-based formulae） 

この需要額は、交通、住宅、教育、社会福祉、環境・治安・文化サービスの５つのブロック別に

各指標を用いて算出される。基本的には、各地方自治体の年間資本支出ガイドライン（Annual 

Capital Guidelines : ACGs）153の算出に用いられる指標に類似したものが利用されるが、交通に

関しては道路の総延長や橋梁の数に基づいた指標が利用される。 

なお、単一資本資金はこれら５つのブロックのすべての補助金をまとめるのではなく、現状で

はその内の一定部分をカバーしているにすぎない。 

 

 

                                                 
152 第５章第４節３を参照。 
153 第５章第４節３を参照。 
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イ 裁量額 

同資金のうち大臣の裁量に基づく部分は、基本的に高実績自治体への報奨という意味合い

を持つ。このため、地域事務所と教育・技能省（Department of Education and Skills）と保健省

（Department of Health）の担当官から構成される共同チームが各地方自治体の業績を包括的

業績評価制度（Comprehensive Performance Assessment）の結果や資本戦略（Capital Strategy）、

資産管理計画（Asset Management Plan）等に基づいて評価する。そしてこの評価結果の妥当性

を判断した上で、大臣は各地方自治体への交付額を決定することになる。 

 

（ア）資本戦略（Capital Strategy） 

資本戦略は、当該地方自治体の投資目的やその優先度、そして支出計画を示すものである

とともに、それらの支出が行政サービスの改善にどのように貢献するのかも示すことが求められ

る。基本的には、当該自治体の地域戦略（community strategy）を反映したものになると思われ

る。 

 

ａ 記載内容 

同戦略は、他の計画や戦略との重複を避けた簡略的なものであるべきとされているが、以下

の事項については記載することが求められている。 

（ａ）資産や資本支出計画に関する統計的、財政的情報 

（ｂ）資本支出に関するすべての事項（資本支出による影響を含む） 

（ｃ）資本投資に係る収益に関すること 

（ｄ）各資本計画の管理及び監視に関する枠組み 

（ｅ）追加的な資本原資の獲得状況と外部の資金の利用に関する情報 

（ｆ）広範な調達政策 

（ｇ）利害関係者や地域社会との関係 

（ｈ）サービス計画やベスト・バリュー制度下の見直しとの関連性 

（ｉ）各資本計画の策定、実施、評価体制 

 

ｂ 評価 

こうして策定された同戦略は、毎年７月までに当該自治体の地域を管轄する地域事務所へ提

出することが義務づけられており、これを受けて共同チームが同戦略を 10 月末までに評価す

る。 

共同チームは、同戦略について事前に決められた第１要求事項（primary requirements）と第２

要求事項（secondary requirements）に関する以下の基準に基づいて、「良い(good)」、「満足のい

く（satisfactory）」、「悪い(poor)」の３段階評価を行う。 

 

（ａ）第１要求事項を満たさない場合… 「悪い(poor)」 

（ｂ）第１要求事項をすべて満たすが、第２要求事項を満たす割合が 75％未満の場合…  

「満足のいく（satisfactory）」 
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（ｃ）第１要求事項をすべて満たし、第２要求事項を満たす割合が 75％以上の場合（但し、第２

要求事項の各セクションの内最低１つは満たさなければならない）… 「良い（good）」 

 

（イ） 資産管理計画（Asset Management Plan） 

 資産管理計画は、当該地方自治体の現存資産の有効活用を目的に管理状況とその成果及び

今後の改善計画の詳細を記したものである。この資産管理計画の策定において、総合財産担

当職員（Corporate Property Officer）は長期的な視点に立って挑戦的な資産の活用方法を見い

だすことが期待される。また総合財産担当職員は常により良い行政サービスの実施を行うため

に効率的で効果的な資産活用を追求する必要がある。 

なお、この計画の対象から住宅、教育、基幹道路、交通インフラは除外される。 

 

ａ 記載内容 

同計画には、以下の内容が盛り込まれる。 

（ａ）総合財産管理に関する組織的対応 

（ｂ）利害関係者との協議方法 

（ｃ）資産に関するデータの管理計画 

（ｄ）資産管理と行政サービスの改善との関連性の確認 

（ｅ）各計画の作成と実施、見直しのあり方 

（ｆ）業績情報（財産管理指標を含む） 

 

ｂ 評価 

こうして作成された資産管理計画は、資本戦略と同様に毎年７月までに当該自治体の地域を

管轄する地域事務所へ提出することが義務づけられており、これを受けて共同チームが同計画

を資本戦略と同様の方法で10月末までに評価する。 

  

（ウ）財産業績指標（Property Performance Indicator） 

財産業績指標は、各地方自治体が毎年その資産に関する業績を評価することを目的に政府

が定めたものである。またこの指標は、他の自治体との業績比較に利用することも目的とされて

おり、現在５つが定められている。 

この指標に関する業績に関しては、毎年上記の資産管理計画に記載することが義務づけら

れている。 

またこの指標は、包括的業績評価制度において活用されることが期待されている。 

 

９ 最近の動き 

政府は上述した政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い公共サービスを

（Strong Local Leadership － Quality Public Services）｣の中で、政府から交付する地方自治体

への補助金のうち、従来増額する傾向にあった使途が特定されている特定目的補助金

(Ring-fenced Grant。日本の通常の補助金に相当)が、地方自治体の支出活動の自由を制約す
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る役割を果たしていた点を考慮して、今後は、この補助金を政府が真に高い優先順位を与えて

いる分野と政策実施後の具体的な結果目標を明示するだけでは政策目標を達成することがで

きない分野に限定するとしている（2005年度までにその比率を2002年度の12.4％から10％以

下にする予定。）。 

一方、それ以外の補助金については、一種の包括補助金であり、一定の公式の下に算出さ

れる補助金(Formula Grant、以下「公式補助金」とする)と一定の条件を満たすか、若しくは一定

の成果を達成した地方自治体に交付され、使途について交付対象目標の範囲内であれば地方

自治体の裁量に委ねられる目標補助金(Targeted Grant。2003 年度より、特定公式補助金

（Specific Formula Grant）に改名)に二分するとされている。この新しい公式補助金の算定方法は、

住民一人当たりの均一額に、地域の荒廃度を考慮した加算、当該自治体の置かれた地域条件

により給与水準が高くならざるを得ないことによる加算154、その他の要素による加算が行われると

されている。155 

また、ベスト･バリュー制度に基づく地方自治体の評価分類に対応して、実績の高い団体に対

してはより多くの補助金を交付することとし、実績の低い団体に対しては交付される補助金の大

半を目的が限定されたものとすることにより、政府は地方自治体に対しメリハリの利いた補助金

政策を展開しようとしている。 

 

第４節 借入金・地方債 

 

上述したとおり、資本支出の主な財源には借入金や資本補助金、資本売却収入があり、その

比率はそれぞれ約 34％、25％、23％である。しかし、資本支出全体の額が地方自治体の全支

出に占める割合が約8.1％と低いことから、借入金の全歳入に占める割合は約2.7％に過ぎない。

なお、2000年３月31日時点でのイングランド及びウェールズの地方自治体の総借入残額は410

億ポンドを超えている。 

 

１ 借入金 

地方自治体には「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」に基

づき借入の権限が認められており、次の３つの方法で借入を行うことができる。 

 

（１）イングランド銀行若しくは「1987 年銀行法（Banking Act 1987）」に基づき認可された銀行

からの当座借越 

（２）国家負債局（National Debt Office）若しくは公共事業資金貸付協会（Public Works Loan 

                                                 
154 ロンドン、サウス・イースト、ウエスト・ミッドランド、グレーター・マンチェスター、マージーサイ

ドの５つの大都市圏地域内の地方自治体が対象とされた。 
155 なお、政府は2003年度については、激変緩和措置として公式補助金及びノン・ドメスティッ
ク・レイトによる地方への移転収入並びに警察補助金に関しては、最低額と最高額を設定するこ

とにより、全地方自治体が前年度より多くの補助金（最低３％増）を受け取れるよう配慮した。 
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Board）からの借入 

（３）借入証書（loan instrument）156による借入 

  

また以上３つの方法の他、「1989 年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 

1989）」43条に記載される基準に合致する借入は認められる。 

この他、1993年５月よりポンド建てであればEU圏内に限り金融機関から財務省の許可なしで

借入を行うことが出来るが、それ以外の場合（外貨建てやEU圏外以外）は財務省の許可が必要

である。 

また借入金については短期借入（２年以内に返済する借入。徴税のタイムラグによる繋ぎ資

金等。）以外については経常支出の財源とすることは出来ない等、基本的には資本支出の財源

とされている。 

 

【図表５－４－１ 2000年度末地方自治体借入構成（イングランド）】157 

借入先 2000年度借入額（百万ポンド） 2000年度末総借入残高（百万ポンド）

公共事業資金貸付協会 740 34,812

地方債 -2 742

銀行 -121 1,158

政府 1 21

海外機関 -50 402

その他 -40 459

長期借入合計 528 37,594

短期借入 17 923

合計 545 38,517  

 

２ 公共事業資金貸付協会（Public Works Loan Board） 

上述したように地方自治体は様々な方法で借入を行うことが出来るが、実際には公共事業資

金貸付協会からの借入が総借入残高の大半（2000 年度末で約 348 億ポンド、90.3％）を占めて

いる。 

 

 （１）組織 

公共事業資金貸付協会は、1793年に設置された地方自治体への融資を目的とした法定の独

立機関であり、1817 年より恒久機関となり、1980 年より国家投資・貸付局（National Investment 

and Loans Office）の1機関となっていたが、2002年７月より国家負債局（National Debt Office）と

ともに、英国負債管理局（UK Debt Management Office）に統合された。 

同協会は女王に任命される 12 名の委員（任期は４年）から構成され、毎年３名が４月１日に交

代する（但し、再任は可）。委員の役割は「1875 年公共事業融資法（Public Works Loan Act 

1875）」や「1968年国家融資法（National Loans Act 1968）」に基づいており、地方自治体への融

                                                 
156 借入証書には為替手形（bills）や公債証書(bonds)、抵当証券(mortgages)、無担保債
(debentures)、年金証書(annuities)が含まれる。 
157 「Local Government Financial Statistics 2001」(DTLR)に基づいて、作成。 
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資の決定・実施及び利払い金・元本償還費の回収・管理を行う。 

融資の資金は国家融資基金（National Loans Fund）から賄われており、貸出利率については

財務省が「1968年国家融資法（National Loans Act 1968）」に基づき毎週決定し、当該週の火曜

日から有効とされる。 

なお地方自治体からの借入申請は、電話で行うこととなっており、後日確認書が同協会より送

られる。貸付は通常申請受理後、48時間以内に行われる。 

 

（２）貸付額の割当 

地方自治体への貸付割当額は枠方式で行われており、通常起債許可額に同協会からの借

入に対する当該年度の元本償還額の和が割当額とされる。 

しかし、地方自治体が割当額を超えた融資を受けることも可能であり、その場合は翌年度の

割当額から当該年度の超過分が差し引かれることになる。 

一方、地方自治体の借入額が当該年度の割当額を満たさなかった場合には、割当額の最高

20％までを翌年度に持ち越すことができる。 

また割当額はその利率により低利率貸付（Lower rates）と高利率貸付（Higher rates)に分ける

ことができ、地方自治体は全割当額のうち、前年度末の債務償還準備金（credit liability）残高を

控除した額だけ、低利率貸付を受けることができる。 

 

ア 低利率貸付―国債の市場利率に若干のマージンを上乗せした貸付 

イ 高利率貸付―市場利率を若干下回る貸付 

 

この他にも、通常の割当額以外の追加割当額（Additional quota）や緊急やむを得ない場合の

２種類の非割当型貸付（Non-quota loans）もある。 

 

（３）貸付の種類 

同協会からの貸付は大きく次の２つに分けることができる。 

 

ア 固定利率貸付（fixed rate loans） 

最初の貸付時点に利率を固定する貸付で、償還方法により３つに分けることができる。 

 

（ア）元利半年賦償還（Annuity） 

半年毎に元利金を償還する。貸付期間は２年から25年。 

 

（イ）元金半年賦償還（EIP） 

半年毎に元金均を償還するとともに、利息も不定期に償還する。貸付期間は２年から25年。 

  

（ウ）元金一括償還（Maturity） 

利息のみ半年毎に償還し、元金は満期に一括返済する。貸付期間は１年から25年。 
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イ 変動利率貸付(valuable rate loans) 

定期的（毎月、３ヶ月若しくは半年）に利率が変動する貸付で、償還方法により２つに分けるこ

とができる。 

 

（ア）元金半年賦償還（EIP） 

毎月、３ヶ月若しくは半年毎に元金均償還するとともに、利息も定期に償還する。貸付期間は

２年から10年。 

 

（イ）元金一括償還（Maturity） 

利息のみ毎月、３ヶ月若しくは半年毎に償還し、元金は満期に一括返済する。貸付期間は１

年から10年。 

  

また上記の固定利率貸付と変動利率貸付については、その一部または全体を相互に組換え

することができるが、以下のような条件が伴う。 

 

ア 組換え終了後２年間は再度の組換えを行うことができない。 

イ 固定利率貸付についてはその組換え後の貸付期間が最低１年以上かつ 10 年以下でな

ければならない。 

ウ 変動利率貸付についてはその組換え後の貸付期間が最低２年以上若しくは、従来の貸

付の償還期限まで最低１年以上なければならない。 

 

なお1994年４月１日以降の貸付の組換えについては、高利率貸付は高利率で、低利率貸付

は低利率での組換えとなり、1994年３月31日以前の貸付は全て低利率に組換えられる。 

 

（４）繰上償還 

地方自治体は通常以下の条件を満たす場合には、借入の繰上償還を行うことができる。 

 

ア 借入から最低１年以上経過している借入であること。 

イ 償還期限まで１年以上ある固定利率貸付であること。 

 

（５）手数料 

同協会は「1991 年公共事業資金貸付手数料規則（Public Works Loans (Fees) Regulations 

1991）」に基づき貸付に当たり、地方自治体から以下の手数料を徴収することができる。 

 

ア 固定利率貸付―貸付金額1,000ポンド毎に35ペンス（最低手数料25ポンド） 

イ 変動利率貸付―貸付金額1,000ポンド毎に45ペンス（最低手数料25ポンド） 

  

なお、貸し付けの組換えについても１件当たり、70ポンド徴収することができる。 
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３ 地方債 

地方自治体は各種様々な地方債を発行することができるが、実際に債券発行の形で発行し

ている額は少なく、総借入残高に占める割合は、2000年度末現在で約 1.9％である。 

  

（１）起債許可制度 

地方債の発行に関しては許可制度が採用されており、各地方自治体の起債許可額が決定さ

れる。各地方自治体はこの起債許可額の範囲内で起債及び借入、リースを行わなければならな

いが、地方自治体間で契約に基づき起債許可額を融通することも可能である。なお起債許可は

以下の2つに分けることができるが、短期借入については起債許可を必要としない。 

 

ア 基本起債許可（Basic Credit Approval : BCA） 

起債上限額だけが示されその用途については、地方自治体の裁量に委ねられている。基本

的には国務大臣により年度当初に額が示される。同起債許可は当該年度だけ有効である。 

 

イ 追加起債許可（Supplementary Credit Approval : SCA） 

各省庁により発行され、その用途が指定されている。同起債許可の有効期限は、その発行と

ともに特定されるが、最大翌年度の９月末までである。 

 

（２）起債許可額の算定方法 

まず、地方自治体分を含めた全公共部門の当該年度起債総額が財務省を中心に決定され、

各省庁に配分される。地方自治体分はこの各省庁への割当額に含まれており、各省庁は事業

優先度を考慮した上で、起債許可総額の中から追加起債許可を決定し、それを控除した残額を

基本起債許可として、副首相府へ通知する。 

これを受けた副首相府は各地方自治体の年間資本支出ガイドライン（Annual Capital 

Guidelines、以下「ACGs」とする）の額から各自治体の想定資本売却収入（Receipts Taken into 

Account、以下「RTIA」とする）を控除して基本起債許可額を決定する。これを数式で示すと次の

ようになる。 

 

BCG=ACG－RTIA  

  

なお基本起債許可額がゼロになることはあるが、マイナスになることはない。また地方自治体

が起債許可限度額一杯まで使う必要もない。 

 

ア 年間資本支出ガイドライン（Annual Capital Guidelines : ACGs） 

ACGs とは、特定財源（追加起債許可及び資本補助金）で賄われるものを除いた、各地方自

治体の想定資本需要を５つのブロック別に算出したもので、住宅、交通、環境・治安・文化サー

ビスについては副首相府が、教育は教育・技能省が、社会福祉については保健省が算出する。

但しACGs は単なる計算上の数値であり、実際の地方自治体の歳出を拘束するものではない。 
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ACGs の総額については、公共支出計画で示される起債許可総額と RTIAの総額より以下の

式の基づき決定される。 

 

ＡＣＧｓの総額＝起債許可総額－追加起債許可総額＋RTIA の総額 

 

イ 想定資本売却収入（Receipts Taken into Account : RTIA） 

RTIA は資源の再分配という観点から導入された制度で、政府から示される基本起債許可額

の算定の際に、各地方自治体がその資産を売却して得た収益を考慮する制度である。 

その具体的内容は、前年度中に発生した資産売却収入から借入金の返済などのために留保

することが義務づけられた部分（Unusable Receipts）を除いた残りの利用可能資産売却収入

（Usable Receipt）と当該年度に繰り越された利用可能資産売却収入合計のうち、政府が当該年

度の資本支出に充当すべきものとして地方自治体ごとに算出する金額である。そしてこの RTIA

を基本起債許可額の算定に当たり考慮することにより、自己資産を売却して多額の収益を得た

地方自治体には起債額を少なく、そのような収入の少ない地方自治体には起債額を多く認める

制度である。 

なお、同制度については2003年度の基本起債許可額の算定から廃止されることになった。 

 

（３）クレジット・アレンジメント（Credit Arrangement） 

通常の借入以外の方法での資本充当を防ぐ観点から、次の方法での資本充当についても起

債とみなし、起債許可額の範囲内での運用が地方自治体に求められている。 

 

ア 土地や建物、その他の財産のリース 

イ 支払いに先立ち１年度以上の期間に渡って地方自治体が土地や商品、サービス、その他

の利益を享受できる契約 

  

但し、以下のような例外事由も設けられている。 

 

ア 一定条件下での３年以内のリース 

イ ホームレスの収容施設として利用している住宅の10年以内のリース契約 

ウ 所有権移転が無く、且つ市場価格を下回る価格での再リースが行われない一定条件下で

の車両や機械、設備のリース 等 
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【図表５－４－２ イングランド分野別起債許可額】158 

（単位：百万ポンド

分野 1999年度 2000年度 2001年度

住宅 1,024 1,820 684
交通 470 774 1,237
教育 458 546 565

社会福祉 57 56 56
消防 30 33 57
農業・水産業・食物 14 13 19
スポーツ・レクリエーション 4 25 25
治安 58 58 71

その他 445 66 107
合計 2,561 3,392 2,820  

 

【図表５－４－３ 年度別ACGs及び基本起債許可額】159 

（単位：百万ポンド

項目・分野 1999年度 2000年度 2001年度

ACG（住宅） 609 2,019 882
ACG（交通） 115 49 44

ACG（教育） 354 432 459
ACG(社会福祉） 43 44 44
ACG（内務省サービス） 26 29 40
ACG（その他） 61 79 81
ACG（合計） 1,208 2,652 1,551
想定資本売却収入 275 350 350

基本起債許可額 1,075 2,302 1,201  

 

（４）借入規制 

政府は「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」第４編に基づ

き、地方自治体の資本支出を様々な形で抑制しているが、それは直接自治体の資本支出をコ

ントロールするという意味合いのものよりも、上述した起債許可制度のように地方自治体の借入

を規制するという形で行われている。 

 

ア 債務総額上限（Aggregate Credit Limit : ACL） 

「1989年地方自治・住宅法」第62条により地方自治体の債務総額の上限である債務総額上限

（以下「ACL」とする）が定められており、地方自治体は年度内のいかなる時も以下の式により求

められるACLを超えて借入を行うことは出来ない。 

 

ACL＝当該年度４月１日現在の期首純債務額（Credit Ceiling）＋短期経常借入上限額＋短

期資本借入上限額＋起債許可使用額＋承認投資残高＋手許現金－利用可能資産売却収入

残高 

                                                 
158 「Local Government Financial Statistics 2001」(DTLR)に基づいて、作成。 
159 「Local Government Financial Statistics 2001」(DTLR)に基づいて、作成。 
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なお、期首純債務額は以下の式に基づき、求められる。 

 

期首純債務額（Credit Ceiling）＝初期期首純債務額＋1990 年度以降の起債許可使用額－

1990 年度以降の資本売却益留保額－1990 年度以降の経常会計からの債務返済準備積立金

の額－政府より債務返済用に給付される補助金 

 

ここで言う、初期期首純債務額とは、1990年４月１日付けの純債務額のことである。 

 

初期期首純債務額＝1990 年３月31 日現在の債務残高＋1988 年７月７日から1990 年３月31

日の間に行われたリース等クレジット・アレンジメント総額－（1990 年３月 31 日現在の未使用の

利用資産売却収入＋地方自治体が自主的に債務返済のために積み立てた利用資産売却収

入） 

 

イ 債務返済準備金（Provision for Credit Liabilities） 

「1989 年地方自治・住宅法」第 63 条は、地方自治体が毎年、債務返済準備金（Provision for 

Credit Liabilities、以下「PCL」とする）を積み立てることを義務付けている。 

この PCL は、債務の元本返済及びリース料の支払のために取り崩すことは可能であるが、債

務利払い費として取り崩すことはできない。また、純債務額がゼロ、若しくはマイナスの地方自治

体は、PCLを資本支出目的に取り崩すことも可能である。 

なお、PCLの主な積み立て方法として、以下の３つが挙げられる。 

 

（ア）最低経常収入積立金 

最低経常収入積立金（Minimum Revenue Provision、以下「MRP」とする）とは、経常収入の一

定割合を毎年度 PCLとして積み立てる制度であり、その総額は住宅会計及び非住宅会計の債

務に分類して求められる。 

すなわち、基本的には債務残高からPCLを控除した期首純債務額の一定割合をMRPとして

積み立てるのであり、住宅会計の債務についてはその２％が、非住宅会計についてはその債

務の４％が積み立てられることになる。ちなみに、どちらかの会計が黒字の場合、赤字分は黒字

分により相殺される。 

またもちろん、純債務額がゼロ、若しくはマイナスの地方自治体はMRP を積み立てる義務は

ないが、各自治体はMRPの額を超えて経常収入からPCLを積み立てることは可能である。 

 

（イ）資産売却収入からの積み立て 

資本売却収入は資本支出の重要な財源の一つであるが、その全額を資本支出に用いること

は出来ず、そのうちの一部はPCLとして積み立てられなければならない。 

その額は、住宅資産の売却収入の場合その 75％が、その他の資産の売却収入については

50％が積み立てられなければならない。但し後者については、1998年 10 月以降、その規制は

解除されている。 
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なお、資産売却後に同種の資産を購入する場合は、その収入についてはこの規定の適用を

免除される。 

 

（ウ）承認外投資に伴う積立 

地方自治体が保有する余剰金については、その投機的な運用を回避させるため、承認投資

（Approved investments）という規制を設けている。具体的には、承認されている投資は中・長期

国債への投資や銀行への短期預金、他の地方自治体への短期貸付等がある。 

もちろん、地方自治体が承認投資以外の投資を行うことも可能であるが、その場合投資額の

50％をPCLとして積み立てなければならない。また、株式への投資を行う場合は通常その投資

額の75％を積み立てなければならない。 

 

なお上記の他に、EU からの補助金や政府からの債務返済用の補助金に対しては同額をＰＣ

Ｌとして積み立てなければならない。 

 

ウ 議会での議決事項 

「1989年地方自治・住宅法（Local Government and Housing Act 1989）」第45条に基づき、各

地方自治体は次の３つの事項を議決しなければならない。 

 

（ア）当該年度の全借入額の上限 

（イ）当該年度の短期借入額の上限 

（ウ）当該年度の変動金利借入の割合 

 

（５）最近の動き 

2002年12月に公表された政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い公共サー

ビスを｣は、地方自治体の投資的支出に対する自由裁量を拡大することを目的に、借入につい

ても大きな政策転換を政府が意図していることを明確化している。 

具体的には、現行の地方債に係る許可制度を廃止し、事前の政府の同意なしに地方自治体

が資金を借り入れ、図書館やレジャー･センター等の大規模資本建設に着手することができるよ

うになるとしている。 

但し、このように政府による直接的な規制は緩和されるが、地方自治体が自由に好きなだけ

借入をすることが認められるわけではもちろんなく、地方自治体は自己規律を保持した

（prudential）借入を行うことが当然求められている。 

すなわち、地方自治体は自ら拘束性のある借入金の上限額を設定しなければならず、また、

住民の理解を得るため投資及び借入にかかる計画を作成して住民に公表することが義務付け

られることになる。また、自治体の資産を担保にした借入を行うことは許されず、投資的経費の

総額も今後の３年間の経常収入見込み額と住民の地方税負担の水準を勘案して決められなけ

ればならないとされている。なお、以上の内容については。「2002 年地方自治法案（Local 

Government Bill 2000）」でも提案されている。 
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第５節 使用料・手数料等 

地方自治体は様々な使用料や手数料、資産及びサービス売却収入、その他の雑収入を収入

としている。特に最近大きな割合を占めているのが、資産売却収入と貸付金からの利子収入で

ある。 

 

 １ 使用料・手数料 

地方自治体は様々なサービスを通して使用料・手数料を得ているが、そのサービスの数は約

600と推定される。なおこれらのサービスは大きく以下の４つに分けることができる。 

 

 

（１）商業サービス 

産業廃棄物処理、公共交通、屠殺場、港、空港、公営市場 等 

  

（２）個人向けサービス 

ホームヘルプ、児童及び高齢者介護、成人教育 等 

 

（３）アメニティサービス 

浴場、スポーツ施設、市民劇場、駐車場 

 

（４）規制サービス 

計画申請、建築物規制、介護施設登録 

 

各地方自治体にはその料金設定や範囲について定めることのできる裁量権が基本的にはあ

るが、実際は政府が定める各種ガイドラインに拘束されている。しかし各地方自治体間での料金

の格差は著しい。 

 

２ その他 

この他の雑収入として地方宝くじ160からの収入があるが、1979 年に 350の地方自治体で実施

されたものの（収益約2,100 万ポンド）、現在では15 の地方自治体だけになり、その収益は年３

万ポンドから５万ポンドほどである。 

また現在地方自治体には、外部資金担当官（External Funding Officer）が設置されており、政

府補助金やカウンシル・タックス以外の財源の確保をでき得る限り行うことが義務付けられてい

る。 

 

 第６節 監査制度 

英国の地方自治体における監査は地方自治体職員による内部監査と、地方自治体及び国か

                                                 
160 「1976年宝くじ法（Lottery Act 1976）」により導入された。 
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ら独立した機関である監査委員会（Audit Commission）による外部監査に分けられる。その主な

概要は以下のとおりである。 

なお内部監査と外部監査は今日、双方の業務を効率的、効果的に行うために定期的に担当

者間で監査実施計画についての情報交換等を行っている。 

 

１ 内部監査 

内部監査は通常、各地方自治体の財政部局に所属する、資格を有する内部監査官によって

実施される。161その役割は、定期的な収支状況のチェック、財政上の不正行為の防止等の手続

き面を含めての会計上の検査、予算と実際の支出状況の比較であり、これにより地方自治体の

財政的損失を最小限に止めることが期待されている。また今日では、その支出における金銭的

効率性の観点からも検査が行われている。 

内部監査の結果は報告書にまとめられ、財務部長等を通して議会へ提出される。また、内部

監査官が不適切な事実を発見した場合は、担当部局からの意見聴取を行った上で、その事実と

合わせて勧告内容を報告書に記載するのが通常である。 

なお内部監査は法的義務事項ではない162が、大半の地方自治体で外部監査に備える意味

でも実施されている。163 

 

２ 外部監査 

英国の地方自治体の外部監査の起源は 17 世紀半ばまで遡ることができ、1846 年にはパリッ

シュの外部監査制度として地区監査制度（District Audit Service）が導入されている。 

その後1868年には監査官の任命が政府によって行われるようになり、更に 1898年には政府

機関が外部監査を所管することとなった。しかし、実際の監査は、地区監査委員会（District 

Audit）に所属する地区監査官（District Auditor）が行っていた。 

なお、地方自治体における外部監査の実施は法的義務事項である。 

 

（１）役割 

外部監査の役割は、財政上の不正行為の防止、適正な会計処理の確保、不法な支出の指摘、

金銭的効率性の確保であり、大きく次の４つに分けることができる。 

 

ア 地方自治体の決算検査 

当該地方自治体の年度終了時点までの収支状況についての適正な会計処理の確保を行う。 

                                                 
161 最近では、内部監査の独立性確保の観点から、外部の民間会計士に内部監査を委託する

地方自治体もある。 
162 但し、「1983年会計・監査規則（The Account and Audit Regulation 1983）」により、適切な内部

監査制度の整備が地方自治体に対して求められている。 
163 外部監査の手数料が監査日数を基に計算されるため、内部監査が適切に行われていないと
外部監査官が判断した場合、外部監査に要する日数が増え、結果として地方自治体の負担が

増えることになる。 
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イ 政府補助金に関する検査 

政府から当該地方自治体に交付されている補助金の申請及び返還について検査を行う。 

 

ウ 金銭的効率性（Value for Money）に関する調査 

地方自治体の支出について、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、効果性（Effectiveness）

の３Ｅの観点から検査を行い、３Ｅが保たれる枠組みの確保を行う。 

この役割はメージャー保守党政権の「市民憲章（The Citizen’s Charter）」の導入以降、近年

その重要性が増しており、外部監査業務の1/3以上がこの部分に割かれている。 

また「1992 年地方自治法（Local Government Act 1992）」に基づき、監査委員会は地方自治

体間の業績の比較や自治体内の業績の経年変化に用いるための業績指標（Performance 

Indicators）を作成することとなった。164 

 

エ 内部監査の業務監査 

内部監査の適切な実行の確保のために検査を行う。 

 

（２）監査委員会（Audit Commission） 

現在「1982年地方財政法（Local Government Finance Act 1982）」により1983年に設置された

監査委員会（Audit Commission）が、イングランド及びウェールズの地方自治体（パリッシュ及び

警察、消防機関を含む）の外部監査について責任を有している。165 

なおスコットランドの地方自治体の外部監査については、会計委員会(Accounts Commission)

がその責任を有している。その委員等はスコットランド自治政府（Scottish Executive）166が任命す

る。 

 

ア 組織 

同委員会は独立した法人格を有しており、国務大臣から任命される委員長及び副委員長、最

大 18 名の委員から構成される。この委員は３年の任期であり、経済界や地方自治体、労働組合、

医療関係者、公認会計士等幅広い分野から任命される。 

委員会は年に11回定期的に開催されるが、この他に特定のテーマに絞ったパネルが開催さ

れる。このパネルは随時そのテーマや構成員の見直しが行われ、現在では委員会勧告パネル

（Commission Advisory Panel）、監査パネル(Audit Panel)、地区監査パネル(District Audit Panel)、

購入・品質管理パネル(Purchasing and Quality Control Panel)、サービス水準検査パネル

(Inspection Panel)、分析・調査パネル(Analysis and Research Panel)、資源パネル(Resources 

                                                 
164 なお、2002年度よりその同委員会の業績指標は政府の指標と統合され、監査委員会が独自

の指標を作成することはなくなっている。 
165 従来外部監査を所管していた環境省（Department of Environment、当時）とウェールズ省
（Welsh Office、当時）からその所管を引き継いだ。 
166 第６章第２節６を参照。 
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Panel)の７つのパネルが設置されている。 

また日常の業務活動は、事務総長（Controller）以下の 10 人の執行委員から構成される執行

委員会により運営される。なお事務総長は、国務大臣の承認を得た上で、監査委員会により任

命され、任期は３年である。 

なお事務局は本部事務局の他、1994年以降に下部機関となった地区監査委員会がある。 

 

イ 財政 

監査委員会は独立した会計を有しており、その運営費のほとんどを、監査及びサービス水準

検査167を行った団体から徴収する手数料で賄っており、政府からの補助金は一切受け取ってい

ない。この手数料の額は、毎年度、委員会が設定した１日あたりの金額にもとづいて算出され

る。  

なお1990年にはNHS168を対象に外部監査を実施しており、現在13,000以上の団体に対して

外部監査を行っている。 

 

【図表５－６－１ 監査委員会収支状況（2000年度及び2001年度）：単位千ポンド】169 

項  目 2000年度 2001年度 

監査手数料 125,862 135,033 

サービス水準検査手数料 15,399 40,761 

その他手数料 3,084 2,730 

利息収入 298 828 

収入 

合計 144,643 179,352 

人件費 74,320 97,578 

サービス購入費 39,252 49,232 

訴訟費用 205 636 

その他 30,368 31,309 

支出 

合計 144,145 178,755 

 

ウ 役割 

監査委員会の役割は、ここ数年拡大しており、現在主に以下の７つが挙げられる。 

 

 （ア）監査実施規範の作成 

監査委員会は、監査の基本的基準、監査手続き及び技術的手法について規定した「監査実

施規範（Code of Audit Practice）」を作成しなければならない。この規範は法律に基づき、５年ご

とに改訂され、議会での承認を得た上で、公布される。 

 

                                                 
167 第８章第３節３を参照。 
168 第 11章第３節を参照。 
169 「Audit Commission Annual Report, Year Ended October 2001」に基づいて作成。 
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 （イ）外部監査官の任命 

監査委員会は、イングランド及びウェールズの地方自治体及びNHS諸団体の実際の外部監

査を行う外部監査官を任命する。 

この外部監査官は、地区監査委員会に所属する地区監査官と監査委員会が定める基準を満

たし、監査委員会と契約を結んでいる民間の会計法人から任命される。170この際、監査委員会

は、外部監査対象の地方自治体の意見を聴取しなければならないが、その意見を外部監査官

の任命に反映させる義務はない。 

なお外部監査官は以下の会計士団体に資格を有することが求められる。 

 

ａ イングランド・ウェールズ公認会計士協会（The Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales） 

b スコットランド公認会計士協会（The Institute of Chartered Accountants in Scotland） 

c 公認会計士協会（The Association of Chartered Accountants） 

d 公会計公認会計士協会（The Chartered Institute of Public Finance Accountancy） 

e アイルランド公認会計士協会（The Institute of Chartered Accountants in Ireland） 

 

 （ウ）ベスト・バリュー実行計画の監査171 

 

 （エ）サービス水準検査の実施172 

 

 （オ）特別監査の実施 

当該地方自治体内の有権者による申請や外部監査官の報告等に基づき必要と認めた場合173、

監査委員会は特別監査の実施を当該外部監査官に命じることができる。 

また公益上の観点から、国務大臣が必要と判断する場合、監査委員会は特別監査の実施が

求められる。 

 

 （カ）外部監査の手数料設定 

監査委員会は、地方自治体協議会や会計士団体と協議の上、外部監査の手数料を毎年度設

定しなければならない。 

 

 

                                                 
170 1972年に一定の資格を有する民間の公認会計士が地方自治体の外部監査を行うことが可

能となった。 
171 第８章第３節３を参照。 
172 第８章第３節３を参照。 
173 この他に、民間会計士による外部監査において不法な支出や損失が明らかになった場合、
当該外部監査官はその旨を監査委員会に報告しなければならず、それを受け、監査委員会は

地区監査官を派遣して特別監査を実施しなければならない。 
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 （キ）調査・研究 

地方自治体や NHS 諸団体の運営における経済性や効率性、効果性を高めるとともに、地域

住民へのより良いサービス提供を可能とするために、監査委員会では地方自治体や他の機関と

協力の上、様々なテーマについて調査、研究を行う。その調査結果は公表され、今後の地方行

政に活用されている。 

 

３ 外部監査の枠組み 

外部監査官は、監査実施規範や監査委員会が定めた監査基準に従って外部監査を行わな

ければならない。 

（１）調査権 

外部監査官は、監査に必要と考えられる地方自治体の文書をすべて閲覧することができると

ともに、議員や事務職員から当該文書に係る情報の提供や説明を受けることができる。 

なお、正当な理由がないにもかかわらず外部監査官の要求に応じない者は、即決裁判が行

われ200ポンド以下の罰金に処せられる。なおそれ以降も要求に応じない場合は、１日20ポン

ドの罰金が加算される。 

また、地方自治体は外部監査が行われる場合必ず事前にその日時や外部監査官の氏名及

び住所、住民の権利を地方紙等で公告するとともに、監査 15 日前には会計書類やその他の書

類について住民の閲覧に供しなればならない。 

 

（２）住民からの質問への回答 

外部監査官は、書類の閲覧の結果、地域住民から寄せられた当該自治体の会計に関する書

面での質問について、回答しなければならない。またその旨は、報告書に記載しなければなら

ない。 

 

 （３）報告書の作成 

外部監査官は監査終了後、その結果を報告書にしなければならない。また監査中に重大な

問題があると判断した場合は即座に報告書を作成することができる。 

更に地方自治体の会計に以下のような大きな問題があることが明らかな場合、外部監査官は

「公共の利益に関するレポート（Public Interest Report）」を作成し、監査終了後14日以内に当該

自治体の議会及び監査委員会に提出しなければならない。174 

  

ア 決算の遅れ 

イ 財政均衡の極端な欠如、収支の大幅な欠陥 

ウ 前回の外部監査の報告書に基づく改善の未実施 

エ 不正・詐欺行為 

                                                 
174 なおこの場合も、緊急を要すると判断される場合、外部監査官は監査期間中にレポートを作

成することができる。 
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オ 不法行為 

カ 監査に対する異議申し立て 

キ 内部監査の不備 

ク 説明を要する財政上の問題 

ケ 経済性、効率性の欠如 

コ 情報管理及び監督の脆弱性 

 

これに対して地方自治体は、「1992 年地方自治法(Local Government Act 1992)」に基づき、

同レポートを受け取ってから４ヶ月以内に対応策を本会議で決定しなければならない。なおそ

の際、７日前までに当該自治体は本会議の開催日時とレポートの内容について地方紙に掲載し

なければならない。そして対応策決定後は、その内容を公告するとともに、外部監査官に通知し

なければならない。 

なお、外部監査官は議会に対して勧告を行うこともできるが、その場合も「公共の利益に関す

るレポート（Public Interest Report）」と同様の対応が取られなければならない。 

 

 （４）「違法な会計上の事項の宣言」の請求 

外部監査官は、「1998年監査委員会法（Audit Commission Act 1998）」に基づき、「違法な会

計上の事項（an item of account is contrary to law）」と判断した場合、その旨の宣言を裁判所に

求めることができる。 

この訴えに基づき裁判所が宣言を行った場合は、裁判所は当該不法行為に関与した議員若

しくは事務職員に対し、当該不法行為による損失額の残額若しくは一部の支払いを命じることが

できる。175また、その損失額が 2,000 ポンドを超える場合、裁判所は当該議員に対してある一定

の期間、議員に就くことを禁止することができる。但し、当該不法行為が行われるに当たって、止

むを得ない理由があったと判断される場合は、賠償を求めることはできない。 

 

（５）外部監査官による返還命令 

外部監査官は、「1982年地方財政法（Local Government Finance Act 1982）」に基づいて、以

下のような事項を発見した場合、当該損失の原因を作った議員若しくは職員に対して損失額の

支払いを求めることができる。176 

 

ア 国務大臣の許可なく、何れかの者により会計に含まれるべき金額が計上されていない場

合 

イ 損失若しくは損害が、何れかの者による故意によりもたらされた場合 

 

                                                 
175 賠償額の算定は、個人の支払い能力やその他の状況を勘案して決定されなければならな
い。 
176 1974年までは、損失額だけでなく課徴金も徴収できた。 
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以上のことについて、責任があると外部監査官によって証明された者は、14 日以内にその金

額を支払わなければならない。また議員の職にある者若しくはあった者は、その損失額が 2,000

ポンドを超える場合、５年間議員の職に就くことができない。177 

なお、この制度は、「2000年地方自治法（Local Government Act 2000）」の制定に伴い、廃止

されている。 

 

 （６）禁止命令 

この他にも、監査委員会は「1988年監査委員会法（Audit Commission Act 1988）」によって以

下のような場合に禁止命令を当該自治体若しくは個人に出すことができる。なお、この禁止命令

は書面で行わなければならず、当該書面が自治体若しくは個人に届かない限りその効力は生

じない。また外部監査官はその禁止命令を解除することができる。 

 

 ア 地方自治体又はその職員が、当該自治体に違法な支出をもたらす決定を行おうとしてい

る場合若しくは行った場合 

 イ 地方自治体又はその職員が、違法となる行為又は財政的損失、欠損の原因となる行為を

起こそうとしている場合若しくは既に行った場合 

 ウ 地方自治体又はその職員が、違法な収入項目を当該自治体の会計に計上しようとしてい

る場合 

 

なおこの制度も「2000年地方自治法」により廃止されている。 

 

 （７）助言通知制度 

以上の（５）、（６）の制度に代わり、「2000 年地方自治法」に基づき、監査委員会による助言通

知（Advisory Notice）制度が設けられている。 

この制度により、外部監査官は地方自治体が違法な支出につながる意思決定を行おうとして

いる場合や財政的欠陥を招く行為を執ろうとしている場合、不正な会計処理が行われようとして

いる場合について当該自治体に対して助言通知を、理由を付して当事者に送ることができる。 

これにより通知後すぐに一時的に上記の行為は凍結され、その間外部監査官と当事者若しく

は当該自治体の間で話し合いが持たれることになる。 

                                                 
177 外部監査官の決定に不服のある者は裁判所に異議申し立てを行うことができる。 
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第６章 地方分権 

 

第１節 労働党の地方分権施策 

 

１ 背景 

英国はその正式名称が示すとおり、イングランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルラン

ドから構成される連合王国である。しかしイングランドにより力で併合されたというその歴史的背

景から、一部地域で、独立、あるいは地域内での自治を要求する民族主義政党が誕生し、国会

にも議員を送りこむ等、その勢力は 1970 年代から拡張してきている。このため、こうした勢力に

どの様に対処し、連合王国を維持していくかということが、政権政党にとって大きな政治課題とな

っていた。 

1997 年５月の総選挙で、18 年ぶりに政権を奪回したブレア労働党政権は、それまでの保守

党政権が「地域議会の設立は連合王国の基盤を揺るがす」として、頑なに地方分権を拒んだの

に対し、「地域議会の設立が不可欠である」として地方分権をその公約に基づき推進している。

なお、この地方分権を推進するにあたって、地域住民の意向を住民投票で確認する手法を採っ

ている点が注目される。 

 

２ ブレア労働党政権の地方分権施策 

労働党の地方分権に対する基本姿勢は、1997 年の総選挙時に示された以下の選挙公約178

に集約されている。 

「欧米諸国の中で、英国ほど中央集権的な国はない。EU（欧州連合）内の殆どの国は、地域

議会に高度な機能を与え、経済効率も達成している。過度に中央集権化した政府は、民主性に

欠けるだけでなく非効率である。労働党は、地方分権を推進し、意思決定権をウエストミンスター

（国会）とホワイトホール（官庁街）から、住民に近い所に移して行く。」 

この考え方は、現在ヨーロッパで主流となっている地域主義（Regionalism）の流れに沿うもの

であるとともに、新設された地域議会に、EU の運営する欧州構造基金（European Structural 

Funds）179獲得の際の主体的な役割を期待する等、実利的な面も考慮されている。 

ブレア労働党政権は、ロンドン全域を管轄するグレーター・ロンドン・オーソリティ180の設立、イ

ングランド内の地域における地域開発公社の設立、スコットランド、ウェールズ及び北アイルラン

ドにおける地域議会の設立、という地方分権施策を実施する等、その公約の実現を図っている

                                                 
178 「英国のための新労働党、新しい生活（New Labour, New Life for Britain）」。 
179 EUの財政支援策の一つで、加盟国の社会的、経済的な構造改善を支援するための補助金

施策であり、加盟国が助成を行う事業に対し部分的に支援する。その年間総額は、EU予算の

1/3以上を占める。その適用要件は幾つかあるが、その内の１つとして欧州委員会と国家及び

地域若しくは地方のレベルにおける適当な地方自治体とのパートナーシップの構築が定められ

るとともに、各事業の段階ではサブシディアリティ（補完性）の原則が貫かれており、こうしたこと
から適当な規模の地方政府若しくは地方自治体の設立が求められることになる。 
180 第２章第２節２を参照。 
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が、一方で地方自治体に対する地方分権については、「権限逸脱の法理（Ultra Vires）」181の規

制を緩めたものの、当初の選挙公約で唱えていたノン･ドメスティック･レイトの再地方税化182を見

送る等あまり積極的でないのも事実である。 

しかしながら、連合王国からの独立推進派の勢力が拡大していたスコットランドに対しては、

分権された事項に関する第一義的な立法機能を付与するとともに、名称もパーラメント

（Parliament）を付与する等、大幅な自治権を与えることとした。 

また、2001年の総選挙を圧勝したブレア労働党政権は、2001年12月に公表した地方自治体

に関する政策報告書「強力な地方のリーダーシップを－質の高い公共サービスを（Strong Local 

Leadership － Quality Public Services）｣の中で一定の地方自治体に対する規制緩和策を提示

するとともに、2002 年５月には、イングランドの地域議会の創設を目的とした政策報告書「あなた

の地域、あなたの選択（Your Region, Your Choice）」を公表する等、地方分権の動きも加速しつ

つある。 

 

第２節 スコットランド議会の創設 

 

１ 概要 

スコットランドは1603 年までは独自の王をいただく独立国家であり、1707 年までは独自の議

会を有していた。しかし、その後は一度も独自の議会を有することなく20世紀末を迎えようとして

いた。183 

このような状況の中、スコットランドでは従来、国の省庁であるスコットランド省（Scottish Office）
184が、外交・防衛等、国としての判断が必要な分野以外の行政を管轄し、同省の国務大臣であ

るスコットランド担当大臣（Secretary of State for Scotland）185が、地方自治体に対する補助金の配

分、行政法人等様々な公の機関（Public Body）に対する幹部職員の任命、その他スコットランド

内の問題に対する法律的な決定等を行っていた。 

しかし、1997 年５月の総選挙で 18 年ぶりに誕生したブレア労働党政権は、従来の保守党政

権が地方分権を頑なに拒否したのに対し、地方分権の積極的推進を公約に謳い、その一環とし

て、スコットランド議会（Scottish Parliament）の設立を提案した。 

これを受け 1997 年９月に議会設立の是非を問う住民投票が実施された。その結果は賛成が

74.3％と圧倒的多数を占め186、1998年11月には「1998年スコットランド法（Scotland Act 1998）」

                                                 
181 第１章第２節を参照。 
182 第５章第２節３を参照。 
183 1979年のキャラハン労働党政権時に最初のスコットランド議会創設に係る住民投票が実施さ

れた。投票結果は賛成が51.6％と過半数を超えたものの、成立要件だった全有権者の40％の

賛成票獲得までには至らず（投票率が64％）、議会誕生とはならなかった。 
184 1885年に設立、エジンバラに置かれた。 
185 首相によりスコットランド選出の国会議員から任命された。 
186 議会の設立の是非と併せて、域内所得税率変更権の可否についても投票が同時に行われ、

賛成が63.5％を占めた。 
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が成立した。これを受け、1999年５月には同法に基づき第１回議員選挙が小選挙区比例代表並

立制で実施され、スコットランド議会は、同年７月に正式発足した。 

今回設立された議会とその執行機関であるスコットランド自治政府（Scottish Executive）は、ス

コットランド省の機能を完全に引き継ぐこととなり、約１万2,000 人の職員のほとんどもそのまま引

き継がれた。なお、スコットランド担当大臣は、国とスコットランドの調整役として、ポストが現在も

残されており、政府の内閣の一員である。187 

 

２ 権限 

スコットランド議会はパーラメント（Parliament）と呼ばれ、議員により選ばれた、女王が任命す

る議長により統括される。 

同議会の権限は、「1998 年スコットランド法」により明記された国が権限を留保する事項以外

の分権された事項に及ぶ。すなわち同議会には、国が権限を留保する憲法、防衛、外交、マク

ロ経済政策、社会保障、原子力、入国管理以外の分野における直接的（一次的）な立法機能と、

域内税率変更権として３％の範囲内で独自に所得税を増減税できる権利が与えられている。 

なお主な権限は以下のとおりである。 

 

（１）保健…国民医療保健サービス（National Health Service : NHS）188の実施に関すること等 

（２）教育とトレーニング…学校教育、職業能力開発、生涯学習、科学・研究資金援助等 

（３）地方自治…地方自治体の行財政の管理 

（４）社会福祉と住宅…社会福祉、公営住宅、地域開発、土地利用計画等 

（５）経済開発と交通…経済開発、商業・輸出振興、観光、交通等 

（６）法律と内政…裁判に関すること、警察、消防、緊急事態等 

（７）環境…環境保護、洪水防止等 

（８）農業・林業・漁業 

（９）スポーツと芸術 

（10）その他…統計と記録、特殊法人の管理等 

 

また国の立法との関係では、議会は、分権された分野において、たとえ国が留保している

事項に影響を与えるとしても、法案の審議・制定を行うことができる。しかし国会は、同

議会で制定された法律が、憲法の枠内に収まっていない場合、国の義務と矛盾する場合、

国の安全を脅かす場合、国に留保された事項に影響を与える場合には、その決定に干渉す

                                                 
187 スコットランド担当大臣は現在スコットランド・オフィス（Scotland Office）の長として、（１）国会に

おけるスコットランドに関係する議論への参加、（２）スコットランドに適用される国の法律への関

与、（３）国会とスコットランド議会のコーディネーターとしての役割を果たし、地方分権を推進す

ること、（４）スコットランド議会への補助金の交付、（５）国が留保した事項の一部をスコットランド
に対して実施することを行っている。 
188 第 11章第３節を参照。 
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ることは可能である。 
 

３ 議員 

議員は任期が４年で、その選挙方法として英国初の小選挙区・比例代表並立制が採用されて

いる。また議員総数は129名であり、その内訳は、小選挙区73名、比例代表56名である。比例

代表制の導入の結果、1999 年５月の第１回議員選挙により、英国内では、戦後初となる連立政

権（労働党及び自由民主党）が誕生した。 

なおスコットランド議会議員による国会議員・欧州議会議員及び地方議会議員との兼職は可

能である。現在の議会構成は、下記の表の通りである。 

 

【図表６―２－１ スコットランド議会構成（2002年６月現在）】189 

      小選挙区 比例代表 計 
労働党 52 3 55 

スコットランド国民党 7 27 34 

保守党 1 18 19 

自由民主党 12 4 16 

その他（議長含む） 1 4 5 

計 73 56 129 

 

４ 組織 

現在、本会議の下、以下の17の委員会が設けられている。 

監査委員会（Audit）、教育・文化・スポーツ委員会（Education, Culture and Sport）、企業・生涯

学習委員会（Enterprise and Lifelong Learning）、機会均等委員会（Equal Opportunities）、ヨーロ

ッパ委員会（European）、財政委員会（Finance）、保健・地域介護委員会（Health and Community 

Care）、 第一法務委員会（Justice 1）、第二法務委員会（Justice 2）、地方自治委員会（Local 

Government）、手続き委員会（Procedures）、請願委員会（Public Petitions）、地域開発委員会

（Rural Development）、社会正義委員会（Social Justice）、基準委員会（Standards）、規則委員会

（Subordinate Legislation）、 交通・環境委員会（Transport and Environment） 

 

５ 財政 

予算は、スコットランド省の予算を引き継いでいる。しかしその大部分は、政府から支給される

国の包括補助金(Scottish block grant)である。この補助金算出にはバーネット・フォーミュラ

（Barnett Formula）190という公式が使われており、スコットランドはこれにより、イングランドに比べ

て人口あたりの公共事業費が約20％多く傾斜配分されている。 

                                                 
189 http://www.scottish.parliament.uk/に基づいて作成。 
190 1979年にイングランド以外の地域への補助金算定方式として設定されたもので、この公式に

より各地域にはイングランドに比べて人口あたりの公共事業費が多く傾斜配分されている。しか
しこの公式には法的根拠がないため、イングランド選出の国会議員や地方自治体等からその廃

止が繰り返し主張されている。 
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自治政府は包括補助金の総額が決定されると、その自主財源、自治政府としてスコット

ランドに必要であると考える政策実施のために必要な経費等を勘案した上で、地方自治体

等に対して配分する金額を決定する。このように、自治政府は、スコットランドの地方自

治体等に対して、補助金を交付し、地方税等独自財源を含む収入全般の調整を行うことに

より、その支出をコントロールしている。 
また自治政府の財政に係る最大の特徴として挙げられるのは、域内税率変更権が認められ

たことである。この変更権は、１ポンドにつき３ペンスの範囲内で、国税である所得税の税率を増

減税することが出来る権利である。しかし議会の第一党である労働党は、他の地域との均衡の

観点から、しばらくの間、この権限を行使しない旨の意向を表明している。 

なおスコットランド議会自体の2000年度の支出は全体で約 6,750 万ポンドであり規模はきわ

めて小さいが、自治政府の支出は下表のとおり 2001 年度で約 199 億ポンドであり、極めて大き

な規模となっている。その中でも、中央政府から交付される地方自治体への補助金やNHS関連

の健康分野の支出がともに30％以上と大きな割合を占めている。 

 

【図表６－２－２ スコットランド自治政府2001年度支出内訳（単位：百万ポンド）】191 

目的別 金額 目的別 金額
資本近代化基金 12 司法 669
中央政府地方自治体補助金 6,538 政府近代化基金 13
児童・教育 311 地域問題 625
コミュニティ・ケア 6 自治政府運営など 516
検察 57 社会正義 715
企業・生涯学習 2,117 スポーツ・文化 184
環境 516 交通 1,036
EU構造基金 172 スコットランド議会・監査委員会 101
食品基準局 5 その他 75
森林 82 合計 19,893
健康 6,143  

 

６ 自治政府 

自治政府は、議会議員の中から選挙で選ばれる首相（First Minister）を長とし、閣僚である大

臣（Minister）と副大臣（Junior Minister）で構成される。首相は、議会議員の中から大臣及び副大

臣を指名（議会の承認が必要）する権限を有する。また内閣の構成員数及び役割等は、首相の

専決事項192であるため、議会の与党が変われば、自治政府の組織自体が大きく変わる可能性

がある。 

なお、自治政府の首相、大臣は、国会議員、欧州議会議員、地方議会議員との職を兼ねるこ

とは可能であるが、国務大臣との職を兼ねることは出来ない。 

2002年11月現在の自治政府はジャック・マコネール（Jack MaConnell）首相の下、９名の大臣

と10名の副大臣から構成されている。また大臣、副大臣のほかに法律問題を担当する顧問が２

                                                 
191 http://www.scotland.gov.uk/pages/default.aspxに基づいて作成。 
192 但し実際には、首相が所属する政党の意向を受けることとなる。 
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名いる。 

 

【図表６－２－３ スコットランド自治政府の構成】193 

首相 
副首相とともに自治政府の行う政策の策定・実施の総括、説明責任に関す

ること 

法務大臣 法律・警察・消防・情報公開・地域開発計画に関すること 

教育・青少年問題担当大臣 学校教育・青少年問題に関すること 

企業・生涯学習担当大臣 経済・産業・投資・公共交通・生涯学習に関すること 

環境・地方開発担当大臣 環境及び農業・林業・漁業を含む地方開発に関すること 

財務・公共サービス担当大臣 
予算・欧州構造基金・地方自治・電子政府・政府の近代化・住民サービスの

改善に関すること 

保健・コミュニティケア担当大臣 保健・ＮＨＳ・コミュニティケア・食品衛生に関すること 

議会担当大臣 議会に関すること 

社会正義担当大臣 住宅、都市再開発、計画に関すること 

観光・文化・スポーツ担当大臣 観光・スポーツ・芸術・文化・歴史遺産に関すること 

 

７ 独自政策 

スコットランド議会及び自治政府は、依然として財政面では大きく中央政府に依存しているも

のの、教育や福祉政策などの分権された分野において、スコットランド独自の施策を打ち出して

いる。 

例えば、2002 年７月から実施予定の 65 歳以上の高齢者に対する在宅介護の無料化や幼児

虐待に対する厳しい規制（３歳以下の児童に対する両親の暴力全面禁止）等が挙げられる。ま

た貴族のスポーツとして有名なキツネ狩りも禁止された。 

この他、現在地方自治の分野についても議会で、地方選挙における比例代表制度の導入や

地方自治体の財政力向上の観点からのノン・ドメスティック・レイトの再地方税化や地方所得税の

導入やの可否等も検討されている。194 

 

第３節 ウェールズ議会の創設 
 

１ 概要 

ウェールズ195でもスコットランドと同時の 1997年９月に議会設立の是非を問うための住民投票

が行われた。196その結果は、賛成が 50.3％と過半数をわずかに上回り（投票率50.1％）、ウェー

ルズ議会（The National Assembly for Wales）が設立されることとなった。これに続いて、「1998年

ウェールズ政府法（Government of Wales Act 1998）」に基づき、1999年５月に第１回議員選挙が

                                                 
193 http://www.scotland.gov.uk/pages/default.aspxに基づいて作成。 
194 全体的には議会が独自施策の導入に積極的なのに対して、自治政府は消極的である。 
195 1536年にイングランドにより併合された。 
196 ウェールズでもキャラハン労働党政権時の1979年に議会設立の是非を問う住民投票が実施

されたが、その時は賛成が20.2％しかなく、議会設立とはならなかった。 
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小選挙区比例代表並立制で実施され、同議会は同年７月に正式発足した。 

なお今回設立された議会とその執行機関である内閣は、ウェールズ省(Welsh Office)197の機能

を引き継ぐこととなり、約 2,000 人の職員のほとんどもそのまま引き継がれた。なお、ウェールズ

担当大臣（Secretary of State for Wales）は、ウェールズ・オフィス（Wales Office）の長として、ポス

トが現在も残されており、政府の内閣の一員である。198 

 

２ 権限 

従来からウェールズの行政制度は、国の省庁であるウェールズ省と、その長で国務大臣でも

あるウェールズ担当大臣により管轄されてはいたものの、イングランドと基本的に同一のもので

あった。 

今回ウェールズ議会に付与された権限は、議会がアセンブリー（Assembly）と呼ばれることか

らも明らかなように、スコットランドとは異なり、「1998 年ウェールズ政府法」に列挙される分野に

限って国の法律を施行するための二次的な立法機能が与えられたに過ぎない。また税率の変

更や独自の財源を調達する権限も与えられていない。この結果、今後も根拠となる一次的な法

律は変わらないことから、大枠ではイングランドと同じ政策がウェールズでも実施されることにな

る。 

なおウェールズ議会が有する二次的立法権の及ぶ分野は以下のとおりである。 

農業、漁業、林業、食物、産業、洪水対策、経済開発、学校、大学、職業能力開発、保健、社

会福祉、環境、住宅、地方自治、スポーツとレジャー、計画、交通政策、芸術、文化、人工遺産、

ウェールズ語 

 

３ 議員 

議員の任期は４年で、その選挙方法として英国初の小選挙区・比例代表並立制が採用されて

いる。また議員総数は60名であり、その内訳は、小選挙区40名、比例代表20名である。 

なおスコットランドと同様、ウェールズにおいても労働党と自由民主党との連立政権が誕生し

ている。 

議会は議長（Presiding Officer）を選出するが、その役割は議会を指導するものの、対
外的には議会の広報官としての役割を果たすに止まり、首相が議会全体を代表することに

なる。 

                                                 
197 1964年に設立、カーディフに置かれた 
198 ウェールズ担当大臣はその役割として、（１）ウェールズに適用される国の法律への関与、

（２）ウェールズ議会への補助金の交付、（３）国会におけるウェールズに関係する議論への参加
等を行う等、政府とウェールズの調整役の役割を果たしている。また、同大臣はウェールズ議会

への出席は可能であるが、議案への投票は許されていない。 
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【図表６－３－１ ウェールズ議会構成（2002年６月現在）】199 

      小選挙区 比例代表 計 
労働党 25 1 26 

ウェールズ民族党200 9 8 17 

保守党 1 8 9 

自由民主党 3 3 6 

その他 2 0 2 

計 40 20 60 

 

４ 組織 

現在、本会議の下、以下の 13 の分野別委員会（Subject Committee）と４つの地域委員会

(Regional Committee)が設けられている。 

 

（１）分野別委員会 

農業･地方開発委員会（Agriculture and Rural Development Committee）、文化委員会（Culture 

Committee）、経済開発委員会（Economic Development Committee）、教育･生涯学習委員会

（Education and Lifelong Learning Committee）、環境･計画･交通委員会（Environment, Planning 

and Transport Committee）、保健・社会福祉委員会（Health and Social Services Committee）、地

方自治･住宅委員会（Local Government and Housing Committee）、監査委員会（Audit 

Committee）、ビジネス委員会（Business Committee）、機会均等委員会（Equality of Opportunity 

Committee）、ヨーロッパ委員会（European Affairs Committee）、規則委員会（Legislation 

Committee）、活動規範委員会（Standards of Conduct Committee） 

 

 （２）地域委員会 

中部ウェールズ地域委員会（Mid Wales Regional Committee）、北部ウェールズ地域委員会

（North Wales Regional Committee）、南東部ウェールズ地域委員会（South East Wales Regional 

Committee）、南西部ウェールズ地域委員会（South West Wales Regional Committee） 

  

５ 財政 

予算は、ウェールズ省の予算を引き継いでいる。しかしその大部分は、政府から支給される

国の包括補助金(Welsh block grant)である。この補助金算出にはバーネット・フォーミュラという

公式が使われており、イングランドに比べて人口あたりの公共事業費が多く傾斜配分されてい

る。 

議会は包括補助金の総額が決定されると、その自主財源、議会としてウェールズに必要

であると考える政策実施のために必要な経費等を勘案した上で、地方自治体等に対して配

分する金額を決定、配分する。 

                                                 
199 http://www.wales.gov.uk/index.htmに基づいて、作成。 
200 Plaid Cymru。 
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ウェールズ議会の 2001 年度の歳出額は約 97 億ポンドで、その目的別内訳を見ると、保健・

社会福祉（約 34％）、地方自治（約30％）、教育・生涯学習（約９％）,環境・計画・交通（約９％）と

なっており、スコットランドと同様、地方自治体への補助金やNHS 関連の健康・福祉分野の支出

が大きな割合を占めている。 

一方歳入については、その大半が政府からの補助金で賄われており、続いて欧州構造基金

がある。 

 

【図表６－３－２ ウェールズ議会2001年度目的別予算】201 

目的別 金額（百万ポンド
健康・社会福祉 3,344
地方自治 2,866
住宅 551
環境・計画・交通 848
農業・地方開発 228
経済開発 479
教育・生涯学習 922
文化・スポーツ・ウェールズ語 63
その他 405
合計 9,706  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 内閣 

内閣（Executive Committee、通常は Cabinet と呼ばれる。）は、議会により選出される首相

（First Secretary、通常はFirst Ministerと呼ばれる。）と首相が議会議員の中から指名する７名の

大臣（Secretary通常はMinisterと呼ばれる。）により構成される。なお内閣の構成員数及び役割

等は、首相の専決事項である。この他、現在大臣を補佐する５名の副大臣が任命されている。

首相は対外的に内閣だけでなく、議会全体を代表する。 

また内閣の首相、大臣は、国会議員、欧州議会議員、地方議会議員との兼務は可能であるが、

国務大臣との職を兼ねることは出来ない。 

                                                 
201 http://www.wales.gov.uk/index.htmに基づいて、作成。 
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なお現在の内閣の構成は図表６－３－３のとおりである。 

 

【図表６－３－３ 内閣の構成】 

首相 内閣の統括、政策の策定・実施の総括、他の地域との関係に関すること 

教育・生涯学習担当大臣 学校教育・高等教育、生涯学習、職業教育に関すること 

経済開発担当大臣 経済・産業・投資・地域開発･観光・ＩＴ・欧州構造基金に関すること 

環境大臣 環境・水・計画・公共交通に関すること 

財務・地方自治・地域社会担当大臣 予算・地方自治・住宅・治安に関すること 

保健・社会福祉担当大臣 保健・ＮＨＳ・社会福祉・食品衛生・青少年問題に関すること 

地域問題・議会担当大臣 農林水産業・地方開発・議会に関すること 

文化・スポーツ・ウェールズ語担当大臣 スポーツ・芸術・文化・図書館・ウェールズ語に関すること 

 

７ 独自政策 

上述したように、ウェールズ議会には二次的な立法権しか付与されておらず、また財政的にも

中央政府への依存が強いことから、イングランドとは異なる独自の政策を展開することは困難で

ある。 

しかし徐々にではあるが、独自の動きが展開されつつある。特にウェールズ語を代表とするウ

ェールズ独自の文化の保護に関しては積極的であり、議会の公用語も英語及びウェールズ語と

されている。また一部の行政においては、ウェールズ語の利用に関する保護規定が設けられて

いる。 

更に地方自治の面でも、2002年４月からは政府とは異なる独自のベスト・バリュー制度の導入
202や地方自治体の代表機関であるウェールズ地方自治体協議会（Welsh Local Government 

Association）と幅広い協力関係を構築する等、一定の制約下においても中央政府とは違う自立

した政策を展開し始めている。 

 

第４節 イングランドにおける地方分権施策 

 

１ グレーター・ロンドン・オーソリティ（Greater London Authority）の創設 

ロンドンは、1986 年にサッチャー政権下の自治体構造改革によって大ロンドン市（Greater 

London Council）が廃止されて以来、32のロンドン区（London Borough）と金融街のシティ(City of 

London Corporation)からなる一層制の地方自治体で構成されていた。 

こうした中、1997年の総選挙においてロンドンにおける統一的自治体の創設を公約の１つとし

て掲げて勝利を収めたブレア労働党政権は、その公約に沿って、広域自治体であるグレータ

ー・ロンドン・オーソリティ（Greater London Authority、以下「GLA」とする）を2000年７月に創設し

た。203 

                                                 
202 第８章第６節２を参照。 
203 第２章第２節２を参照。 
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２ 地域開発公社の創設 

（１）概要 

ブレア労働党政権は、1997 年の総選挙の際の公約においてイングランドにおける地方分権

政策として GLA の創設以外に「地域開発公社（Regional Development Agencies、以下「RDA」と

する）」及び「地域会議（regional chambers）」の設置、加えて「公選の地域議会（directly elected 

regional assemblies）」の創設を掲げていた。 

これに従い政府は、1998 年 11 月に「1998 年地域開発公社法（Regional Development 

Agencies Act1998、以下「RDA 法」とする）」を成立させ、1999 年４月１日、ロンドンを除く国の出

先事務所（Government Offices for the Regions、以下「地域政府事務所」とする）単位である８つ

の地域（ノース･イースト（North East）、ノース･ウエスト(North West)、ヨークシャー・アンド･ザ・ハ

ンバー(Yorkshire & the Humber)、イースト･ミッドランド(East Midlands)、ウエスト・ミッドランド

(West Midlands)、イースト(East)、サウス・イースト(South East)、サウス・ウエスト(South West)）に、

地域開発公社を設立した。なおロンドンについてはGLA 創設とともに2000 年７月にロンドン地

域開発公社（London Development Agency : LDA）が設置された。 

  

【図表６－４－１ イングランド地域区割り図】204 

 

（２）地域開発公社の地位 

地域開発公社の地位については RDA 法では法的に国から独立した機関とされているが、実

質的には英国で多く見られる独立公共機関（Non-Department Public Bodiies : NDPBs）に区分さ

                                                 
204 「Regional Trends｜No36｜2001 edition」より抜粋。 
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れ、権限のうえでも国務大臣（現在は貿易・産業大臣（Secretary of State for Trade and 

Industry））の監督下に置かれている。 

 

（３）地域開発公社の組織 

地域開発公社には意思決定機関として理事会が設置されており、その構成及び任命等につ

いては「RDA 法」に規定がある。それによると、理事の数は８名～15 名とされており、すべて国

務大臣205が利害関係者との協議を経て任命する。更に国務大臣は、理事の中から一人を理事

長に任命する義務を負うとともに、必要に応じて理事長以外のメンバーから副理事長を任命す

ることができる。 

理事の構成メンバーは、管内の地方自治体をはじめ、産業界、労働組合、教育界、農村部、

ボランタリ・セクター等、適当と思われる多くの部門から選ばれている。 

一方、地域開発公社の職員については「RDA 法」別表２で言及されており、職員の責任者で

ある事務局長（Chief Executive）は、国務大臣の同意を得たうえで地域開発公社が任命する。一

般職員（100 名程度）については公的部門と民間部門からの人材の融合が図られており、具体

的には産業界、地方自治体、その他の利害関係機関、中央政府及びその出先からの派遣者及

び新規採用者などで構成されている。 

 

（４）地域開発公社の目的及び権限 

地域開発公社設立の目的は、イングランドの各地域における経済開発、地域全般にわたる社

会的、物的再生を実現することにあり、具体的には次のような目標が掲げられている。 

ア 管内の経済開発及び再生を促進すること 

イ 管内の事業効率・競争力を高めること及び投資を促進すること 

ウ 管内の雇用を促進すること 

エ 管内の雇用に結びつく技能の開発及びその応用を促進すること 

オ 英国における持続的発展に資すること 

 

また、このような目標を実現させるため、各地域開発公社は国務大臣の同意を得たうえで以

下のような権限を行使することができる。 

ア 財政的支援を行うこと 

イ 正当に得られる、最大の対価に満たない条件で土地を処分すること 

ウ 法人を設立し又は法人の株主となること 

 

（５）地域開発公社の予算 

  ア 概要 

地域開発公社別の歳出予算については図表６－４－２のとおりである。その規模について

2000年度以降でみると、まず2000年度決算（暫定値）は約10億ポンドとなっており、また2001

                                                 
205 今後同節内ではロンドン開発公社に関する限り、国務大臣をロンドン市長と読みかえる。 
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年予算（計画値）ではおよそ13億5,000万ポンドまで伸びている。さらに政府は2003年度まで

に17億ポンドまで増額する目標を掲げている。このように地域開発公社の予算は年々大きな伸

びをみせているが、このことは同公社に対する政府の期待の大きさを反映したものといえる。 

 

 【図表６－４－２ 地域開発公社別歳出予算（単位：千ポンド）】206 

区分 
1999年度 

（確定値） 

2000年度 

（暫定値） 

2001年度 

（計画値） 

One North East 92,280 107,478 149,615 

North West Development Agency 141,337 148,629 257,467 

Yorkshire Forward 121,298 150,976 211,583 

East Midlands Development Agency 66,660 58,538 81,571 

Advantage West Midlands 103,773 113,086 149,294 

East of England Development Agency 29,734 37,316 56,762 

London Development Agency N/A 260,154 278,172 

South East England Development Agency 63,718 71,685 94,721 

South West of England Development Agency 42,916 55,933 66,591 

Total 661,716 1,003,795 1,345,776 

 

他方、地域開発公社が所管する地域再生関連予算は次ページ図表14－４－３のとおりとなっ

ており、地域開発公社の予算の中では単一振興予算（Single Regeneration Budget, 以下「SRB」

とする）がその大部分を占めていることがわかる。 

地域開発公社には、その設立時に他機関から多くの地域再生関連事業が移管されており、こ

の SRB も地域政府事務所から移管されたものである。同様にイングリッシュ・パートナーシップ

（English Partnership）からは土地及び不動産予算（Land and property budgets）を、また田園開

発委員会（Rural Development Commission）からは田園開発事業（Rural Development 

Programme）を引き継いでいる。 

更に地域開発公社は、教育・雇用省（当時）が、住民が基礎的なものから高度なものまで、各

自の職場に適した技能を開発できるよう、また、すべての住民が技能を向上させる機会を確保

できるよう設置していた技能開発基金（Skills development fund）や、産業・貿易省が地域開発公

社のために新たに設置した地域における事業の優先事項を特定し、地域の競争力を高めるた

めの競争力開発基金（Competitiveness development fund）など複数の予算の管理も行ってい

る。 

                                                 
206 「DETR Annual Report 2001」に基づき、作成。 
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【図表６－４－３ 地域開発公社が管理する地域再生関連予算（単位千ポンド）】 

区分 
1998年度 

（確定） 

1999年度 

（暫定値） 

2000年度 

（計画値） 

2001年度 

（計画値） 

Land and property budgets 0 57,700 6,900 135,700 

Rural development programme - 19,100 22,100 19,100 

Single regeneration budget(SRB) 0 497,700 575,500 650,000 

Administration costs 12,200 56,500 62,000 53,200 

Skills development fund(DfEE) 0 28,500 37,100 37,100 

Competitiveness development fund(DTI) 0 2,000 3,500 3,500 

Inward investment(DTI) 0 10,100 9,900 9,900 

Contributions from DTI and DfEE  -40,600 -50,500 -50,500 

Other receipts - -38,000 -38,000 -38,000 

Total 12,200 593,000 628,500 820,000 

London Development Agency - - 241,800 228,500 

 

イ SRBから単一予算へ 

地域開発公社の予算においては、上述したようにSRBが大きな位置づけを占めており、各地

域の地域戦略を実践するうえで今日最も重要な財源となっている。 

 

 （ア）SRB 

このSRBはもともと、1994年に当時のメージャー保守党政権が環境、内務、教育、貿易・産業、

さらには雇用207と、それまで５つの省庁毎に計上されていた地域再生関連予算の簡素化とその

執行の効率化を図るため、20の補助金を一括して新たな補助金制度を創設したものである。 

その目的は、イングランドの各地域における域内格差や少数派民族のコミュニティの不利な

境遇など住民間格差を取り除くことにより、地域住民の生活水準を向上させることであり、1995年

度に第１ラウンドの取り組みが始まった。 

SRBの特徴として注目されるのは、その交付団体が地元の産業界、ボランタリ・セクター、地域

社会等から構成される官民のパートナーシップでなければならないことである。208 

また、事業内容については以下の基準が満たされていれば、その規模（100 万ポンド未満か

ら１億ポンド超）や期間（単年から最長７年）等は問われないとされている。 

なおSRBの申請の窓口は地域開発公社であるが、その交付は地域政府事務所を通して国務

大臣の決定による。 

 

ａ 地域住民の雇用の見通し、教育・技能が改善されること 

ｂ 社会的な差別に対処し、社会的弱者の機会平等を確保すること 

ｃ 持続的な地域再生を促進し、環境を保護し、また住宅を含む社会資本を整備すること 

ｄ 地元の経済組織や企業の成長を支援・促進すること 

                                                 
207 すべて当時の呼称。 
208 SRBの事務管理者及び契約者としてその責任団体（accountable body）が選ばれる必要があ

るが、通常地方自治体がその役割を担うことが期待されている。 
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ｅ 犯罪及び薬物乱用を減少させ、コミュニティの治安を改善させること 

 

SRBでは第１ラウンドから第６ラウンドまでを通じて900件を超える事業計画が承認されており、

総計約57億ポンドの予算が配分されることとなっている。また、そのことにより90億ポンドの民間

投資が誘発され、欧州構造基金を引き出す誘引ともなっている。 

 

 （イ）単一予算 

しかしながら、SRBの申請は第６ラウンド（2000年度分）までで募集が打ち切られ、それ以降の

新たな事業承認は行われていない。 

これは政府が2002年度から、現在、地域開発公社が所管している事業費をさらに統合して同

公社の裁量の自由度を一層高める制度、すなわち単一予算（Single Budget, 以下「SB」とする）

の導入を計画しているためである。このSBの導入により、地域開発公社は財務大臣が示す必要

最小限の規則には縛られるものの、過度な制約が排除されことから、地域の優先事項に応じた

予算配分が可能となるなど、経済開発、地域再生における一層の効率化が期待されている。 

但し、SRB の承認事業は上述のとおり最長で７年間継続されるため、今後、その事業費は SB

で賄われることとなる。また2001 年度は SRB から SB への移行期という位置づけとなっており、

2001 年度で SRB に余裕がある場合、地域開発公社は自らの地域戦略の実践を後押しするよう

な新たな事業計画の推進につぎ込むことができることとなった。 

なお、参考までに第６ラウンドの状況を示すと、SRBとして承認された事業は189件であり、地

域開発公社別の内訳は図表６―４－４のとおりとなっている。 

 

【図表６－４－４ 地域開発公社別SRB第６ラウンドにおける承認件数及び承認額等】209 

地域開発公社名 件数（件） 承認額（£） 
2000年度配当分

（£） 

One North East 19 127,659,000 6,820,000 

North West Development Agency 20 231,555,000 5,325,000 

Yorkshire Forward 19 230,000,000 11,186,000 

East Midlands Development Agency 19 55,142,000 2,222,000 

Advantage West Midlands 11 134,341,000 4,457,000 

East of England Development Agency 16 32,684,000 990,000 

London Development Agency 46 300,000,000 17,826,000 

South East England Development Agency 21 70,000,000 2,425,000 

South West of England Development Agency 18 31,683,000 1,050,000 

Total 189 1,213,064,000 52,301,000 

 

（６）地域戦略 

地域開発公社は、自らの目的にかなった地域戦略（regional strategy）を策定するとともに（国

務大臣に提出）、当該戦略に則って活動し、継続的にその見直しを行わなければならない。こ

の地域戦略は地域の取り組みについて長期的な（10年から20年）展望を示すもので、経済的な

                                                 
209 http://www.regeneration.dtlr.gov.ukに基づき、作成。 
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目標が掲げられるだけでなく、社会的な視点や環境の要素も盛り込まれなければならない。 

また地域開発公社は各地域戦略に記載された内容を実現するために、その地域戦略に沿っ

た形で今後３年間の取り組みを示すコーポレート・プラン（Corporate Plan）を策定し、政府に提

出している。このコーポレート・プランでは地域の優先的取り組み、予算配分や工程表などが示

されており、政府の了承が得られた時点で、更に単年度ごとの目標や出来高を記したビジネス・

プラン（Business Plan）を策定する。 

 

（７）地域会議（regional chamber） 

地域開発公社はその性格上、地域のニーズに敏感でなければならないが、理事会だけでそ

の機能が満たされるのは困難である。 

そこで「RDA 法」は、国務大臣が地域開発公社の管内において地域住民の声を代弁する機

関として適当と認められる組織を、地域会議に指定することができると規定しており、既に 1999

年にはロンドンを除く８地域において次ページ図表６―４－５のとおり、地域会議が発足してい

る。 

 

 ア 構成 

地域会議の構成メンバーについては、様々な利害関係者の意見が反映されるよう考慮するこ

とが求められるとともに、地方自治体と関わりのない者が 30％以上となること、また性別、地域で

少数派となる民族、あるいは身体障害者等のバランスにも配慮することなども求められている。 

また規模については、ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバーの30数名から、サウス・イーストでは

100名を超えるなど地域によって大きな違いがみうけられる。 

 

 イ 役割 

一方、地域会議の役割については、各地域会議は地域開発公社の活動に係る分野におい

て地域の声を集約し、同公社の活動に反映させるとともに、その活動を監視することとされてい

る。このため各地域会議は地域開発公社が自らの行動を報告し、同時に会議側の考えを公社

側に伝える場としてフォーラムを主催している。また地域会議は国務大臣ではなく、地域や当該

会議のメンバーを任命した団体等に対して説明責任を負っている。 

その具体的な活動領域としては、交通、戦略的計画、経済開発、環境及び持続的発展、教

育・職能及び職業訓練、犯罪防止、保健及び社会福祉、文化・観光及びスポーツ、欧州連合、

農村問題等と広範にわたっており、多くの関係機関との協議や調整が行われている。 

なお政府は、SBの導入により地域開発公社の責任が拡大するのにあわせ、地域会議の監視

及び評価能力を強化することを予定しており、既に地域会議を支援するための具体策としては、

2001年度から３年間にわたって新たに年間500万ポンドの支援を行っている。 

具体的には、初年度にあたる2001年度については当面の策として地域会議ごとに50万ポン

ドまでを支援し、各地域会議が共同で新たな監視ネットワークを構築するためにさらに100 万ポ

ンドを助成することとしている。 

なお一部の地域会議では、地域開発公社の監視以外に地方自治体の計画・開発行政の基
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礎となる基本計画（structure plan）や地方計画（local plan）の指針となる地域計画指針（Regional 

Planning Guidance）の作成も行っている。 

 

【図表６－４－５ 各地域の地域会議】 

地域名 地域会議名 指定日 

North East North East Regional Assembly ６月23日 

North West North West Regional Assembly ５月19日 

Yorkshire and the Humber Regional Chamber for Yorkshire and Humberside  ７月27日 

East Midlands East Midlands Regional Assembly ５月19日 

West Midlands West Midlands Regional Chamber ５月19日 

East of England East of England Regional Assembly ７月21日 

London   

South East South East England Regional Assembly ７月21日 

South West South West Regional Chamber ７月21日 

 

３ 地域議会の創設へ 

2002 年５月９日にイングランドにおける地方分権に関する政策報告書「あなたの地域、あなた

の選択（Your Region, Your Choice）」が公表された。同政策報告書は９章から構成され、イングラ

ンドにおける地域議会（regional assembly）創設について提案している。 

 

（１）地域議会設置のためのプロセス 

同政策報告書では、ロンドンを除く上述の８地域において、それぞれの地域が地域議会を創

設する際には、最初に住民投票を行い、住民の賛意を得なければならないとしている。 

しかし、政府は全ての地域が地域議会を設けることに関心を持っているとは考えておらず、住

民投票が全８地域において必ず実施されるよう求めていない。むしろ、政府は、地域住民がど

の程度地域議会に関心があるか評価したうえで、それぞれの地域が住民投票を実施するか否

か判断することとしている。 

現時点では、ノース・イースト、ノース･ウエスト及びヨークシャー・アンド・ザ・ハンバーの北部３

地域が住民投票を最も実施する可能制が高いと見られている。 

 

（２）二層制に対する再検討 

政府は、地域議会が第三層目の直接選挙による自治体となることを否定しており、地域議会

は一層制の自治体（unitary authority）が存在している地域においてのみ、設置されるよう提案し

ている。 

このため、住民投票が行われる前に、イングランド境界委員会（Boundary Committee for 

England）が二層制となっている地域の自治体構造の再検討を行うこととなる。そして、同委員会

が政府に対し勧告を行い、政府が住民投票の実施日とともに地方自治体の再編成について提

案を行うことになるとしている。その結果、住民投票で住民の賛意が得られれば、地域議会が設

置されることになり、新たに再編された地方自治体（unitary authority）との二層制の構造となる。 
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（３）立法作業 

政府は、早急に最初の住民投票が行うことができるよう、住民投票と自治体構造の再検討の

ための法案を提出する構えである。 

また、地域議会の創設に賛成した地域があれば、地域議会の設置を可能とするための法案

を提出する予定である。 

 

（４）地域議会の権限 

地域議会は、主として 10 の分野（持続可能な開発、経済開発、職業訓練と雇用、土地利用計

画、交通、廃棄物処理、住宅、保健政策、文化政策、自然保護）に関する権限を有し、各分野に

関する地域戦略を作成しなければならない。 

その結果、地域における経済開発を担当している地域開発公社は、中央政府よりも地域議会

に対して直接説明責任を負うこととなる。 

 

（５）地域議会の財政的権限 

策定した戦略を実現できるよう、地域議会は、その機能の範囲に応じて、財源を分配する権

限を持つとされている。例えば、住宅に関しては、地域議会は、特殊法人である住宅公社の機

能を引き継ぎ、住宅に関する資本支出補助金を地方自治体と住宅組合210に割り当てることがで

きるようになると見られる。また、地域再生政策に関しては、議会は、地域開発公社へ資金を提

供するとともに当該地域における EU 補助金の分配機能を政府機関から引き継ぐこととなる。文

化及び観光政策に関しては、地域観光の振興事業及び地域の博物館等に対して、資金を提供

する責任を負うこととなる。 

 

（６）地域議会への資金 

地域議会には、中央政府からの使途の制限がなく、議会の意思に応じて支出できる包括的補

助金が提供されるとされている。2001 年度の数字から判断すると、北東部の地域議会が設置さ

れれば、EUの認定事業を含め約年間３億5,000万ポンドの予算規模となり、更に５億ポンドの公

共支出に影響を与えるものと見られる。 

また地域議会は、年間の運営費に約2,500万ポンドかかると予想されるが、政府は、議会が創

設された地域の住民が議会の運営費の一部を分担することを望んでおり、運営費に対する政府

の補助金額は、住民の負担の程度によって決定されることになる。 

そのため地域議会は、議会運営のための追加的な資金を得るために徴税命令自治体として、

基礎自治体のカウンシル･タックスに付加する形で税を徴収することとなる。またその額につい

ては地域議会に決定権があるが、中央政府からのキャピングの対象となる。なお現在の推定で

は、標準的な課税レベルとされるバンドＤの住居に居住する納税者は、１週あたり５ペンス前後

の追加的な負担をすることになりそうである。 

 

                                                 
210 第 15章第１節１を参照。 
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（７）地域議会の構成 

政策報告書は、地域議会における執行機能と政策評価機能との分割を提案している。提案さ

れている執行機関のモデルは、リーダーを伴う内閣制であり、内閣の構成員は、最大６名が議

会から選出され、議会に対して責任を負う。政府は、政策評価委員会について、何人で構成さ

れるのか、どのような機能を持つのかについて明言を避けているが、同委員会は、執行機関の

活動の評価を行うために設置されることとなると見られている。なお、地域議会の議員数は、25

～35名であり、できるだけ多くの議員が比例代表制により選出されるものと想定されている。 

  

なおこの地域議会には、スコットランドやウェールズの議会が有している立法権までが政府か

ら付与される予定はない。 

 

第５節 北アイルランド和平合意と議会の創設 

かつての北アイルランドは、現在の「アイルランド共和国」である南アイルランドと共に、単一

国家を構成していた。民族的にはケルト人であり、宗教的にはカトリック、言語的にはゲール語

であった。 

しかし 12 世紀以降に英国内の他の地域から、プロテスタント系住民のアイルランドへの移民

が始まり、これを契機として同地での紛争が多発するようになった。そして遂に1801年、英国に

併合されたが、1916年の武装蜂起の後、1921年にカトリック系住民が約90％を占める南部地域

が、アイルランド共和国として独立した。その際、プロテスタント系住民が2/3を占める北部地域

は、英国への残留を選択しており、これが現在の北アイルランドになった。 

それ以降、北アイルランドでは、英国への帰属を主張するユニオニストとアイルランド共和国

との統一を掲げるナショナリストの激しい対立が繰り返されてきている。このため、同地域の行政

は北アイルランド省（Northern Ireland Office）と他省の出先機関とが行っていた。 

 

１ 概要 

1998 年４月、英国・アイルランド共和国両政府による北アイルランド和平プロセスが最終合意
211に達し、北アイルランド議会の設置や武装解除による平和的な社会の確立、プロテスタント、

カトリック双方の権利の保障等の取り決めが行われた。 

これを受けて同年５月22日に北アイルランド議会（Northern Ireland Assembly）設立の是非を

問う住民投票が行われたが、結果は賛成が 94.4％と圧倒的多数であった。更にその１ヶ月後の

６月10日に「1998年北アイルランド選挙法（Northern Ireland (Election) Act 1998）」に基づき、第

1回議員選挙が比例代表制により実施されて議会が設立された。 

しかしながら、その後の北アイルランド自治政府（Northern Ireland Executive）の組閣が IRA

（Irish Republican Army。カトリック系過激派組織アイルランド共和軍)の武装解除問題で難航し、

当初の予定から約半年遅れの 1999 年 12 月に、首相（First Minister）、副首相（Deputy First 

Minister）、10名の大臣（Minister）から成る内閣がようやく発足した。 

                                                 
211 「イースター合意（Good Friday Agreement）」と呼ばれる。 
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しかし、その後も2000 年２月の自治政府の機能一時停止や、2001 年７月の IRA の武装解除

の遅れに抗議したトリンブル北アイルランド自治政府首相の辞任など、情勢は流動化したが、同

年11月にIRAの武装解除が始まり、トリンブル氏も首相職に復帰、現在は自治政府の業務が再

開された。ところが2002年10月のシン・フェイン党によるスパイ事件を契機に４回目の自治政府

機能の停止が行われている。 

 

２ 権限 

同議会が権限を有する分野は、「1998年北アイルランド法（Northern Ireland Act 1998）」により

明記された国が権限を留保する事項以外の分権された事項に及ぶ。すなわち同議会には、国

が権限を留保する憲法、防衛、外交、マクロ経済政策、税制、社会保障、入国管理、治安、司法、

原子力、放送・通信等以外の分野における一次的な立法機能が与えられている。但し、現状で

は一部の分野については政府がその権限を留保しており、それら留保事項や政府の権限に関

わる立法が行われる場合には、北アイルランド担当大臣（Secretary of State for Northern 

Ireland）の同意が必要である。 

なお、北アイルランド議会に属する主な権限は以下の分野についてである。 

農業、農村開発、文化、芸術、余暇、教育、企業、商業、投資、環境、財政、人事、保健、社会

福祉、公共の安全、職業能力開発、雇用、地域開発、社会開発（都市の再生、地域社会の発展、

住宅問題、社会保障、田園地帯の保護等） 

 

３ 議員 

議員の任期は４年で、定員は108名である。各議員は、定数６名の18の選挙区から成る比例

代表選挙により選出される。 

 

【図表６－５－１ 北アイルランド議会構成（2002年８月現在）】212 

政党名 議席数 

アルスター統一党（Ulster Unionist Party）213 26 

社会民主労働党（Social Democratic and Labour Party）214 24 

民主統一党（Democratic Unionist Party）215 21 

シン・フェイン党（Sinn Fein）216 18 

連合党（Alliance Party） ６ 

その他 13 

合計 108 

 

                                                 
212 http://www.ni-assembly.gov.uk/に基づいて、作成。 
213 プロテスタント系穏健派。 
214 カトリック系穏健派。 
215 プロテスタント系強硬派。 
216 カトリック系強硬派。IRAの政治組織である。 
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４ 組織 

2002 年８月現在同議会には、10 の分野別委員会（Departmental Committee）と６つの常任委

員会（Standing Committee）、そして７つの特別委員会（Ad Hoc Committee）が設置されている。 

委員会は通常 11 名から構成され、各委員会にはできうる限り多くの政党が参加し、特別委員

会を除く委員会全体の委員数の比率は、議会全体の議席比率と同じでなければならない。 

 

 （１）分野別委員会 

この委員会は自治政府の省庁に対応して設置される法定委員会である。 

農業･地方開発委員会（Agriculture and Rural Development Committee）、文化・芸術・余暇委

員会（Culture, Arts and Leisure Committee）、教育委員会（Education Committee）、雇用･学習委

員会（Employment and Learning Committee）、企業・商業・投資委員会（Enterprise, Trade and 

Investment Committee）、環境委員会（Environment Committee）、財政・人事委員会（Finance 

and Personnel Committee）、保健・社会福祉・公共安全委員会（Health Social Services and Public 

Safety Committee）、地方開発委員会（Regional Development Committee）、社会開発委員会

(Social Development Committee) 

 

（２）常任委員会 

監査委員会（Audit Committee）、ビジネス委員会（Business Committee）、手続き委員会

（Committee on Procedures）、首相府委員会（Committee of the Centre）、公会計委員会（Public 

Accounts Committee）、基準・特権委員会（Committee on Standards and Privileges） 

 

 （３）特別委員会 

同委員会は、議会の議決により、ある一定の期間、特別に議論が必要なテーマについて設置

される。 

 

５ 財政 

予算総額は 2002 年度で約 120 億ポンドであるが217、その約半分が政府からバーネット・フォ

ーミュラに基づき算出される包括補助金である。 

自治政府は包括補助金の総額が決定されると、その自主財源218、自治政府として北アイ

ルランドに必要であると考える政策実施のために必要な経費等を勘案した上で配分する。 
その目的別割合を見ると、健康・住宅・教育・職業訓練・産業補助金の５つの分野で全体の７

                                                 
217 北アイルランドの予算は、支出で見た場合、政府の支出見通し（Spending Review）に対応し

て３年ごとにその額が決められる部分（Departmental Expenditure Limits）と毎年金額が算定され

直す部分（Annually Managed Expenditure）の２つから構成される。 
218 北アイルランドには地域の公共サービスの一部費用を賄う目的から、地域ドメスティック・レイ

ト（Domestic Regional Rate）と、地域ノン・ドメスティック・レイト（Non Domestic Regional Rate）から
成る地域税がある。この地域税の税率設定及びその使途については北アイルランド議会に権限

がある。 



 141

割を占めている。 

 

【図表６－５－２ 北アイルランド自治政府2002年度省庁的別支出】219 
省庁名 金額（百万ポンド）220 

農業･地方開発担当省 402.5（203.8） 

文化・芸術・余暇担当省 805.1（80.3） 

教育担当省 1,513.7（1,407.3） 

雇用・学習担当省 619.8（618.7） 

企業・商業・投資担当省 289.8（256.4） 

環境担当省 116.3（110.9） 

財政・人事担当省 163.5（116.5） 

保健・社会福祉・公共安全担当省 2,561.1（2,527.7） 

地方開発担当省 1,600.6（538.3） 

社会開発担当省 4,333.2（449.7） 

首相・副首相府 32.7（32.6） 

その他221 6.3（5.7） 

議会 46.0（39.9） 

内閣計画基金222 36.6 

合計 11,970.7（6,387.9） 

 

６ 自治政府 

自治政府は、議会議員の中から選挙で選ばれる首相（First Minister）と副首相（Deputy First 

Minister）を長とし、閣僚である大臣（Minister）と副大臣（Junior Minister）で構成される。 

首相と副首相は、一対で選出されるが、その際ユニオニスト及びナショナリスト双方の過半数

の支持を得なければならない。また、どちらかが欠ける場合は、残りの者もその職を辞さなけれ

ばならない。 

首相及び副首相は、議会議員の中から大臣及び副大臣を指名（議会の承認が必要223）する

権限を有する。また内閣の構成員数及び役割等は、両者の専決事項である。但し、大臣の数は

10名までと定められている。 

なお内閣を構成する大臣（副大臣）の各政党への割り当ては、以下の式に基づく。 

当該政党の大臣数＝当該政党の議席数／（１＋内閣の大臣数）224 

 

また内閣の首相、大臣は、国会議員、欧州議会議員、地方議会議員との兼務は可能であるが、

国務大臣との職を兼ねることは出来ない。 

                                                 
219 http://www.northernireland.gov.256.4uk/dfp.htmに基づいて、作成。 
220 括弧内は、Departmental Expenditure Limitsの額。 
221 オンブズマン議会(Assembly Ombudsman’s)及び北アイルランド監査事務局（Northern 

Ireland Audit Office）。 
222 内閣計画基金（Executive Programme Funds）は、政府の優先事項を達成することを目的に省

庁横断型の予算として2001年度に設けられた。 
223 この場合も、ユニオニスト及びナショナリスト双方の過半数の支持を得なければならない。 
224 複数の政党間で数が同じ場合は、総議席数の多い党が優先される。 
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なお現在の内閣の構成は下記の図表６－５－３のとおりである。 

 

【図表６－５－３ 内閣の構成】225 

首相・副首相 内閣の統括、政策の策定・実施の総括、経済政策、平等・人権政策、ＩＴ等 

農業･地方開発担当大臣 農業・林業・漁業及び地方開発に関すること 

文化・芸術・余暇担当大臣 文化・芸術・図書館・博物館・スポーツ・余暇活動・言語政策に関すること 

教育担当大臣 教育に関すること 

雇用・学習大臣 雇用・労働問題・職業訓練・生涯学習に関すること 

企業・商業・投資担当大臣 経済開発・エネルギー・観光・鉱山開発。消費者問題等に関すること 

環境担当大臣 環境問題・廃棄物・地方自治・開発規制・野生動物等に関すること 

財政・人事担当大臣 財政全般・徴税・・統計に関すること 

保健・社会福祉・公共安全担当大臣 保健・社会福祉・公衆衛生・公共の安全に関すること 

地方開発担当大臣 戦略計画・公共交通・道路・港湾・上下水道に関すること 

社会開発担当大臣 都市再開発・ボランティア団体・法・住宅・年金に関すること 

 

                                                 
225 http://www.northernireland.gov.uk/に基づいて、作成。 
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第７章 PFI（Private Finance Initiative） 

 

第１節 PFI（Private Finance Initiative）の概要 

 

１ サービスの提供者から購入者へ 

PFI は、民間部門とのパートナーシップを活用することにより、公共部門が金銭的効

率性、いわゆるバリュー・フォー・マネー（Value for Money、以下「VFM」とする）の向上

を達成するための１つのメカニズムであるといわれる。 

従来、公共部門は資産（道路、橋、建物など）を所有し、また、住民が求める行政サ

ービスを運営し、提供する役割を担っていた。しかし、PFI においては、公共部門はそ

の役割を大きく転換し、実際にサービスを提供する民間部門との契約に基づき、長期

に渡りサービスを購入することとなる。すなわち、PFIの導入により、行政の役割は「サー

ビスの提供者からサービスの購入者へ」と大きく変化する。その背景としては、地方自

治体は自らが公共サービスの提供者であるべきだという考え方から、質のよいサービス

を提供するためには、必ずしも地方自治体自らが直接公共サービスを提供する必要は

なく、他のセクターが提供するサービスを購入したり、あるいは他のセクターと協働して

サービスを提供したりすべきであるという方向に政策が移ってきたことが挙げられる。 

一般に、事業に対する公共部門の関わり方により、PFI は大きく以下の３つの類型に

分類される。なお、いずれも民間部門が設計、建設、資金調達そして運営を行い226、

行政部門が求めるサービスを提供するという基本原則は共通している。 

 

（１）公共サービス提供型（Service sold to the public sector） 

PFIの典型的タイプ。公共部門は、民間部門が提供する一定の質が確保されたサー

ビスを購入する。一方、民間部門は、主として公共部門から支払われる利用料により事

業費を賄う。民間部門の多くはコンソーシアム（企業共同体）を形成し、設計、建設、資

金調達、運営の全般に渡る責任を有し、事業を実施する。 

例） 学校、スポーツ施設、刑務所、病院 

 

（２）独立採算プロジェクト型（Financially free-standing projects） 

公共部門の資金投入がまったくないタイプ。事業を実施する民間事業者は施設利

用者から徴収する利用料をもとにコストを回収する。公共部門の関与の範囲は、基本

的に初期計画の策定、事業の許可・認可、付随的な法的手続に限定される。 

  例） 有料橋（クィーンエリザベスⅡ世橋）、有料道（バーミンガム北バイパス道路）、

博物館（王立武具博物館） 

 

                                                 
226 一般に「Design（設計）, Build（建設）, Finance（資金調達）, Operate（運営）」の頭
文字をとって「DBFO」と略称される。 
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（３）ジョイント・ベンチャー型（Joint Ventures） 

民間部門と公共部門の共同出資により事業を実施するタイプ。比較的大規模事業

において採用され、最終利用者から徴収する利用料では賄いきれない社会的便益部

分について、公共部門からの出資や補助を受けて回収する。 

例） 鉄道（英仏海峡トンネル連絡鉄道）、トラム 

 

２ 金銭的効率性（Value for Money ： VFM） 

金銭的効率性の向上が、公共部門においてPFIを導入する動機づけとなっているこ

とはすでに述べたが、金銭的効率性の向上とは、すなわち「最小のコストで必要を満た

すこと」であり、これを達成するためには、経済性（Economy）、能率性（Efficiency）、効

果性（Effectiveness）という要素（３E）が重要となる。 

PFI により事業を実施する場合には、公共部門が同じ内容の事業を自ら実施するよ

りも VFM を達成することが求められる。すなわち、事業実施前に PFI の手法やその

VFM についての検討を行わなければならず、その際には「事業を行わない場合」や

「最低レベルの事業を行う場合」等との比較検討が必要である。 

また、民間部門が提案するPFI事業実施案が適切かどうかについては、公共部門比

較指標（Public Sector Comparator、以下「PSC」とする）を用いた比較が行われる。 

PSCとは、PFI 以外の手法によって事業を実施した場合の公共部門の費用を示した

ものであり、事業実施中に増加すると見込まれる費用増加分（時間超過や契約内容の

変更などによる）を含めて計上される。 

 

３ リスク移転 

PFI によって事業が実施される場合、多くの重要なリスクが公共部門から民間部門に

移転する。そのため、事業を実施する上で問題となるリスクを誰が負担するのか、このこ

とを契約で明確にしておくことは、PFI 事業を進めるにあたって極めて重要である。PFI

においては、VFM の実現のためには「公共部門、民間部門を問わず、最も効率的にリ

スクを管理できる部門にリスクが割り当てられるべきである」という最適なリスク分担の原

則に立つ。 

リスクの移転を可能な限り詳細にわたって明確にしておくことは、契約の締結時点で

は予測し得ない事態が顕在化した際に、新たに発生した費用をどのように負担していく

かということも含み、一方では、公共部門と民間部門がどのように連携して事業を遂行

するかを示すものであるため、双方の説明責任と透明性が確保されるという観点からも

重要な意味を持つ作業である。 

VFM を最大にするリスク移転の組み合わせは、事業タイプや契約により異なってくる

が、PFI の趣旨からいって、一般的には設計、建設、資金調達そして運営に関するリス

クは民間部門に移転しなければならないといえる。なお次ページの図表７－1－1 に、

検討されなければならない主なリスクを挙げる。 
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【図表７－１－１ PFIでの検討リスクとその移転】227 

種 類 内 容 リスク移転 

設計及び建設に関するリスク（費用と時

間） 

ある一定の水準を満たさない場合や超過費用（契約を上回る費

用）や超過時間によって生じる損失を負担するリスク 
○ 

権限委任及び運営に関するリスク 
どこまで運営に関する権限を移転し、また、運営に起因するミス

などから生じた損失を負担するリスク 
○ 

需要（量／使用量）に関するリスク 
市場の需要に基づいて、公共部門が費用を支払う場合、その需

要の予測を誤ったことから生じる損失を負担するリスク 
△ 

残余価値に関するリスク 契約終了時の資産の価値に対する合意から生じるリスク △ 

技術革新及び技術退行に関するリスク 
契約期間を通じて最良の技術でサービスを提供するために生じ

る費用負担に関するリスク 
△ 

法制度改正に関するリスク（課税、開発

許認可含む） 

将来の法制度の変更によりサービスの運営に影響が生じた結

果発生する損失を負担するリスク 
△ 

資金調達に関するリスク 十分な資金を市場から調達するリスク ○ 

仕様書作成ミスに関するリスク 
仕様書を作成する際の要件設定ミスによって生じる負担に関す

るリスク 
× 

批判に関するリスク 事業に対する住民等からの批判を受けるリスク × 

                              

４ 利用料 

PFI による支払いは、単一の利用料（unitary service payment）という形で、契約期間

全般にわたり定期的に公共部門から民間部門に支払われる。利用料は、契約の中で

定められた指数によって増減することもある。また、実際の支払いについてはサービス

提供後から始められ、その支払額についても「利用可能性」や「パフォーマンス」などを

減額要素としてポイント化し、決定される。228  

なお現実の利用料支払いメカニズムは複雑であり、標準サービスが提供されている

かどうかをチェックするための十分な監視体制も要求されている。 

                                                 
227 凡例 ○：リスクが民間部門に移転する  △：リスクが移転するかどうかは事業の性

格や契約による ×：リスクは公共部門に残る 
228 利用料の支払いについて、少なくとも契約上の支払額の20％は、パフォーマンスや
利用量に応じて減額される余地として考えられている。第７章第５節２を参照。 
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第２節 PFI 導入の背景と経過 

 

１ 保守党政権時代 

1970 年代の長期経済停滞に対し、サッチャー保守党政権は「市場原理と小さな政

府への回帰」を目標に、大胆な改革を実行した。財政難と公共サービスの質の低下に

対処するため、国有企業の民営化を強力に進める一方、強制競争入札（Compulsory 

Competitive Tendering、以下「CCT」とする）229や公共サービスの一部を民間企業に委

託するアウトソーシング、行政のエージェンシー化にも取り組んだ。民間主導による公共

サービスの提供という路線が明確に示された時期である。 

その跡を継いだメージャー保守党政権でも基本的に同様の政策が採られ、1992 年

に当時のラモント財務大臣により PFI が提唱された。 

翌 1993 年には、PFI 事業の奨励やそのための法的規制の改善を業務とするプライ

ベート・ファイナンス・パネル（Private Finance Panel）が設置され、さらに翌1994 年には、

「今後、大蔵省は PFI による手法が検討されたあとでなければ、いかなる社会資本整備

事業も承認しない」ことが発表された。なおこの原則は「ユニバーサル・テスティング

（Universal Testing）」と呼ばれたが、1997 年に廃止されている。 

 

２ 労働党政権へ 

その後、1997 年５月に誕生したブレア労働党政権は、PFIを含むパブリック・プライベ

ート・パートナーシップ（Public Private Partnership、以下「PPP」とする）による社会資本

整備は必要であるという方針を固め、PFI の問題点の把握と改善を進めた。その過程で

提出されたのが 1997 年６月のマルコム・ベイツ報告（以下、「ベイツ・レビュー」とする）で

あり、主に以下のような 29 の勧告がなされ、それに伴う改革が行われている。 

 

（１）PFI 手法の簡素化、ルーティン化 

（２）財務省タスクフォースの創設 

（３）公務員研修の実施 

（４）入札費用の改善 

（５）PFI に関する地方自治体の権限の明確化230  

        

なお、PPP はブレア労働党政権発足後に発表された政策報告書「地方自治の近代

化－住民との交流の中で（Modern Local Government - In Touch With the People）」

の中で提示された概念で、公共部門と民間部門とのパートナーシップに基づく事業展

開を指し、PFI の手法もその概念に包含されている。いわゆる「第三の道」の基礎となる

考え方であり、教育、福祉、医療、交通等を中心に積極的な導入が行われている。 

 

                                                 
229 第８章第１節を参照。 
230 この勧告については「1997 年地方自治（契約）法（Local Government (Contracts) 
Act 1997）」の中で反映された。 
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３ 現在の状況 

2002 年９月、副首相府（Office of the Deputy Prime Minister）は、新たに 11 の PFI

事業が事業評価グループ（Project Review Group ： PRG）によって承認されたと発表し、

このことによって、地方自治体による PFIとして実現される事業は、この５年間に 200 件

を超えることとなった。これらの PFI 事業は約 50 億ポンドの資本投資を実現させ、英国

全域に渡って、地域の生活の質（Quality of Life）の向上をもたらすものとされている。 

その一方で、2002年７月には下院の公共会計委員会（Public Accounts Committee）

が報告を発表し、英国政府の省庁や地方自治体が PFI 契約を締結した後、その契約

管理が行き届いていないことについて警鐘を鳴らしている。公共事業主体の約 55％は

当初の契約の変更に追い込まれ（契約変更はさらなる経費の支出を伴う）、一方で

58％は契約の相手方に対して、業務の成績不良を理由にペナルティを課しているのが

現状であるとしている。 

 

【図表７－２－１ 英国における PFI 導入の経緯】 

年 代 主な出来事 

1979 サッチャー保守党政権成立 

小さな政府実現のための行政改革・財政再建 

通信や水道事業など国有企業の民営化 

例）1984-93 British  Telecom、1986 British Gas、1989 Water companies、  

1987 

 

クィーン・エリザベス二世橋事業の契約締結  

最初の大規模 PFI 事業（契約期間は最長 20 年） 

英国交通省 － ダートフォード・リバー・クロッシング社 

1990 メージャー保守党政権成立 

1991 「市民憲章（Citizen’s Charter）」発表 ‐ 金銭的効率性の考え方を提示 

1992 PFI 導入(11 月) 

1993 プライベート・ファイナンス・パネル（Private F inance Panel）設置 

1994 ユニバーサル・テスティング（Universal Testing）導入 

1996 ４Ps（Public Private Partnerships Programme）設置 

1997 

 

ブレア労働党政権成立 

  プライベート・ファイナンス・パネル廃止/ユニバーサル・テスティング廃止     

  財務省タスクフォース（Treasury taskforce）設置 

  「1997 年地方自治（契約）法」成立（地方自治体が民間部門との PFI 契約締結権を持つ） 

2000 

 

財務省タスクフォース解散  

同タクスフォースの機能は政府商業委員会（Office of Government Commerce）へ 

2002 

 

PFI 事業における良好なパートナーシップ確保のための関係管理（Managing the 

Relationship to Secure a Successful Partnership in PFI Projects）に関する英国下院公共

会計委員会（Public Accounts Committee）報告書の発表 

地方自治体による PFI 事業が 200 件を超える 
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第３節 PFI 関係諸機関 

  

１ 財務省タスクフォース（Treasury taskforce） 

上記のベイツ・レビューを受け、1997 年９月に、全省庁の PFI 事業を統括する機関として

財務省タスクフォースが設置された。このタスクフォースは、２年間の時限措置として設置さ

れ、以下の２つチームから構成されていた。 

 

（１）事業チーム 

少数の PFI 専門家で構成され、事業の商業的可能性を検討し、問題がない場合は実現

可能性を保証する。また、重要事業の進捗状況を監察し、問題があれば指導する。将来、

各省庁が単独で事業を実施するためのノウハウの蓄積を目的とする。 

（２）政策チーム 

PFI や PPPに関する法律や規則の改正、制定等を行う。 

 

ベイツ・レビューに基づき、重要事業の要件を定めるとともに事業認定も実施していた財

務省タスクフォースは、その役割を果たしたとして 2000 年 10 月をもって解散され、現在、そ

の業務の大部分は政策部門としての政府商業委員会（Office of Government Commerce : 

OGC）と、事業推進部門としてのパートナーシップU.K.（Partnerships U.K.、以下「PUK」とす

る）に分割され、引き継がれている。 

 

２ 政府商業委員会（Office of Government Commerce : OGC） 

政府の調達機能の近代化と金銭的効率性の改善を目的にした広範囲にわたる計画や事

業を担当する機関として、首相府や財務省等にあった様々な関係機関の機能を吸収する形

で2000年４月に設置された。同委員会は財務省の外局であり、PFIに関して財務省タスクフ

ォースの人材と機能を引き継いでいる。但し、PFI に関するガイダンス等の作成については

OGCにその責任があるものの、実際はPUK が行っている。 

 

３ パートナーシップU.K.（Partnerships U.K.：PUK） 

 財務省タスクフォースの事業チームを引き継いだ財務省と民間のジョイント・ベンチャーで

あり、公的部門に対する単なるアドバイザーではなく、事業運営の実際面に責任を持って関

与する。1999 年７月の設立当時は財務省が100％の株式を有していたが、その後民間部門

が資本参加し、2001 年には民間部門の組織（出資比率51％）となっている。 

 

４ ４Ps（Public Private Partnerships Programme） 

財務省タスクフォースが主に中央省庁での PFI 推進機関であるのに対し、1996 年４月に

は、地方自治体での PFI や PPP の推進を目的とした４Pｓがイングランド・ウェールズ地方自

治体協議会（1997 年４月からは、現在の地方自治体協議会（Local Government 

Association））内に設置された。 


